
経・済経営研究

年　　報

第15号（I）

⑲

　神戸犬学
経済経営研究所

　　1965



　当研究所刊行物のうち「国際経済研究」と「企業経螢

研究」は昭和26年よりそれぞれすでに12冊刊行してきた

が，昭和37年度よりこの2つを統合し，あらたに「経済

経営研究」の誌名のもとに刊行する。本年報は年2回発

行する予定で，本冊は昭和39年度の第1冊である。

　　　　　　　　　　　　　神戸大学経済経営研究所

　The　two　pub1ications，“Intemationa1EconomicRevi6w”and“Business

Review”，which　have　gone　through　twe1ve　issues　since1951，wi11be

combined　henc曲rward　under　the　name“Annua1Report　on　Economics

and　Business　Administration”and　pub1ished　in　two　parts．This　is　the

丘rst　issue　1964．

The　Research　Instituteあr

厄。onomics　and　Business　Administration，

Kobe　University



経済経営研究
　　　　15（I）

⑥

神戸大学経済経営研究所



　　　　　　　　　　　　目　　　表

地域開発と中堅企業…………………………米　　花　　　稔

アメリカの企業評価における

　　　　若干の問題点について・・…・………小　野　二　郎

西独における直接原価計算の諸形態…・・・…小　林　哲　夫

ハックス経営維持論の基本構造……………中　　野　　　勲

アメリカにおける

　　　　労使協力に関する若干の考察……岡　田　昌　也

〔資料〕　中堅企業の成長とその財務構造…経営機械化研究室

　1

39

68

117

142

177



地域開発と中堅企業

米　　花 穂

1．開　　　　　題

　最近わが国の産業発展のなかで，中堅企業というとらえ方，中堅企業論がか

なり特徴的にみられる。大企業の発展と中小企業問題という対比的なとりあげ

方とともに，その中間において，中堅企業という概念が問題になってきたこと

は注意せらるべきことの一つである。これを具体的な現象としてみると，証券

取引所に第二部の制度が設けられて，新たに相当数の企業の株式が公開せられ，

また，東京，大阪，名古屋に中小企業投資育成会社が設立せられて，発展的で

健全な中小企業の資本調達を助成することが進められてきたことなど，いずれ

もここにいう中堅企業に属する問題ということができる。いずれにしても，今

日のわが国の産業界において，中堅企業なるものが一の問題分野になっている

ことは否定できない。

　転じてわが国の地域開発の今日的課題を考えてみよ㌔厳密な分析はさてお

き，今日のわが国の地域開発の目標が，経済的社会的諸活動が少数の中心地域

に過度に集中することを抑制し，地域格差を是正して，可及的に均衡をとりつ

つ，わが国土の発展をはかることにおかれていることは，一応是認できるとこ

ろであ乱そのような発展の推進力の中心になるものが，産業の発展であるこ

とも否定することはできない。そのことはもちろん今日ようやく世論となって

いる産業的視点とならんでの社会的視点からの均衡ある地域社会の発展の重要

なことを看過してならないことはいうまでもない。その地域の産業発展の推進

力の一として，上述の中堅企業の役割が今日までほとんど看過されていること，
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しかもそのことへの留意がいまとりわけ重要であることについてわが国の実態

に即して考察しようというのが本小論の目的である。

　従って，まずここにいう中堅企業の意味を限定し，その今日の地域開発にお

ける役割を明かにすることが，あらかじめ必要である。そのような段階をへて，

地域開発における中堅企業の役割を，実態に即して考察し，その意味と課題，

ならびに地域開発における問題点に及びたいと思う。

11〕中堅企業といわれるもの

　規模の大きい近代的経営に属する企業と対照的にとりあげられているのは，

いわゆる中小企業である。その場合の対比は，規模の大小にとどまるものでな

いことはいうまでもなく，中小企業が生業家業ないしその延長としての，人格

的結合ないし個人あるいは同族を中心とする経営の形態であるのに対し，前者

は資本と組織と計算をよりどころとして，事業を中心として形成せられた経営

形態であることは，詳細にわたる理論的展開はとにかくとしても，大まかにい

って承認せられるところであろ㌔

　従ってこのようななかにおいて，中堅企業論が展開せられ，また産業界の実

態のなかで，中堅企業なりなんらかの従来とは別の表現をもって把握せざるを

得ないような事業体の発展のみられるということが，おのずから論理的に中堅

企業といわれるものの性格を，おおまかに示すことになるのである。すなわち

それは，個人企業，同族会社等いわゆる中小企業形態から規模を拡大して，資

本調達なり人的構成からみて近代的企業形態への質的に発展展開しようとする

段階の前後に位置する企業層ということができる。

　そのような企業層をさらに概念的にわけてみると・

　同　内外の諸条件から経営規模の拡大をせまられつつ，なお個人企業ないし

　　同族会社的形態からふみ出すことを躊躇している段階のもの

　1イ〕このような封鎖的形態から，資本調達上ならびに人的構成上から既に脱
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　　皮の段階にあるもの

　1ウ〕一応近代的な企業形態にまで実質的に展開し得て，その経営基盤の充実

　　につとめつつある段階のもの

の三類型が考えられるのである。実態についてもこのことがほぼ把握できるよ

うである。

　このようにみると，大企業と中小企業との中間に介在して，観念的にこのよ

うな中堅企業を考えることは常に可能なはずである。しかもこの中堅企業が最

近において特に注意せられているのについては，その理由がなければならない。

この点について，さらにあらかじめ考察しておく必要がある。

　中堅企業が注意せられ，論ぜられているということは，ここにいう中堅企業

層に属すると考えられるものが，とりわけ現に相当数多く目立っていることを

意味するはずである。そのような中堅企業の発展がかなり目立つという原因は

何であろうか。それには，囚製造技術側いわゆる技術革新との関係，ならびに

lB性産財消費財をふくむ市場の発展変化との関係の二側面が考えられる。

囚技術革新と中堅企業

　第二次戦後の技術革新といわれるものには，大別して，同原料ならばに製品

に関連する革新いわゆる原料革命と，け〕製造工程自体におけるいわゆるオート

メーションとが，相関連しつつも，二分することができる。そのいずれもが，

今日の中堅企業層形成の有力な推進力となってい孔

　同　原料革命といわれるものは，動植物を主とする天然原料にかわるに合成

　　化学による合成原料の登場，さらには新たな技術によって従来の原料その

　　まま全くあらたな製品分野での製品化の進展等をその内容とするものであ

　　る。従ってその原料段階の製造は，主として大企業の担当するところであ

　　るが，その中間加工，製品加工，取引系路，取扱事業体等が，従来のそれ

　　と異る場合がきわめて多く，その間において多くの新たな発展的企業，い

　　わゆる中堅企業が成長する機会がすくなからず提供せられるに至ったので
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　　ある。し）わゆる場違い競争激化のなかで，新分野の発展にともなって，さ

　　きにかかげた脱皮前後の中堅企業の登場となっている場合がすくなくない。

　　合成化学製品の中間加工，電子部品工業等にその典型をみ乱

　ω　オートメーションは，それがプロセス・オートメーションであれ，メカ

　　ニカル・オートメーションであれ，端的にいって，みずからにプログラム

　　をもつ高度の技術体系ということができる。このような高度の技術体系を

　　中心とする生産機構は，大企業，中核企業をめぐる関連下請企業，部品企

　　業群の相互関係をいちじるしく変化せざるを得なくしてきた。内外条件の

　　変化に対応するいわゆるクッション化という危険分散的関係，短期的採算

　　による取引関係等を漸次困難にして，関連産業間に優劣企業の相互選別を

　　強化することを前提とする系列化が促進せられ，さらに進んでは，一部は

　　部品関連工業の専門工場化にも至りつつある。このなかから，必然的に中

　　堅企業が生成することとなるのであ孔

　今日の技術革新が，研究開発の困難さ，さらには高度の設備投資を要するこ

とが，多くの産業分野で，企業の統合化，巨大化をもたらしつつあることも事

実であるけれども，上述のような実態，またその論理的考察によって，同時に

ここにいう中堅企業層を拡大しつつあることも認めないわけにいかないであろ

㌔技術革新の進展によって，多くの新しい産業分野が生み出され，さらにそ

の拡大発展にともなって，その産業分野をになっている新たな中小企業自身が，

拡大発展することによって，ここにいう中堅企業層の目立つに至った一因とな

っているのである。

㈲　市場の発展変化

　第2次戦後の市場の発展変化のなかのきわめて著しい現象の一つは，生産財

消費財をとわず商品の多様化という点てあろ㌔この商品の多様化という特徴

的な現象には，いくつかの原因があげられる。

　第1に，生産財における商品の多様化は，一方には既にみたように技術革新
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　　のもたらす影響によるとともに，他方には消費財における商品の多様化も

　　また直接間接に影響していると思われる。

　第2に，消費財における多様化は，まず一般的には，なにより一般購買力の

　　向上が，消費者のより多様な嗜好が直接に商品需要としてあらわれること

　　が，その有力な原因になっているといえよう。

　第3に，消費財における多様化は，以上のような購買力の上昇が一般的背景

　　となりつつも，製造業者販売業者の販売政策のあり方がこれを著しく促進

　　しつつあると結論できるのであ乱すなわち，市場の分野によっては，規

　　格化標準化を前提とする高度の大量生産方式による低価格大量販売方式が

　　市場開拓の限度に到達し，多様化多種類化による市場への集約的浸透のだ

　　めの販売政策をとらざるを得なくなったのである。むしろこの新旧二つの

　　特徴的な販売政策の組合せのみられるのが今日の市場ということができる。

　　しかもこのような多種類生産の高能率の達成を可能にするようなみずから

　　プログラムをもつ技術体系の工夫が，今日の技術革新のなかにふくまれて

　　いるのである。

　このような商品の高度の多様化という市場の発展変化は，競争企業の隆替を

一層はげしくし，またわが国の産業構造を一方には高度化するとともに，他方

には著しい脆弱化をもたらしつつある部分もみられるけれども，そのなかから

また，発展的なここにいう中堅企業層の形成をもすすめていることを，十分に

認めることができるのである。

　以上のようにみてくると，今日わが国の産業界において，中堅企業層が目立

ちつつあるということは，わが国の産業構造の高度化過程を示す一現象という

ことができる。しかもその中堅企業層のなかには，経済の変動，業界の推移の

なかで，多くの困難な問題に当面し，中堅企業層から脱落するという脆弱性が

すくなからずみられる。そのこと自体，中堅企業が個人企業，同族会社から，

資本面，人的構成面等において脱皮の過程の前後にあるという特徴を示してい
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るということができる。今日の中堅企業層の存在は，わが国産業の現在当面し

ている課題そのものを特徴的に示しているのであ孔

（2）地域の産業開発と企業

　地域開発のにないてとしての産業の発展について，国ならびに地方の期待し

ているところは，全国的大企業の発展の地域導入であり，かねてそれとの関連

においてのいわゆる地方産業の育成発展という考え方，いいかえると大工場の

誘致と地元産業の近代化による発展ということにあるのが今日の全般的傾向と

いって差支えないであろう。

㈹　地域開発と工場誘致

　地域的発展のために地方自治体を中心とする工場誘致のはげしさは，昭和25

年のシャープ勧告による税制改革で，市町村税として固定資産税の設定にはじ

まったことは，あらためてのべる必要はないであろう。このような工場誘致が，

今日ではより大規模な工場集団，あるいはコンビナート誘致という形態をとり，

また単なる工場誘致より，より広い地域開発的視点からの産業発展が目指され

ている。

　全国各地の地域開発の推進力として，鉄石油化学工業などのコンビナート誘

致を目指してきたことは，新産業都市建設法にもとづく地域指定を要望した候

補地域が全国40数ケ所に達したことのなかで知られるのである。そのほとんど

がこの腫大規模のコンビナート形態の誘致を計画の中核としていたのである。

わ国経済のいわゆる高度成長のなかで産業構造を高度化するにない手が，まず

基礎産業からはじまったこと，それが従来と著しくスケールの異る大規模のコ

ンビナート方式をとりつつあることにもとづくのである。しかしながらこのよ

うなコンビナートの建設は，わが国産業の体質改善のよりどころの一つである

とはいえ，日本産業全体の需給のバランスのなかで，その拡大の時問的速度が

あるはずである。
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　かくて上述の候補地のうち新産業都市として指定せられた13の地域，そのう

ち唯一の内陸工業地域をのぞいた12の他のすべての臨海工業地域が，いずれも

鉄石油ないしそれらと類似の基礎産業のコンビナート計画を中核としているた

めに，あらためて現実の新産業都市建設計画をするためにあたって，一部の先

行条件にめぐまれている地域をのぞいては，わが国の産業の拡大とその需給の

推移に見合って，実施計画を大巾に変更せざるを得なくなっているのが実情で

ある。

　内陸をのぞく新産業都市地域のいずれもが用地，用水，交通等についてすぐ

れた臨海工業地域造成の立地条件にめぐまれていることは認めなければならな

いけれども，上述のように地域によってそのような工業化の相当長期にわたる

時間的課題がきわめてきびしいものとなっているのである。しかもそれにかか

わらず，それぞれの地域社会的視点からする限り，手をこまねいて，コンビナ

ート化の時期をのみ待つような地域計画はあり得ないであろ㌔すくなからざ

る地域において，当初の劃一的な計画の再編成は欠くことのできない今日の課

題となっている。そのような環境条件のなかにおいて，地域の産業発展のエネ

ルギーなり手がかりをどこに求めるべきであるかが，その中心問題の一つであ

孔結論的にいえば地域開発における中堅企業の役割が，その有力な当面の手

がかりの一となり得るはずである。さらに後に展開する点である。

lB〕地域開発と地場産業の育成

　現に各地でみられる地域開発計画は，例外なくその地域の地場産業育成をう

たっていることは当然である。それは一方には上述のような全国的企業の大規

模工場集団の誘致によって，地場産業の関連的な発展の手がかりを求めること

を意図して，他方には大規模工場誘致による地域の産業構成変化のなかで，地

場産業との生産性の格差，直接的には従業員の待遇格差にともう地場産業への

影響を可及的に縮少するための地場産業の経営近代化とその発展を目指して，

うち出されているのである。また地域社会によっては，地方自治体の工場誘致

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
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えの偏重に対して，とりわけ地場産業育成，既存産業無視を強く訴えている場

合もすくなくない。ここに地場産業と一般に総称せられているものは，主とし

て，地元中小企業群と，その地域に特に集団化している特産業とを指している

ものとみて差支えない。従ってこれら中小企業の組織化協同化についての何ら

かのあり方を求めて，経営の近代化を強く呼びかけている。昭和36年から国に

よって助成が進められている中小企業団地の計画が，既成工業地帯以上に，全

国各地において具体化しつつあることも，このような意味の地場産業対策の意

図が相当多くふくまれているものとみることができる。

　このように地域開発問題との関連において，地元の中小企業対策は進められ

ているけれども，このような中小企業の組織化協同化のみによっては，誘致大

工場との関連性の拡大に十分の成果をあげ得ず，地域開発のエネルギーとして

は，なおきわめて不十分である。もちろんこれはこのような中小企業の組織化

協同化の成果自体が不十分という意味ではない。地域開発の主体的役割として

の産業開発という観点からのエネルギーとしての意味であ孔ここにも今日ま

で地域の産業開発政策のなかでほとんど位置づけのなされていない中堅企業群，

しかもわが国の産業構成のなかで相当の役割を果しつつある中堅企業群につい

て，留意する必要があると思われるのである。

（3〕地域の産業開発と中堅企業

　地域開発の基本間題の一は，地域社会の諸活動は，公私さまざまの主体活動

の相互交錯のなかで形成されているという点にある。従って地域の望ましい発

展については，そのさまざまの主体のそれぞれの論理にもとづく活動が，その

ような方向にたくみに協力結合されることが期待せられるのである。さまざま

の主体の発展的なエネルギーが，地域開発のなかにたくみに生かされるような

計画と手がかりなり手順を欠くことができないはずであ私産業開発はとりわ

けこのことが重要であることは，地域開発の推進力の有力なにない手が産業の

8



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地域開発と中堅企業（米花）

発展であるからである。

　このような観点から，地域開発における産業の発展が，上述のように大規模

の工場集団なりコンビナート等の基礎産業の誘致，地場産業の育成強化という

施策を中心としていることについて考察してみる必要があ孔

同　地域開発の中心的にない手としての基礎産業の地方への誘致培養は，立地

　条件として一応すぐれていても，それにはわが国全体の産業需給関係とその

　発展の速度との関連で逐次実現せられるものである。全国各地域が期待して

　いるようには容易に実現し得るものということができない。

1イ）いわゆる地場産業の育成によって，地域の産業構成が導入企業と既存産業

　とが均衡的に発展することを期待し，またその相互の関連性の拡大，その乗

　数効果的発展を期待している。しかしながら，産業の関連的発展は，基礎産

　業から製品化への前進的関連効果より，製品段階から部品，素材産業への遡

　及的関連効果がより大きいのが，市場競争下における発展の一般的論理であ

　ることから，ここにみるような施策は，かなり限定された効果しかもち得な

　いのが実情である。

（ウ）わが国の産業構成は，現在野にみたように地域の産業発展のよりどころと

　している二の類型の中間において，中堅企業層から相当の地位を占めつつあ

　ることを示している。しかもこの中堅企業層は，現在のところ地域開発政策

　のなかにおいて，十分に位置づけられてはいない。このような中堅企業層は，

　多くの難しい問題に当面しつつも，またその発展の主体的エネルギーは相当

　大きなものがあるはずである。

　以上のように，わが国における産業の実態を一応の背景としつつ，わが国産

業の主体的エネルギーに関連して，地域開発における産業発展を論理的に考察

して，中堅企業層をそのなかでとりあげることの意味を明かにしたのである。

その問地域開発なりそのなかにおける産業発展についての一般的な経営学的考
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）
察については，別の機会に詳論しており，かっここにそれを展開する余裕がな

（1）拙稿「経営立地」平井泰太郎編『経営学事典』昭和39年刊所載
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いので，必要な限りにおいて簡単にふれるにとどめた。しかしながら以上は，

本小論の主題についてわが国の実態と論理に即しつつも，きわめて粗雑に一般

的に展開したにとどまるので，これらの所論にもとづきつつも，地域の実態に

ついての諸資料によって，地域毎に，地域開発と中堅企業の役割なり意味の考

察をすすめて，内容的展開により一歩接近したいと思う。

2．地方における中堅企業概観

11〕表示の前提

　本小論における中堅企業の意味するところは，既にのべたように，生業家業

を基盤にして，個人的，同族的形態の中小企業より，資本的人的に一応近代化

された大規模企業に脱皮する前後の中間企業層を主体とするので，これをわが

国の実態のなかで把握するのに，次のような便宜的手段を選んだ。

同　本小論の目的から，分野を製造工業に限定した。

1イ〕本小論が地域開発を主題とするので，資料としてとりあげる地域を，北海

　道，東北，九州，四国，中国，北陸ならびに中部地方の一部（長野，山梨の

　2県）に限定した。

1ウ〕対象企業については，本社所在地が上にかかげた地域にあるものに限定し

　た。従って本来地元の中堅企業として本小論の対象とすべきもので，本社が

　東京，大阪等におかれているものが除外され，逆に実質的にはここにふくま

　れることを必しも適当としないもので本社がこれら地域なる故にふくまれて

　いる場合も相当あるはずである。これらは一々について実態を把握し得ない

　おそれがあったからであるが，これらの留保点を考慮しつつ考察することに

　よって，全般的推論には大きな影響はないと思われる。

←〕対象企業は，その規模を資本金1千万円以上から資本金10億円までに限定

　し，その範囲内での各地取引所1部2部上場会社全部と，非上場会社につい

10
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　ては，日本経済新聞社編「会社総覧1964年版」より摘出した。ここに限定し

　た規模でなお脱漏しているものがかなりあるので，そのなかで気付いた主要

　なものについては，考察のなかで適宜言及することとした。また資本金10億

　円以上については，本小論と関係深い企業については，同様考察のなかで言

　反することとした。

　以上のような便宜的方法によって，摘出したものがすべてここでいう中堅企

業ということは，理論的とはいえず，一部は中堅企業のワクをはみ出ているも

のもあろうし，またここに限定した意味と異る業態を相当にふくみ，一部はな

お全くの中小企業群のなかで考察すべきものもふくまれているはずである。し

かしながら，これらの資料を手がかりにすることによって，問題の考察の一歩

前進には役立つ程度の一般的動向を，またその内容的把握を進めるのには差支

えないと思われる。このことは，ここに利用する単純な記録資料のみによらず，

不十分ながらも筆者のそれぞれの地域の実態検討の見聞資料にもとづいてこれ

を補うことによって，可及的に果すようにつとめたつもりであ孔それにかか

わらず，個々の企業についての考察は不十分ならざるを得ないので，本小論で

は，具体的資料を前提としつつも，個々の企業活動を示すことをさけた点御諒

承を願いたい。

（2〕地方における中堅企業層概観

　以上のような便宜的手段によって，地域別に，また主要業種別に，ここにい

う中堅企業層の企業数を一応集計一覧に作表して示すと，次のようである。

　次頁の表によって，地域開発における中堅企業の一応の総括的特徴をみ，漸

次地域毎にその内容的考察をへて，そのもつ役割なり問題点をとりあげること

とする。

　ここにかかげた地域は，わが国の総人口（昭和35年）のほぼ50％を占めてお

り，製造工業総出荷額（昭和39年）において，約25％を占めている。そのなか

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11
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業種北海道（鷲）（撞）（犠）（顎）（顎）（苧賀）

金属機械　　4　　20＝2〕

化学3は〕4｛1〕

食品11は〕王4
繊　　維

窯　　業

紙製品

木　　工

ゴ　　　ム

計

1t1〕

2313〕41131

計

1312〕2217〕1015〕1313〕　11o但O〕

3　14｛3〕5②　5は〕

1Oは〕　6 6は〕　912〕

412〕　1

312〕

311〕

212〕

45ω

66
　16〕

16
　16〕

1513〕

813〕

2は〕

1は〕

2713〕50⑫2418〕35ω　263個勃

人口5．0399．3255，199’2，？636．9444．12012．90246・292
　　千人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（全国　93，418）

工業総
出荷額　　401　419　582
　10億円

1851．116　3641．050　41117
　　　　　　　　　　　　（全国　16，051）

（注）人口は昭和35年10月現在，製造出荷額は昭和36年。企業数欄の括弧内は上場会社

で，ここにいう中堅企業層がどのようになっているであろうか。この地域にお

いてここにいう中堅企業層として，一応263社が摘出せられた。既にのべたよ

うに，現に有力な企業で相当数ふくまれていないものがあり，またこのなかに

ふくめるのに不適当なものもあるかも知れない。しかし全般的傾向は，地域毎

の具体的考察にもとづくことによって，それを把握することをさまたげないで

あろう。

同　業種的にみて，金属機械工業，化学工業，食品工業で企業数84％に達し，

　これに繊維工業，窯業，製紙紙製品工業を加えると99劣になる。後により詳

　細にみるはずであるが，これらの企業の立地条件としては，資源立地，市場

　立地，労働立地，それに加えるに企業の何らかの特殊性による存立等をあげ

　ることによって，ほとんど説明づけられるであろ㌔しかしながらここにみ

　る中堅企業の企業数による業種別をみて，金属機械工業が全体の41％，化学

1－2
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　工業が16％，食品工業が26％を占めており，繊維工業などの比重の低いとい

　うことは，次のような特徴的な意味を示しているものと結論できるように思

　われる。

　　すなわち，わが国産業構造の高度化によって拡大発展する分野において，

　主として中堅企業層の発展がみられるということであ礼金属機械工業，化

　学工業は主としてその意味においてであり，それらとはやや異って，食品工

　業は国内購買力の上昇による市場の拡大変化との関連によるものとみること

　ができる。立地条件的考察は，存立の前提的条件であって，中堅企業として

　の拡大発展の推進力は，わが国の産業構造の高度化と，後にふれるようにそ

　れと対応する経営者の意欲と努力と工夫との結合によって，このような地域

　での発展を可能にしたものとみることができるであろう。このことは，上場

　会社に限定すると，より明確になるようである。すなわち，この地域全体で

　上場会社62社のうち金属機械工業（30社）と化学工業（12社）で70％を占め

　ていることによって，より一層上述の点をうらづけているといえよ㌔

け）地域別に，中堅企業層発展の特徴を概説してみるために，いささか粗雑な

　比較であるが，全国の製造工業総出荷額のほぼ半ばを占めるこの対象地域に

　ついて，工業全体のそれぞれの地域の発展の割合と，中堅企業層の地域別の

　企業数を比較してみると，次のような見方ができる。

　（・）北海道と四国とは，製造工業の総出荷額でみた比重と，中堅企業層の企

　　業数の比重とがほぼ同じ程度である。

　（b〕中国と九州は，ここに対象とする地域においては，製造工業全体の比重

　　に比し，中堅企業層の企業数の比重が相当に低い。

　lo）東北，北陸，中部の一部では，工業全体における比重より，中堅企業数

　　の比重が相当に高い。

　　これを業種との関連でみると，東北，北陸，中部の一部における中堅企業

　層において，他の地域のそれより，金属機械工業の比重がより高いことが知

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13
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　られる。

　　以上のようなきわめて粗雑な比較対照ながら，その特徴的な結果は，地域

　開発と中堅企業との関係をある程度示していると思われる。

　　すなわち，従来臨海工業を中心としてきた中国，九州地方において，中堅

　企業としての発展の比重が相対的意味において低く，そのような臨海工業の

　従来発展の低い北陸，東北においては中堅企業の役割がより大きい。また逆

　に産業構造の高度化にともなってみ．られる比較的新しい中堅企業層は，東北，

　北陸，中部の一部により多くみられ，中国，九州においては相対的には低い

　ということもいえそうである。北海道，四国は，その中問的段階にあるよう

　にみられる。

1ウ〕ここにかかげた中堅企業層のなかで，表示されているように上場会社の比

　較的多いところとすくないところがみられる。その第一の原因は，その地域

　的制約による中堅企業層の発展のていどによることは当然考えられるけれど

　も，第二に，中小企業の発展をみつつも，資本的人的にあるていど開放して

　上場会社たらしめることを好まないビジネス・クライメイトがある場合も考

　えられ孔これらの実態解明は困難であるが，そのような問題点のあること

　を考慮してみる必要はあるであろう。

　以上通じて，わが国の産業構造高度化の過程で発展しつつある中堅企業層が，

地方における産業開発に相当の役割を果しつつあること，しかも現に進められ

つつある地域開発の諸施策のなかで，一部の例外を除いては，その役割が十分

に認められていないことが痛感せられる。特に，東北，北陸等今日新産業都市

建設など広域的開発にその推進の手がかりを求めるについて多くの課題に当面

しているところで，現に果されつつある中堅企業層の主体的エネルギーが十分

とりあげられているとはいい得ない。また瀬戸内海とつながる九州，中国地域

において，上記の諸地域に比して，相対的に中堅企業層の発展のやや低いとい

う問題点もまた十分検討せられなければならない。

14
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　なおここにかかげた263社の中堅企業層の地域別，資本金別の企業数を参考

までに表示すると次の如くである。

　　　　　5億円以上2億円以上1億円以上5千万円以上1千万円以上資本金別　　10億円未満5億円未満2億円未満i億円未満5千万円未満

北　海　道

東　　　北

北　　　陸

中部の一部

中　　　国

四　　　国

九　　　州

計 16 47 55 54

8

21

17

12

19

4

10

91

3．中堅企業の地域別考察

　以上のような一般的概説をよりどころに，地域別に，具体的な企業を手がか

りとして，それぞれの地域開発上当面する課題との関連において，その地域に

おける中堅企業層の役割と課題を考察することとする。

11）北　　海　　道

　人口500万の北海道は，戦後国土開発の潜在可能性のもっとも大きい地域と

して，国ならびに地元で積極的な開発政策がとりあげられたところで，既に第

1期の第1次ならびに第2次の5ケ年計画をへて，現在第2期の5ケ年計画の

過程にあって，その間における産業開発についても，経営学的視点からとりあ

げるぺき課題はきわめて多い。これらについては，既に別の機会に詳論してい

　　（2）
るので，ここではそのなかでの中堅企業間題に限って考察することとする。

（2）拙稿「北海道工業化の経営位置論的考察」高瀬荘太郎編r北海道開発に関する経

　営学的研究』昭和34年刊所載

　　拙稿「北海道に拓ける産業開発」高瀬荘太郎編『地域開発一その経営学的研究』

　昭和40年刊所載
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　北海道の産業活動をその主体からみると，既によく知られるように，全国的

企業すなわち外来企業の出先事業所，しかも比較的規模の大きい基礎産業なら

びに資源立地産業を主とし，いわゆる地場産業といわれる中小企業としては，

そのなかでも比較的規模の小さいものを主とするという，かなり偏った地域構

成をもっているのである。北海道の産業発展の方向づけが，政治，行政となら

んで企業活動も本社所在地である東京において決定せられる場合がきわめて多

いことが，北海道開発における重要な問題点の一つとして指摘せられてきたの

も，このような産業構成の特殊性にある。このような傾向はもちろん他の地域

においてもみられるところであるが，この構成の特殊性によって，北海道にお

いてとりわけそのことが問題になるのである。

　それにかかわらず，既にかかげたように，本小論で便宜限界づけた中堅企業

層が，すくなくも企業数において，他の地域に比して，相対的にはほぼ平均的

な程度に今日みられるに至ったことは，注意せられてよい現象であろう。前表

では，一応23企業，内上場会社3社となっているが，後にもふれるように，な

おその他に同部類とみられるべき企業若干がみいだせることを考えると，一層

その感を深くする。以下さらにそめ内容に立入って考察することとする。

　第1に，ここにおける中堅企業層の構成において注意せられる点は，他の地

域がいずれも，金属機械工業の企業数が第1位を占め，かついずれも半ば近い

比重を占めているのに対して，北海道においては，この表に関する限りは，食

品工業の企業が半数を占め，金属機械工業は2割にみたないという点である。

　第2に，ここの中堅企業層の会社数の第一に多いのが食品工業となっている

点であるが，その内容は，酪農製品，農水産罐詰等の企業が主体になっている。

この表の限界をこえた企業規模には甜菜製糖があり，かつ本社が東京に転じた

乳業会社をも加えてみると，北海道における今日までの中堅企業ないしその発

展の基盤は，きわめて特徴的である。北海道の資源立地として，同時に北海道

市場をよりどころに発展しながら，その製品の特殊性によって漸次道外市場を

16
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も把握しつつ今日に至ったものを主とするといえよ㌔そのうちのいくつかは，

農業協同組合ならびにその連合体を基盤に発展したものであることも特徴的で

ある。

　第3に，金属機械工業の分野において，本表に関する限り中堅企業の比重が

低く，かっこのうちでも規模が小さい（資本金5千万円程度まで）ことの意味

を考える必要がある㌔北海道という日本の中心市場からの販路的制約が，第

一の原因であることは，一般的に認め得るところである。かつその技術的経営

的未発達が一部の例外を除き，市場を道内に主として限定せざるを得なくして

いることが，中堅企業としてののびなやみの原因となっているのである。もっ

とも個別の企業活動に立入って検討する時には，立地条件上の制約ももちろん

上述のようにみとめねばならないけれども，不完全ながらも市場の隔離性によ

る独占性が，いわゆる地場企業として，経営を安易にさせ，その一層の発展の

意欲と努力を阻害して，その可能性を発揮し得ていないうらみのみられる分野

のあることも認められるのである。

　もっとも金属機械工業の分野での中堅企業的なものは，ここの表以外にもな

いのではない。殊にこの分野の外来大企業の道内事業所が，近年事業所自体の

業務活動の必要性と，そのような全国的企業の地域社会意識の経営政策への浸

透とがあいまって，二次三次加工部門についての中堅企業育成が徐々ながら進

んでいるという点を見逃すことはできない。

　第4に，その他の業種において中堅企業としてあげられているものについて

みると，ゴム製品，段ボール，耐火煉瓦等北海道の産業活動の副資材的なもの，

従って道内市場によりどころをもち，その特殊性によって一部は道外市場をも

ある程度対象とすることによって，中堅企業として存立してい孔食品工業の

存立条件とほぼ同様のものとみることができる。これらのうちの若千は道外に

も工場をもつに至っている。

　このような副資材の分野のあるものは，従来道外からの供給に依存し，その
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ための市場不安定が道内産業発展の阻害条件の一つとなっていたことから，近

年このような需要についての道内工業化が進められ，化学工業資材等において

は，道庁，道内に事業所をもつ主要消費大企業の出資による企業化が行われた

ものもあって，本表以外にこれら若干の中堅企業層の存在をみとめることがで

きる。

　以上の概説によって，北海道における中堅企業の地域開発との関連について

の考察は，次のように結論づけることができる。

同　従来北海道の産業構造においてもっとも欠けていた中小企業の比較的規模

　の大きい層従ってまた本論における中堅企業層に近い業態なり規模のものが，

　若干目立ってきたこと。

1イ〕その存立条件は，道内の資源，道内市場，特に道内産業活動のための副資

　材市場等によりどころをもって発足し，その中堅企業層への発展には，なん

　らかの経営ならびに技術上の特殊性に依存して，道外市場を多少とも把握す

　ることを必要としていることが知られる。

1ウ〕このように北海道の中堅企業は，北海道産業発展に直接的な役割を果しつ

　っ，その市場の制約が発展を阻み，しかもそのように市場の拡大をみる場合

　には，道外大規模企業との競争にさらされるというきびしい条件に当面して

　いる。北海道の中堅企業における経営問題についてとりわけ留意しなければ

　ならないものがあると結論できる。

　このように北海道開発に果しはじめている中堅企業層の徐々ながらの発展を

みる時，道央地区を中心とする大規模の新産業都市建設計画のなかにおいても，

このような地味な経営活動の位置づけを看過されない配慮が望まれるのである。

（2〕東北地方

　6県にわたって人口900万余の東北地方は，戦前から，その発展のとりわけ

おくれた地域として，産業振興に関する公的施策が相当早くから手がけられた
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地域である。戦後引続きその施策は若干強化せられ，地元における総合開発に

ついての意欲も低くなく，新産業都市も八戸，仙塩，常磐郡山と三つの地域に

指定せられるなど，その試みは続けられているけれども，産業活動全般ビおけ

る発展は必ずしもはかばかしくない。

　しかしながらこのようななかで，既に示したように，ここにいう中堅企業層

の発展が相当の比重をもっていることは地域開発上注意せられるべき点である。

前表では規模は北海道と同様に余り大きくないけれども，41企業，内上場会社
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）
3社となってい乱その内容を特徴的に考察することとす孔

　第1に，ここに示した中堅企業層において金属機械工業の企業数がほとんど

半ば近く，その比重は，のちにみる東北以外の諸地域に比しても一番高いとい

う特徴を示している。殊にそのうちでも，電気機械，通信機器工業が，20社の

うち7社を占め，さらに素材供給面をふくめると，その半ばがこの分野に属す

ることは，とりわけ目立つ点であ孔しかも依拠した資料の関係で，本論に表

示されていないもので，電子工業との関連をもつ有力な中堅企業，さらにここ

に限定した中堅企業の規模をこえる通信機用金属材料を製造する企業等もある

のである。ただこれらの中堅企業層として示されているものには，本来の中堅

企業ともいうべき地元企業の発展成長によるもののほかに，半ば近くが全国企

業からの分離企業の形態のもの，また京浜地方の中堅企業から派生したものな

どで占められている。

　このような特徴的な中堅企業層の形成の原因としては，およそ次のような諸

点があげられる。

　同　中堅企業層の構成が，外来企業と地元企業よりなっていることでもわか

　　るように，戦時中におけるこの分野の疎開工場とその関連産業としての発

　　展が大きな役割を果している。

　用　そのことは，直接的には京浜工業地帯のもつ産業構成の特徴が，その内

（3）拙稿「地域開発計画促進に関する諸問題」東北経済開発センター『東北開発研

　究』1962年7月所載
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　　陸背後地としての東北地方に投影しているということになる。現にこの地

　　域における特定分野での特定の中堅企業の存立が，きわめて非経済的，縁

　　故的要因にもとづいているものもあるけれども，これもまた上のような京

　　浜工業地域の特徴的反映としてみると，経済的合理性をもって説明づける

　　こともできるのである。

　1ウ〕戦時中の疎開工場ならびにその関連産業としての発足にかかわらず．戦

　　後今日まで引続き存立発展している一因を，この地方の労働力立地要因と

　　して説明づけることももちろん可能である。現に中堅企業層に近い中小企

　　業が，この地域ではかなりみられその主なる原因がここにある。

　同　なおこの地域における金属機械工業のなかの特定分野については，東北

　　大学におけるこの分野の特徴的な研究の蓄積とそのエネルギーが影響して

　　きたことも，他の地域にあまりみられない見逃すことのできない点てあろ

　　う。

　第2に，金属機械工業についで，食品工業がこの地域において中堅企業層を

形成していることが目立つ。しかしながら，その性格は金属機械工業の場合と

は，かなりの相異がある。その業種分野をみるとそのことが明かになる。一部

の例外をのぞいて，ここでは，農水産加工罐詰関係と，清酒醸造業との二分野

が相半ばして，ここでの食品工業の大部分を占め，東北各県にほぼそれぞれ分

散存立している。共に東京を中心とした大市場をもつ背後地立地として，その

うち清酒醸造業は伝統産業ながらその業務量を増大し得たというべく，罐詰工

業は戦時中の県内業者の統合体を基盤としながら，その需要増のなかで資源立

地産業として培養せられたものであろう。

　第3に，これら41企業の県別分布をみると，宮城17，福島7，山形6となっ

て南部3県で7割以上を占め，岩手4，秋田4，青森3と北部3県で3割にみ

たず，その業種構成も11企業のうち8企業が清酒，罐詰等の食品工業であるこ

とをみると，東北地方のわが国の中心市場との関係位置的立地条件の特徴をよ
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く示しているのである。

　以上のようにみると，東北開発においても，三の新産業都市建設を中心とす

る産業振興のなかで，このような中堅企業層の発展的エネルギーを，京浜工業

地帯の背後地的視点から，その発展の推進力の一として把握する値うちのある

ことが知られる。しかしながら，企業数の割に，北海道と同様に規模は小さく，

上場会社も3社にとどまる。後にみる他の諸地域とこの点は相当に異っている。

東北開発における問題点の一つである㌔

　第1に，最近における中堅企業層の増大，それにつづく中小企業群に，当地

域のもつ労働力による労働指向工業が多いということから，わが国の産業構成

の高度化がとりわけ進みつつあるなかで二今後に克服しなければならない経営

上，技術上の問題を包蔵しているのでないかという点である。

　第2に，既に一般論でふれたように，上場会社の比較的すくないことのなか

に，中堅企業たり得る企業における経営者の経営態度に，経営近代化において

ふみこえねばならない壁があるのでないかという点である。．

（3〕北陸地方

　北陸地方4県人口520万は，北海道をすこし上廻り，東北地方の半ばをこえ

る程度，製造出荷額において，両地方を3－4割こえる程度であるが，ここに

いう中堅企業の企業数は63社を数え，北海道23社，東北地方の41社に比し，相

対的に多く，そのなかでの企業規模も両地方にくらべると相対的に大きい。取

引所上場会社も，ここの63社のうち22社に及んでいる。この地方の産業開発に

おいて，それだけ中堅企業層の役割の重要性が示されているものと思われる。

　この地域には，富山，高岡，新潟の二産業都市指定地域をもっていて，臨海

基礎産業を中心とする今後の発展を大きく期待する計画をもっているけれども，

ここにみるように，その大部分が内陸工業に属するこの地域の中堅企業への関

心が高められねばならないことが知られる。本小論にみる63社のうち，富山県
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23社，新潟県22社と両県で7割を占め，石川県13社，福井県5社となっており，

本小論の限界をこえる規模の大きい地元企業，本小論のよった資料以外に現に

いくつかみられる同程度の中堅企業若干を加えると，ここに示した地域構成の

傾向は一層顕著になるのである。

　第1に，この地域も他の地域と同様に，摘出された中堅企業層の第一位は金

属機械工業である。東北地方，また次にみる中部（長野，山梨）地方と異って，

電気機械工業関係の比重は低い。その中堅企業の分野は，金属工業，金属加工，

工作機械，産業機械ならびに電気機器部品等がなり広範囲に及んでいる。

　これをいわゆる立地条件という側面からみると，昭和初期電力の民営競争企

業時代に，この地域が新興工業地帯として登場したと同じように，中堅企業に

おいても，電気炉による金属工業のいくつかがあり，以前からの機業地である

ことが産業機械の発展を促がし，近年には労力が電機部品工業を生み出すなど，

いくつかの立地条件があとづけられ孔しかしながら，いわゆる中堅企業層形

成の直接の推進力としては，富山県，石川県については，コ二作機械，産業機械，

建設機械等におけるこの地域のいくつかの主力企業の拡張発展，ならびに新潟

県については加えるに金属加工の中小企業群の輸出をふくむ特産業地域の発展

によるものであることをあげるべきであろう。殊にこれら地域の中核大企業が，

戦時戦後の新しい産業分野へ発展したことがそのよりどころになっていること

がうかがえ孔政府が昭昭36年からはじめた中小企業団地助成に，いち早くこ

の地域の機械工業にその実施がみられたことも以上の事情を説明するものとい

えよう。

　このようにみると，本小論の表示する中堅企業数には，資料の関係でふくま

なかったけれども，わが国におけるファスナー業界に支配的地位を占める企業

の発展をこの地域にみることは，上述のようなこの地域の内陸性加工工業にお

ける中堅企業の役割を一層強く示すものといえよう。

　第2に，この地域は中国地方とならんで，中堅企業層に化学工業の比重がか
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なりの程度を示している。この二地域をのぞくと，著しくその比重は低い。化

学工業は，本来装置産業であるから，技術的性格から企業規模の大きいことを

主とし，本来的な化学工業に限定すると，一般的にはこの分野での中小企業の

比重が低いはずである。従って本小論でいうような中堅企業層の生成発展も，

論理的にいって，その比重は低いはずである。そのなかで，北陸地方と中国地

方でやや高いのはどういうことであろうか。中国地方については後にゆずり，

ここには北陸地方についてこのことを考察する必要があ孔

　この地域の化学工業に分類される中堅企業層は，一は電力指向型の本来的化

学工業ともいうべき分野，一は富山を中心とする特徴的な製薬特産業地域にお

ける若干企業，の二分野からなっているのである。前者は文字通りこの地域の

立地条件に依存するものであり，後者は特産業のなかから形成された主力企業

ということになる。いずれにしても，化学工業においては，本来的中堅企業層

をみることは，やはり数多いとはいえない。

　第3に，この地域の中堅企業層として，食品工業が第三位を占めているが，

その半ばは清酒醸造業で，特にとりあげるべき点はない。むしろこの地方は，

食品工業とともに繊維，窯業，製紙同製品，木工等各分野にわたって少数なが

ら，中堅企業層をみる点が特徴的である。機業地としての中小企業群ならびに

関連加工業としての生成，製紙業をもつ地域としてその特定分野を担うものと

しての生成，地域開発との関連で拡大する建設市場のためのコンクリート製品

等の窯業における生成等，この地域の中堅企業生成の条件をかなり多面的に知

ることができる。

　北陸地方は，既にふれたように，昭和初期水主火従の電力体系のなかで，民

営競争企業による電源開発供給時代に，電力指向の立地条件によって，産業発

展の大きな動機を得たのであるけれども，戦時戦後の電力開発供給の経営形態

の変化と，わが国全体として火主水従型電力に移行したことが，この地域の立

地条件の優位性に相当の影響をあたえた。また新潟地域は，戦後I0年天然ガス
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を中心とする合成化学工業地域として，急速な化学工業地帯化を進め，わが国

の化学工業における体質改善の推進役を果した地域であるけれども，その資源

的制約と，相つぐ災害が産業発展の大きな障害となってきている。

　長期的にこの地域をみると，新産業都市地域を二地域もつように，臨海工業

地帯としての立地条件は，わが国産業の発展の速度との関連で生かされること

が期待せられ，かつこの地域のとりわけ期待するいわゆる対岸貿易の拡大と工

業化への刺戟をも考慮すると，その発展の潜在可能性は相当大きいものである

ことはいうをまたない。しかしながら，そのなかには時間的課題がきわめて大

きな比重をもってい乱その意味において，上来考察した中堅企業層の実態と

その存立条件の検討は，当面この地域の産業開発に大きな手がかりをもつもの

とみることができ孔殊にこの地域が，今わが国の地域政策問題の焦点の一で

ある首都圏，中京圏，近畿圏の頂点的位置を占めるという立地条件が，この地

域の中堅企業層構成の大きな前提になっているとみられることから，その意味

が一層重要性をもつと思われる。

（4〕中部地方の一都（長野，山梨）

　ここにとりあげた中部地方の一部として長野，山梨両県では，人口270万，

工業活動全体からは，その出荷額にみても，相対的にも余り高い地域ではない。

しかしながら，松本諏訪地区が，新産業都市地域全国13のうち唯一の内陸工業

地域として指定せられたことにも知られるように，以前から精密工業のわが国

における代表的地域としてよく知られているところそある。

　その点からみても明かなように，ここにいう中堅企業層の比重は，おおまか

にみる限りではあるが，他のどの地域に比しても，既に表示したように一番高

いように思われ乱規模は欠きとはいえないけれども，27社，内上場合杜3を

数えている。そのうち22社が長野，5社が山梨となっている。しかもそのほと

んどが機械工業と食品工業に集中していることが特徴的である。
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　第1に，中堅企業層の半ばを占める機械工業の構成内容からその特徴をみる

と次の如くである。機械工業はこの表に関する限り1社をのぞきいずれも長野

県に属し，その半ばが電機，通信機部品工業に属し，その他の機械工業も，山

梨県をふくみ大部分が精密機械工業の分野に属している。

　この地域が外来企業をふくめてわが国でも代表的な糖蜜機械工業地域になっ

たについては，結合したいくつかの原因をあげることができよ㌔大まかにみ

ても，次の点が指摘できる。

　同　わが国でも代表的な製糸業地域であるこの地域が，その製糸業の整理統

　　合によって，工場建物ならびに女子労働者がともに新しい産業導入の有力

　　な手がかりであった。現にこの地域で発展してきた中堅企業，ならびに外

　　来企業よりの工場誘致のすくなからざるものの事業発足が，旧製糸工場用

　　地なり建物であったことでも知られる。

　用　京浜工業地帯における戦時疎開が，この地域の距離的ならびに資質的立

　　地条件から，上記の事情と相まって，京浜工業地帯における高度加工工業

　　を受入れることとなり，戦後の京浜工業を受入れることとなり，戦後の京

　　浜工業地帯における精密工業発展のエネルギーが引続きこの地域に反映せ

　　られたことが，この地域の今日の産業構成を強く方向づけたのであ孔

　（ウ〕よく指摘せられるように，南信地方特に諏訪湖を中心とする自然的立地

　　条件，ならびにこの地域に住む人々の特性が，以上の諸動機と，たくみに

　　結合して，この地域の産業発展を形成したことも看過できない。しかしな

　　がら，これらとならんで，これらを推進する過程において，このような自

　　然的，経済的，社会的，歴史的条件をよりどころに，この地域をr日本の

　　スイス」として地域のビジネス・クライメイトを方向づけた地域社会の賢

　　明きも看過されてはならない。

　このような諸条件のなかに，外来の全国的企業の工場と，地元の中堅企業生

成とが相関連して，今日の特徴的な機械工業地域をつくりあげたということが
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できる。

　第2に，中堅企業層のもう一つの分野である食品工業もまた，この地域の産

業発展を強く特徴づけている。ここに表示した中堅企業に限定しても，その業

種が，清酒，合成酒，味晒，凍豆腐，小麦粉，トマト，乳製晶などと各分野に

および，その多くが今日この地域の特産高晶として全国市場を対象としている

点において，これまでみてきた地域とは北海道をのぞいては相当対象的である。

このことは，この地域の農業振興政策とその加工業者である中小企業経営者の，

この地域の特徴的なあり方が，大きな役割を果しているとみられる。

　以上のような中堅企業層の産業的特殊性は，この地域では必然的に，この地

域の長期の振興対策を方向づけ，新産業都市としての松本，諏訪地域に限って

も，産業発展については，とりわけこれまでの資産としての精密工業，資源利

用の食品工業等を中心とする方向づけが行われている。この点，中堅企業層が

看過されがちの他の地域と異る点である。

　しかしながら，この地域の実態をさらに考察すると，・これからの方向づけが

このようであることを前提とする時に，かなり難しい課題に当面することが，

予想せられる。

　第1に，この地域は戦時戦後特徴的な電機部品精密機械工業地域として，既

に十数年の歴史と経験による集積の利益と名声をもつに至っているけれども，

この問におけるわが国の産業構造の発展変化が，これからの高度の精密機械工

業の内容をさらに変化せしめて，より飛躍的な高度の技術と設備をよりどころ

にするものにかわりつつあるという点が問題となる。電子工業，オートメーシ

ョン計測機器工業等にみる如くである。その意味では，この地域の産業全般と

しても，とりわけ中堅企業層としては，経営ならびに技術において，過去の内

外のイメージにのみ依存できないのりこえねばならない課題に当面することが

予想せられる。

　第2は，以上のような内部構成的事情に附随して，全国各地における内陸工
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業化への関心の高まりが，高度加工工業分野の産業育成導入の方向を重視する

ことになってきたので，この地域と競争関係をもつ地域が全国各地の産業地域

にもみられはじめていることが考慮されねばならない。

　この地域の中堅企業層は，この地域の産業発展に既にみたように，とりわけ

大きな役割をになっていることと相まって，これから当面する課題の克服が，

重要な経営問題の一となるであろう。

（5〕中　国　地　方

　中国地方は5県で人口690万，新産業都市地域全国で13のうちその代表的な

ものとされている岡山県南部，また工業整備特別地域全国6のうち広島県備後

地域，山口県周南地域の2地域の指定をうけていることでもわかるように，瀬

戸内海の自然的経済的立地条件によって，基礎産業，重化学工業のこれからの

有力な培養地域となっている。従って製造工業出荷額は，人口500万の北陸地

方の2倍，人口930万の東北地方の3倍近いものを示している。そのなかでの

中堅企業層の地位は，他地域にくらべると，相対的に低いことになる。

　すなわち本小論に表示した中堅企業は，50社，内二部上場会社12社となって

いる。この地域の産業活動からみて，数は多いとはいえないけれども，その企

業規模は比較的大きく，従って上場会社数も相対的には多くなっている。

　第1に，業種的に金属機械工業が第一位，ついで化学工業が第二位，あわせ

て7割を占め，他地域と比較して食品工業の比重が，中堅企業層のなかで高く

ないという点は特徴的である。

　第2に，金属機械工業のみに限ってみると，その分野が，造船ならびにその

関連座薬，農業機械，工作機械等，わが国の重要な産業分野であるが最近の産

業構成の推移からみると，必しも成長度の高い分野が多いとはいえない。

　同　しかしながら，この広島，岡山地域の自動車産業における中核企業の近

　　年の発展が，その関連産業として新しい中堅企業層をもたらしつつあり，
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　　一部はここに示す企業のなかに，またそれ以外にも若干の発展の芽がみら

　　れる。

　（イ〕また戦後10数年農業機械の需要が全国的に著しく拡大を示したなカ）で，

　　従来からこの分野の中小企業の多かった中国ならびに四国両地方において，

　　一方には文字通り本小論にとりあげた中堅企業としての脱皮過程をへて発

　　属してきたもの，他方にはその間の経営政策のあやまりによって，発展を

　　みないのみならず存立の基礎を失ってしまった中小企業等，きわめて対照

　　的な事例をかなり数多くあげることができ乱中堅企業間題をめぐる経営

　　政策上の典型的な事例をみる地域である。

　（ウ、従って，京浜工業地帯の背後地である東北地方の特徴である電機，通信

　　機器関係の中堅企業層がこの地域ではほとんどみられず，これはこの地域

　　発展の推進力としての阪神工業地帯の産業構成の課題とも無関係ではない

　　と思われる。

　このようにみると，この地域の金属機械工業における中堅企業層は，わが国

のこれからの産業の高度化の方向との関連で，さらに経営ならびに技術上の高

度化が要求せられるものがすくなくない。また現在のところこれら中堅企業と，

この地域の新産業都市地域，工業整備特別地域の基幹産業との関連は必しも欠

きくはないので，これから，どのようにしてどのような関連をもち得るかは；

■個々の企業の問題であるのみでなく，地域開発上の課題でもある。現にこのよ

うな問題意識から，これカ）らのこの地域の産業構成を配慮して，岡山において

いち早く金属機械工業における中小企業団地が，富山とならんで発足し，多く

の問題をもちつつ全国でも代表的な事例の一つになっている如きは，発展のエ

ネルギーとして注意せられる。

　第3に，ここで化学工業における中堅企業層がやや目立っているのは，既に

ふれた北陸地方とともに特徴的である。これらは，明治の初期から今日まで，

化学繊維から1合成繊維へ・石炭関連産業から石油化学工業へと推移しつつ化学
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工業地帯化してきた広島県西部から山口県東中部において，その分野の中核企

業の直接間接の関連企業が主となっている。この点は，製薬業の比重の高い北

陸地方よりも，より顕著な化学工業地帯である。

　第4に，既にみたように，食品工業における中堅企業層は，他地域に比して

低く，そのうちで，岡山県が一応その中心になっているのは，その地域が果樹

園芸作物等に特徴的であるからである。

　第5に，ここにかかげた中堅企業50社は，地域的には，広島県26，岡山県14，

山口県6，島根県1，鳥取県2となって，当然ながら，瀬戸内海側に重点があ

る。それだけに，山陰側の少数ながら例外的にみられる中堅企業，さらに本小

論での規模をこえて発展をみている企業をふくめて，主として金属機械域業で

あるが，その存立条件は，経営政策上，考慮すを値打ちのある点である。

　この地域は，既にふれたように，以前から相当規模の大企業が金属機械工業，

化学工業の分野にみられ，殊に戦時中の軍需工業としての拡張，戦後の転換で，

造船，車輌，自動車工業，諸種化学工業等としての発展がみられたわりには関

連産業としての中堅企業は余り育たず・これら．の業務分野は主として阪神工業

地帯に依存し，当面の必要作業のための中小企業，零細企業を主とする地域構

造で，その間において全国的企業の事業所と，地元中小企業との経営上技術上

の格差のかなり大きいものがみられるに至っているのである。新産業都市地域

等として，他の地域よりもこの地域の発展のみとおしが大きいだけに，コンビ

ナート的発展と，地元中小企業の間隙なり関連をどのようにとりあげてゆくか

という地域開発政策上の課題が典型的にみられ乱その意味で中堅企業層の育

成は，中小企薬の組織化協同化とならんでとりあげられるべき方向の一になる

であろう。従ってこのことは，地域政策上の問題であると同時に，この地域の

コンビナートを構成しあるいは工業化を推進する役割をもつ中核企業の関連産

業についての経営政策として，また直接に中堅企業業層ないしその開発方向を

もちうる中小企業自体における経営問題として，中堅企業をめぐる問題意識に
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対する認識が看過されてはならないのである。

（6〕四　国　地　方

　四国4県人口400万，製造工業出荷額の比重等をあわせて，大まかな比較で

は，北海道とほぼ対照的であ糺しかしながら，瀬戸内海をかかえ，新産業都

市地域として，徳島，東予の二地域をもち，阪神工業地帯と相接している点で，

内容的にはかなりの相異をもっている。近年r四国は一つ」を標傍して，その

開発について，地元公私活動がかなり積極的であることは，注意せられてよい。

北海道とならんで，経営学的視点からも，その開発問題を検討するのにふさわ

しい対象地域である。その意味で，既に四国開発全般について経営学的考察が

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4）
別に行われたこともあり，そのなかで筆者も一部言及している。ここでは本小

論の目的から，中堅企業層をめぐる開発問題に限って考察を進める。

　本小論に表示した中堅企業は24社，この点も北海道と一応同程皮であるけれ

ども，特徴としては，北海道に比して企業の規模が大きく，従ってその内上場

会社も8社にのぼり，また金属機械工業が第一位を占めている点があげられる。

なお全般的な資料の関係からは上表のようであるが，この他にも，この地域に

はここにいう中堅企業層に属するものが，後に言及するように，かなりあるこ

とも加えて，この地域の中堅企業間題を考察する必要がある。

　第1に，4県の製造工業全体の出荷額は，愛媛，香川，徳島，高知の順で，

このうち愛媛県の額は，他の3県の合計よりも多いのであるが，本小論にかか

げた24社の中堅企業は，香川13，徳島5，愛媛3，高知3となってい乱既に

ふれたように，実態からは，それぞれ若千数をつけ加えなければならないけれ

ども，いずれにしても，香川県にとりわけ多くみることは，特徴的であ乱い

（4）拙稿「産業開営と経営立地」日本学術振興会四国開発経営間題委員会『四国の産

　業開発』昭和36年刊所載

　　拙稿「四国における産業開発と中堅企業」高瀬荘太郎編『地域開発一その経営学

　的研究』昭和40年刊所載
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いかえると，規模の大きい中核的企業は，四国においては新産業都市地域をふ

くむ愛媛，徳島に多く，その欠けている香川県が，阪神工業地帯との位置的関

係も加えて，中堅企業層の目立つところに，立地条件的な特徴が示されている。

　第2，四国の場合も，他の諸地域と同様に金属機械工業が中堅企業の中心に

なっている。その業種の内容はとりわけ特徴的である。

　同　ここに表示の企業にさらに若干数を加えてこの地域は造船業における中

　　堅企業が，その特徴的な分野の一である。瀬戸内海という市場，さらにこ

　　れをよりどころとしながら全国市場を対象とする中小型鉄鋼船の製造，こ

　　れをささえるものとして内海にある大造船企業との人的業務的技術的関連

　　をもって，近年引続く受注の増加のなかで，これら中堅企業層が形成せら

　　れたものである。このような業態は，中国側にもみられるけれども，四国

　　経済のなかでの役割はとりわけすくなくない。

　け〕この地域の中堅企業の特徴的な分野のもう一つは中国地方と同様に農業

　　機械工業である。ここの表では3社にすぎないが，同程度のものなら正に

　　この規模をこえるものが3ないし4社あげられる。いずれもがかって地元

　　需要をまかない中小農機具業者であったのが，製品の開発，販路の確保に

　　ついての工夫，経営技術の近代化等によって，びろく全国市場を対象とす

　　る中堅企業層を形成するに至っている。その経営の基盤における問題点，

　　市場の推移変化によって，これらの企業は，いくたびか克服すべき壁に当

　　面し，また現在そのような段階にあるものをふくみ，またその克服策とし

　　て，業界大手企業との提携をはかる等，多くの問題をもちつつ，四国開発

　　に一つ役割を果しつつある中堅企業であ孔

　㈲　この地域の金属機械工業の中堅企業には，本表にふくまれないものをも

　　カロえて，クレーン・カー，はかり，変圧機，配電盤，猟銃等がなり特徴的

　　なものがある。その多くが今日全国市場を対象に存立しているのであるが，

　　もともとは地元市場になんらかの本来的関係をもった中小企業から，漸次
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　　転換しつつ新しい分野を本来の業務とするに至るまで発展し，既に本来的

　　な中堅企業化しているもの，なお若干の距離をもつものなど，経営内容，

　　経営規模ともさまざまである。いずれにしても，このような個別企業が，

　　個別分野でかなり特徴的な業態を形成していることは，四国地方が，一方

　　に阪神地方をと直結しつつ，しかも他方に海をへだてて若千の隔絶性をも

　　っていることの条件のなかから，特徴的な経営政策をもつ企業を生み出し

　　ているものということができる。

　第2に，この地域の化学工業として一応5社があげられているが，その内3

社は製塩に関するものとして除外すると，あとは2社にとどまる。しかしなが

らそれぞれ化学薬晶合成樹脂加工で，ともに上場会社であり，さらに本表以外

にも，香川，徳島両県にわたって，化学薬品，製薬分野に中堅企業がみら．れ乱

これらは上述の機械工業の場合と同様に，それぞれ特徴的な存立を示している

ことが，中堅企業の問題として注意せられるが，その点はくりかえさない。

　第3に，食品工業があげられる。その内の多く，ならびにこれ以外にもみら

れる若干企業が，農水産加工（罐詰，瓶詰）を主としていることも，この地域

の中堅企業の特徴的な一分野である。

　以上にみたように，四国の産業開発における中堅企業の役割は，本小論に表

示した企業数にさらに若干を加えて，かなりの比重をもっており，その存立の

よりどころもかなり特徴的であることが知られる。ただ個々の実態に即して考

察すると，本小論の中堅企業の性格そのままに，既に相当の基盤を持ち得てい

るもの，克服しなければならないなんらかの制約に当面しているもの，経営近

代化についてなおかなりの問題点をもっているもの等がふくまれているように

思われる。従ってこれらが四国の産業開発のなかで，有力なエネルギーとして

の機能を果しつつ発展するについての経営政策上の課題が検討せられる必要が

ある。
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17）九州地方

　九州地方7県で人口約1，300万弱，全国に対し「一割経済」というような表

現をつかわれてきたところであるが，産業構造の変化のなかで，製造工業総出

荷額は7％前後という比重にさがっているところに，この地域の課題の一が示

されている。そのなかでの中堅企業層は，本妻の限りでは35社，北陸，中国，

東北地方より絶対数のすくないことからもその比重は高いとはいえない。もっ

とも本表作成の手がかりとした資料が，ここにいう中堅企業層を網羅している

とはいえないので，これらの数字のみで結論づけることは適当でないけれども，

実態について後にもふれるように，現段階では中堅企業層の比重はやはり高い

とはいえない。ただかかげた中堅企業の規模として比較的大きく，上場合杜も

11社がふくまれている。

　第1に，ここでは金属機械工業の中堅企業が第一位あることは他の地域と異

らないけれども，その比重からすると，北海道程ではないとはいえ，この層の

発展があまり高くないことになる。この地域がこの業種のうちでも基礎産業を

中心とするので，中堅企業も，その関連産業なり産業機械を主とし，一部造船

工業の関連部門等よりなっている。

　同　九州は電気機械工業の比重のとりわけ低いところであるが，近年例外的

　　にこの地域で発展しつつあるこの分野の中核企業とならんで，これが中堅

　　企業層にもみられはじめ，全国を対象とし，あるいは中核企業の関連部門

　　として形成せられて，本表では3社をふくんである。同様に工作機械工業

　　もこの地域の従来得意としない分野であるけれども，特徴的な中堅企業が

　　みられる。もっとも資料の関係から，これには本表の企業数にはふくんで

　　いないものがある。これらの発展は，企業の存立条件と経営政策との関係

　　を示す事例として注意せられ乱

　（イ〕産業機械は，北九州の第一次金属工業，長崎県の造船工業をよりどころ
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　　に，その関連産業として，いくつか特徴的な中小企業が九州の中北部にみ

　　られる。例えば，森林機械，食品機械などもある。その一部は中堅企業層

　　に属しつつあるが，全般には，九州という距離的市場的制約にのびなやみ

　　を示して，本表の規模なり範囲に入っていないものがいくつかあげられる。

　　もちろんこれらにはこれら立地条件上の制約とともに，これらを克服する

　　前提としての中小企業の業態からの脱皮ならびにそのための経営政策上に

　　問題があることによって，みずから発展を阻害している面もあることが実

　　態から考察できる。

　第2に，九州には，紡績業，食品工業等において，地元企業として，中堅企

業的規模のものがかなりみられることは，表示のように，両分野あわせて12社

をかぞえる。また地方特産業である陶磁器工業にもこのような中堅企業がみら

れる。これらは比較的規模も大きい。

　以上のようにみてくると，この地域の中堅企業層には，新しい産業分野にお

いて比較的欠けていることがうかがえる。このことは，わが国における産業構

成の推移のなかでの九州の現状と関係し，直接的には既に部分的にふれたよう

に，この地域の立地条件的な役割によるところがすくなくない。しかしながら

また，現に中堅企業層に発展し得る条件にあるとみられる中小企業が，この地

域においても，すくなくないことは，実態が示している。しかもそれが立地条

件的制約のみでなく，経営者の経営政策上の考え方，決心と関係があるものも

あるように見うけられる。

　九州には，大分鶴崎，日向延岡，有明不知火の三の新産業都市地域が指定せ

られている。それぞれの地域において，その地域の期待する将来の発展におい

ても，中堅企業の発展的エネルギーの役割が欠くことができないであろう。こ

れらの地域では，現に基幹産業の発展を期待して，地元中小企業が団地化をよ

りどころにその業務発展の手がかりを求めようとし，また既存の中核企業がそ

の関連部門の企業化によって，新産業の培養を進め，あるいは中核企業のテス
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ト・プラントに地元中小企業育成の機能をもたようという試みなどがみられる。

このような実態の考察は，この地域の開発における中堅企業の役割の重要性を

示しているものということができる。このような環境条件の認識と，その条件

を経営発展に結合し得るために，中堅企業たり得る企業の，意欲と工夫と努力

が期待せられるのである。

　地域的に中心市場からへだたりをもつこと，産業構成が素材的，基礎産業的

なものを主とすることを特徴とする九州地方において，生産財，消費財を通じ

て市場面からの競争のきびしさが経営の近代化，発展を推進する今日の産業全

般のあり方に対処して，中堅企業層の拡大の手がかりをつかむという課題は，

中堅企業自体の経営問題であるとともに，九州における地域開発の重要な課題

の一である。

4．中堅企業発展の業態と地域開発

　全国において，中心工業地域を除く地域で，中堅企業層とみられるものなら

びにその前後の規模をふくむものを，地域別業種別に概観したところから，さ

らにとりまとめて，これら中堅企業発展の業態をとりあげてみると，以下の如

くである。上来において言及し残した事例をも加えて，考察することとする。

それによって，中堅企業の地域開発の役割に及びたい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5）
　まず中堅企業化の手がかりなり業態をみてみよう。

　第1に，その地域または周辺関連地域の中核的な企業の関連産業，下請であ

った中小企業が，中核企業の発展に見合ってみずからも漸次系列企業としての

発展からさらに専門工場化の方向へ進んで，中堅企業的業態に進みつつあるも

の。九州における金属工業，装置工業，産業機械工業の関連部門として，中国

地方における自動車，車輌工業の関連部門として，北陸における産業機械の関

（5）拙著r経営立地政策』昭和36年刊第4章「地方存立企業の経営の業態と経営政

策」参照
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連部門として，また東北における電子工業，通信機器工業の関連部門として，

その事例がみられる。

　第2に，本来は限られた地方市場をよりどころとする中少企業であったのが，

その地方市場の需要の拡大，さらにはそれを機会に市場視野をひろげて，より

広域市場を対象とするに至り，それに見合った経営上ならびに技術上の工夫改

善をへつつ，中堅企業化の過程をへつつあるもの。中国，四国地方を中心とす

る農機具工業にその典型をみる。

　第3に，前項のような市場条件とならんで，原材料面においても地域的条件

をよりどころに，中堅企業化しつつあるもの。北海道をはじめ，その他地域そ

れぞれにみられる食品工業における中堅企業層で，この部類に属するものが多

い。

　第4に，地方工業化の進展にともなって欠くことのできない副資材に関連す

る分野を担当して，中堅企業化しつつあるもの。各地の化学工業において，み

られる中堅企業の典型の一は，このような市場条件によって存立している。

　第5に，空間的時問的に距離の克服を，経営ならびに技術，あるいはその前

提としての研究開発等の特殊性の創造によって中堅企業として存立発展しつつ

あるもの。この分野はとりわけ機械工業において，各地域の中堅企業の発展の

特徴的な事例をすくなからずみることができる。

　第6に，最近における中心工業地域の高度成長下に，労働力不足雇用難が，

ここにとりあげたような地域の豊富な労働力によって，工業化の有力な手がか

りとなり，その一部は中堅企業にまで成長しつつある。東北，九州地方に比較

的より目立っているようである。しかしながら，わが国の産業構造のこれから

の高度化と雇用の推移との関連からこれをみると，労働指向によって培養され

つつある中堅企業層については，経営ならびに技術について，もう一段階ふみ

こえねばならない課題をもっていることが推測せられる。

　第7に，以上のような中堅企業化の諸要因に加えるに，地域的な特殊性もそ
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れぞれ個別の手がかりになっていることが注意せられる。例えば，北海道にお

ける企業化に農業協同組合あるいはその連合体の役割，東北における大学研究

所が直接間接に産業開発に果した役割，信州における農業における振興行政と

工業発展という農工協力による企業の発展，同じく地域のもつ特質をよりどこ

ろとする特徴的な地域イメージを形成して中堅企業培養の雰囲気の形成，九州

において，立地条件のきびしさを逆に経営者育成的立地条件化して中堅企業を

形成している事例，同じく農業団体と全国企業の資金とくに技術を導入して中

堅企業を形成せしめた事例等，個別的特徴的事例はすくなくない。

　地域ρ実態の考察のなかで，中堅企業化の手がかかりなり業態を求めると以

上のような諸点があげられた。このようにして存立しつつある中堅企業は，地

元中小企業から，あるいは地方特産業のなかから形成せられたものを主とする

けれども，またそのほかに新らしい産業分野の新規企業化として，あるいは戦

時疎開工場が新たな条件に適応しつつ発展したものもふくまれ，さらには大企

業の特定分野の独立企業化によるものも一部にはみられる。

　このようにみてくると，これらの中堅企業は，わが国産業構成において，今

日の特徴的なものの一つを示すものであるとともに，それが既にみたように，

各地域の産業開発において，すくなからざる役割を果しつつあることも知られ

る。いわゆる開発エネルギーとしての役割をみるのである。ただ地域開発の助

成行政，産業行政のなかで，このような役割をもつ中堅企業の位置づけが，す

くなくも今日まで十分でなかったことについては，それが中小企業のような集

団性をもたず，個別の企業の単位とせざるを得ないところに行政上の多少のむ

づかしさをもち，さりとてコンビナート等大企業のような国民経済上の重要性

を直接にはもっゼいないということがあったからであると思われる。

　しかしながら，上来の考察によって明かなように，地域開発における中堅企

業の役割，わが国産業における中堅企業の役割，その中堅企業層の当面する相

当困難な多くの経営問題を考える時，これに対する何らかの積極的な方向づけ
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と措置が欠くことが出来ないと思われる。

　（追記）　なお本年報資料「中堅企業の成長とその財務構造」において，総括

的に地方所在の中堅企業の計数的考察が示されてある。但し本論とその資料と

では，とりあげた具体的企業については，それぞれのとりまとめの都合から，

構成企業が若干異っている。その資料は，小野助教授によって経営機械室の協

力のもとにとりまとめられたものである。
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　　　　　　　　　　若干の問題点について

一公益企業を中心として一

心　　野　　二　　郎

I

　企業評価は，企業全体が資本一個々の対あるいはそれらを一定の目的のた

めに組織的に結合した経営体が，将来貨幣価値を，ある経済主体にもたらす潜

在能力一として有する価値の測定を意味する。

　企業評価論は，その評価のヨリ具体的な課題を認識し，それに応じて，基礎

となるべき諸概念を明確に肥え，その計算技術の構造を理論的に組み立てるこ

とを目的とするものである。

　そして，社会経済全体の歴史的な展開の中で，企業経営の構造的な発展と活

動の法則を見出し，そこで得られた歴史的な法則性の認識を基盤として，更に，

具体的な個々の課題に対する，組織・計算・管理などのあり方を明らかにする

という経営学の本質的な性格は，企業評価論においても，同じように認められ

る。

　つまり，企業評価という計算技術と，それについての基本的な考え方とは，

そのヨリ具体的な課題が個々の社会経済およぴそこにおける企業経営構造の歴

史的展開のそれぞれの段階によって異なる，ということによって影響される。

資本価値の測定という意味におけるその最も基本的な性格は変らないけれども，

企業評価のヨリ詳細な個々の点は，一定の社会の一定の歴史的な課題により，

したがってまたその時代の企業経営とそれをめぐる社会的経済的諸関係により，
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そのあり方を規定されるのである。

　私は，既に，ドイツにおける企業評価諭および評価実務が歴史的にどのよう

な具体的課題を担いそれに対してどのような考え方をもってきたか，について

　　　　　　　　　　　　【1）
は，可成り詳細に論述したが，以後の研究においては，企業評価についての理

解をヨリー層深めるために，更にアメリカにおける企業評価について考察を進

めて行きたいと考えている。

　小論は，この意味において，アメリカ公益企業評価の特色の一端なりとも把

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）
え，その研究の手掛りを得るために，A．S．デューインクその他の論者の文献

を参照しながら，そこにおける若干の問題点を取り上げようと企てたものであ

る。

　ただし，その問題点全てについて検討を行なわんとしたものではない。ドイ

ツとは異なって，アメリカでは，いろいろな視角から一経営財務論において

も，会計学上も，また証券分析論の方面からも一この問題についての研究が

行なわれており，それらを全部取り上げることは，この小論では不可能だから

である。それらの研究・資料については，機会あるごとに一つっつ検討をすす

めて行きたいと思う。

皿

　アメリカにおける企業評価の計算技術は，後にも述べるように，基本的な思

考としては論理的なものを根底においているのであるが，現実の問題として現

われるときには，極めて実務的な性格をもつ。

　これは，評価諭でも，具体的直接的問題が提起されて始めてその解明が取り

上げられる，というプラグマティズムの立場が貫かれているためと思われるが，

それだけにまたそこでは特殊な問題が検討されている。

（1）拙著；企業評価論の研究，昭38，神戸大学経済経営研究所刊。

（2）　A．S．Dewing；Fin舳。i畳1Policy　of　Corporation，5th　ed．，1953．
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　第1に注目されねばならないのは，公益事業における料金決定のための資本

価値の測定である。

　ジョンソンの如く，料金決定目的のための評価は企業評価論の対象とはなら

　　　　　　　（3）
ない，と主張する論者も存するけれども，その評価の伝統的な方式がどのよう

なものであれ，企業全体（ヨリ厳密にはこの場合には企業の使用総資本全体）

が資本として有する価値を測定するという点では問題は異なるものではない。

　以下本節ではこの問題について，われわれ自身の企業評価の視点から検討を

加えることにする。

　公益事業会社は，公衆に供するサービスに対して不当な料金を要求しないよ

うに統制されるが，同時にまたその私有財産の使用に対して没収的でない正当

な利益を受取る権利がある。ここに，資本の公正価値（撤r　Value）に基づいて

公正料金（血i・rate　of　retum）を決定する公益事業統制の理論の根拠が存在す

るのであるが，その資本の公正価値についての見解には一致したものはない。

　前世紀後半に入ってから鉄道企業の運賃統制およびガス企業の価格競争防止

を目的として始まった米国の公益事業の料金統制は，その初期においては，大

体公益事業という未知の分野への投資を保護し，そこにおける資本の集積を促

さんと意図するものであったといわれるが，1898年，周知のスミス対工一ムス

事件の判決が，「料率の妥当性に関する計算の基礎は……公衆の便宜のために用

いられる財産の公正価値（屹ir　V21ue）でなければならない。その価値を確定す

るに際しては，建設のための取得原価，永久的な改善のための費用，社債およ

び株式の市価総計，取得原価と対比された建設のための現在価額，法により規

定された特定の料金の下での可能な収益力，営業費支払い総額などが考慮され，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4〕
各々の場合において妥当な正しい比重を与えられなければならない。」、と述べ

て以来46年間，その公正価値を如何に定めるかについての努力が積み重ねられ

（3）R，w－Johns㎝；Fin痂。iaI　Managem㎝t，2nd　ed・，1962，P・622参照。

（4）　A．S．Dewing；ibid．，p．318．
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てきた。1944年Hope　Natural　Gasのケースにおいて，最高裁が最終結果主義

をとり，結果が適正である限り，料金決定は別に定まった価格決定の公式を伎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5）
周しなくともよいということを明確にして以来，法的には統一的な方式の設定

は無意味とはなったけれども，少なくともそれ迄は取得原価をとるか再生産原

価をとるか，また一Chesapeake＆PotOmac　Tel．C0．のケース（1935年）

における物価指数による取得原価の修正にみられるように一それらをどのよ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（6〕
うに組み合わせて適用するかについての絶えざる努力が行なわれてきたのであ

（5）E．W．クレメンス著，竹中竜雄監訳，公益企業経営論（上），昭28，236－238頁

　参照。

（6）A．S，Dewing；ibid．，p．318およびE．Wクレメンス著，前掲書，221－238頁

　参照。

　　1898年から1945年迄の間，米国最高裁判所は，この問題について，極めて重要た判

　決を9回行なってい乱すなわち以下の如くであ乱

　1．WiIcox対C㎝sO1idated　Gas　C0・事件一もし建設原価が上昇していたら，その

　増分を料金決定のための公正価値に反映すべきであるとい5考え方を始めて示した。

　2Denve・対Denve・UmOn　Wat・r　COmpany事件　　料金は，土地の市価と設備

　　・建物の再生産原価とに基づいて決定さるべきであると主張された。　31Blue丘eld

　Wate・Wo申対West　Vi・ginia　CommissiOn事件一裁判所は・委員会が・料金決

　定に際して，再生産原価から減価償却額を控除して得られた価値を無視したのは誤り

　である，と裁決した。4．McCa・dIe対Indi盆napolis　Water　Co．事件一裁判所は，

　料金決定のためには（目）調査時における一般的な価格と賃金，および（b）最も近い将来の

　妥当な期間における，可能な価格と賃金に関する卒直かつ論理的な予測を考慮しだけ

　ればならない，と述べた。このケースは，恐らく料金決定のための再生産原価理論の

　最も極端な定式化を示す。つまり，公正価値は，再生産原価から減価償却費を差引い

　たものによって決定さるべき’である，というのである。しかし，当時は丁度経済界全

　体が不況に入り，特に電気企業は操業度の上昇を意図して自発的に料金を切り下げた

　時期であったので，公益事業界全体にはそれ程大きた影響は与えなかった。　5．LOs

　AngelesGasand馴ectricCo．対pub1icServi㏄Conm三ssionofColi佑mia事件一

　没収的でない限り，裁判所は，委員会が公正であると定めた料金に介入すべきではな

　い，と裁決した。Hope　Natu・a1Gas事件の判決の思想的萌芽がみられる。6．Ame－

　ricanTeIeph・n・andT・1・gmph対F・de・a1COmmunic盆tiOnCOmmiss三0n事件

　裁判所は，その帳簿価額に基づいて公衆のサービスに供された財産価値を決定すべき

　である，とい5委員会の裁定を承認した。これは，委員会のカを強めると同時に，取

　得原価主義への傾向を示すものでもあっれ　7．Fede雌1POwerCOmmissi㎝対
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る。

　そして，現在でも経済的あるいは経営的には，公正価値の概念を明確にする

という課題の意義はその重要さを失なってはおらず・研究の対象として取り上

げられているのであるが，なお統一的な理論的解明は得られていない。

　スミス対工一ムス事件の判決は必ずしも2つの価値概念のみを支持したわけ

ではないが，しかし，大きな流れとしてみるとき，論争は，取得原価と再生産

原価（現在価値）とをめぐって行なわれてきたように思われる。

　まず，取得原価については，7つの概念が含まれるといわれる。すなわち11〕

検討の対象となっている企業の記録により決定される取得原価，12）ある公益企

業一必ずしも対象となっている企業と同一であることを要しない一におい

て，財産が最初に公衆の利用に供されたときの取得原価，（3取得原価に，営業

免許に伴なって与えられあるいは贈与された土地財産の予測価値を加えたもの，

14正当な（reas㎝able）一記録が不当な浪費的な支出を示すときに修正を受け

た一原価，15）慎重なる投資原価，16〕投資家にとっての証券の原価，（7〕修正さ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（7）
れた取得原価（trended　Original　cOst）一取得原価と再生産原価との混合物，で

ある。

　取得原価は，1893年から今世紀初めにかけての物価下降期において，ヨリ大

なる料金を得るために公益企業自身により支持され，そして1936年以後におい

ては，一般消費大衆の利益のために主張されたという歴史的背景をもつ評価基

準であるが，上に列挙したところからも明らかなように，一定の過去の時点に

　Natu・al　Ga・Pipeline事件一全ゆる利害関係者にとって公正た料金を決定するに際

　しては，委員会は，それがどのよ5たものであれ，硬直的なルールや公式によって拘

　束されるべきではない，と宣告された。　8，Fede胞1Power　Commission対Hope

　Natu・a1G那事件　　重要なのは，定められた料金の公正さであって，それを定める

　方式ではない，という最終結果主義が確立された。9．Colorado　Int巳。。tate　Gas　Co．

　対Fedem1Pow・r　Commis・ion事件一HoP・Natu・a1Gas事件の判決が再確認さ

　れた。

（7）　A．S．Dewing；ibid．，p．323＿p，324．
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おいて実際に行なわれ，記録された具体的な支出を意味するものである。

　料金決定のためにこの取得原価を支持する論拠は，裁判所によって保護され

るべき神聖な一公衆の利益のために供された　　財産の価値は，主観的な考

慮を含ま存い・客観的な・真実の価値でなければならない・という点にある。

取得原価は，歴史的な事実に基づいて，推量や恣意を含めることなく，正確に

把えることのできる価値である，というのである。

　しかしながら，この主張は取得原価によっても必ずしも完全には満足され得

ないことが留意されなければならない。

　第1に，組織変更や合併の如き企業の成長・変貌や会計法規・理論の変遷に

より，原始記録が変更されたり失なわれたりするため，取得原価そのものが把

握し難いこと。例えばAmericanTeIephOneのケースでは，他の同業企業から

獲得した財産の取得原価として，前の所有者のそれをとるか，現所有者のそれ

をとるかが問題となった。

　第2に，r慎重な投資原価」やr修正された正当なる原価」の概念にみられる

ように，上記の如き裁判所に保護されるべき神聖な価値としての取得原価主義

を押し進めると，過去において賢明ならざる過大な投資が行なわれたことが明

らかになったときには，その誤った投資に対して過大な料金が与えられないよ

うに，修正を行なうことが必要となること。つまり，恣意と推測が価値決定に

入らざるを得なくなるのである。

　第3に，後にも述べるように，原価主義会計と結びつけられると，経営的に

は，貨幣資本維持というヨリ消極的な立場に後退し，社会が企業に対して要求

する給付能力を充分に維持し得るか否か不確実な状態におかれること。

　第4に，極めて偶然的な過去の一時点の価格水準によって料金や固定資産税

が拘束されてしまい，周囲の諸条件の変動に適応し得なくなること。r取得原

価は，偶然的な時点，取引の力関係によってきめられるが，それは財産の将来

の有用性を予測する経済的技術の欠陥と無能力のために支持されているにすぎ
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　　　　　　　（8）
ない。」　のである。

　次に再生産原価（repmductiOn　cost　new）であるが，これには少なくとも5

つの基礎的な概念が含まれる。すなわちω労働・資材の現在の価格を前提とし

た同一財産の再生産原価から，その財産が最初に設置されて以来現在迄に生じ

たと推定される減価償却額を差引いたもの，12）企業の意図に最も良く適合した

財産を用いる現在のシステムの一一・一上の場合と同様減価償却に応ずる価値低下

を修正した一再生産原価，13〕スプリット・インベントリー（sp1it　inventOry）・

（4〕過去5年以上の平均物価指数から得られたユニット価格を用いて測定した，

財産の仮定的な現在コスト，15〕この領域全体で行なわれた一般的な評価が，現

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（9）
実の（aCtua1）価値に対して有する一定率により調整された課税上の評価である。

　再生産原価主義は，物価上昇期において最も強く主張されたという歴史的事

実が示すように，その最も大きな論拠を，r取得原価は実際に投下された資金に

基づいた利益を与えるにすぎないのに対して，再生産原価はその時々の貨幣の

　　　　　　　　　　　　　（1o）
購買力に応じた利益を与え得る」点に有する。

　そして裁判所も，今世紀初頭以来長きにわたって，r現在公正価値　（p・es㎝t

屹ir　Va1ue）」としてのこの価値を暗黙のうちに支持してきたのである。

　しかしながら，取得原価とは異なって，それが現時点における理論的仮定的

支出を意味するものだけに，ここでも問題点が残されている。

　第1に，再生産の対象としてどのような財産を仮定するかが明らかでないこ

と。通説は「同一財産」を主張するが，土地・建物の如き場合では厳密に同一

の財産を仮定することは不可能であるし，また設備機械の場合でも極めて古い

型式のものを考えることは無意味である。

　第2に，仮定された財産各部分の使用年数・老朽度の推定，つまり差引かれ

（8）A，S．Dewing；ibid．，p．336－p．33フおよびクレメンス著，前掲書，222頁，336

　－339頁参照。

（g）　A．S，Dewing；ibid。，p．326。

（10）　A・S．Dewing；ibid。，P．327，
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るべき減価償却費の測定が極めて困難であること。

　第3に，後にも触れる点であるが，企業全体の再生産を考えるとき，going

ValueとかgOing　C㎝Cem　Valueという組織の再生産価値一というのは現実

に経営活動を行ないつつある企業の再生産は，土地・建物・設備・原材料など

の物的諸要因を単純に寄せ集めても完成し得るものではないから一を加える

必要があるが，この無形の要因の価値測定は非常に困難であること。しかもこ

の要因を考慮すること自体が，再生産原価主義を放棄せしめる動因を含んでい

ること。

　第4に，再生産原価主義は，その時々の貨幣の購買力に応じた利益を与える

ためにとられるというが，その意図は偶然的にしか満足され得ないこと。また

再生産原価主義は，一見暗黙のうちに実体資本維持一その企業の給付生産活

動のどのサイクルにおいても常に当初と同じ有形資産を保有するという意味に

おいての一の可能性を意味しているようにみえるけれども，それも実現され

得ないこと。

　つまり，料金決定の基礎としての資本価値に再生産原価をとって，それに照

応して適正な収益が与えられたとしても，会計上の費用計算が取得原価主義で
　　　　　（11）
行なわれる限り，実体資本維持に必要な資本回収は行なわれ得ない。そして利

益の方は，再生産原価主義に基づいて適正と期待される収益が与えられている

のに，会計上は取得原価に基づく費用が計上されるのであるから一貨幣の購

買力に照応するよりも一物価上昇期では過大に，物価下降期では過小に計上

され，課税され，配当されることになるのである。

　これらの諸点は，再生産原価による資本価値の測定は，実は，料金統制の本

質からみて余り意味のない，そして恣意や推測により左右されることの多い計

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（12）
算でしかない，という結論を意味するのであ孔

（11）　クレメンス著，前掲書，285－288頁参照。

（12）A．S．Dewing；ibid、，p．322，p．337－p．340およびクレメンス著，222－224頁

　参照。
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　ところで，更に考えねばならないのは一一般には取得原価と再生産原価と

の背後に押しやられて看過されてしまっているけれども一収益価値である。

つまり，われわれが冒頭で概念規定した，企業全体が会本として有する価値，

である。

　前述したように，スミス対工一ムス事件においては，公正価値を決定するに

際しては企業の収益力およびそれによって規定される証券市価を考慮すべきこ

とが宣告されているし，またかつて最高裁判所でも，財産の価値はそれが使用

者にもたらすべき利益により決定されるのであって，公益事業でもその目的δ

如何を問わずこの基準によって評価が行なわれるべきである，という主張一一・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（13）
この提案は取り上げられなかったけれども一がなされたことがあ孔

　事実，次節以下でも一部取り上げる所であるが，強制収用，課税，更生・準

更生，清算，公益事業持株会社の解体などの各場合において，S　E　Cや法廷が

支持したのは，収益価値であって，料金決定の際にのみ何故この評価基準が却

けられたのか明らかではないのである。

　まず，取得原価主義も再生産原価主義もその論拠を失なっているということ

が改めて強調されなければならない。前者の最も大きな拠り所であった真実性

の意味は，経営の中では取得年次や取得方式の異なる資産が混在するというこ

とで半減されるのみならず，料金統制の基本にある慎重投資の思想を押し進め

ることによって更に失なわれることになる。また後者の主張する現在の貨幣価

値に基づく利益も，それが会計制度と一貫して結びついていなければ余り意味

のないものとなるのである。

　そして，次に指摘されなければならないのは，gOing　ValueまたはgOing

COnCem　Valueという組織の価値を加えること一会計上過去に既に費用とし

て計上されたものを，財産価値に含めることはできないとする主張もあるが，

再生産原価主義では当然に，また取得原価主義でも慎重投資の思想在押し進め

（13）　A．S．Dewing；ibid．，P．34L
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ることによって場合によって行なわれ得る一は，実質的には収益価値の採用

を意味するということである。

　この「営業を確立した企業が，未だ営業の地盤の定まらないものに比べて差

　　　　　　　　　　　　　　　　　（14）
別を有する場合，その企業に固有の価値」については，古くから種々の測定方

式が提起されてきた。公益企業の開発期間中における欠損金を資産として計上

する（資本化する）方法，営業量に応じてコストの一定率を計上する方法，資

産額の一定率を計上する方法，償却前利益（g・0SS・・V㎝ue）または利益を資本

化する方法などが上げられるのであるが，その最も基本的な認識基準が超過収

益カの存在にあることは何人も否定し得ない所であろう。営業の確立，経営基盤

の拡大・開発のために，当初に如何に多くの費用を投下しても，その企業が正

常あるいはそれ以下の収益力しかもたないときには，gOing　Valueの存在は認

められないと考えられるからであ孔つまり，この価値は本質的に超過収益力

を前提として始めて存在し得るものなのであって，過去における費用あるいは

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（15）
投資とは必ずしも結びつき得るものではない。

　したがって，論理的には，その測定も将来に期待される超過利益を資本化す

ることによってのみ行なわれ得孔超過収益力の存在によって認識した価値を，

それとは無関係な資産総額の一定割合として算出するなどというのは，極めて

間接的な便法以外の何物でもない。

　ということは，公正料金決定のための資本価値が，物的要因の再生産原価

（または一殆ど考えられないけれども一場合によっては取得原価）に超過

利益の現価を加えたもの，すなわち正常利益の現何十超過利益の現価二収益価

値で決定されるということを意味するのであ乱

（14）　クレメンス著，前掲書，267頁。

（15）　クレンズ著，前掲書，226－269頁，およびL．Bemis；Going　Va1ue　is　Still　with

　Us　and　Wby　mt？Pub1ic　U舳ies　Forlnightly，March4．1937，p，284＿p．292，お

　よびH』．Riggs；Going　Concem　Values　Rmning　into　Mi11ions，Public　Utilities

　Fo伽ightIy，D㏄ember21．1933，P，763－P．771参照。
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　更にまた，資本維持計算の立場からもこれらの評価基準が検討されなければ

ならない。

　前にも触れたように，取得原価主義は貨幣資本維持の立場への後退を意味し，

再生産原価主義は，一見実体資本維持を可能ならしめるようにみえながら，会

計制度との一貫性をもたないために，経営計算としては，取得原価の場合と同

じ貨幣資本維持計算に導かれることになる。実体維持は，内部留保または外部

資本調達を通じて財務的にしか実現され得ないのである。

　収益価値をとるとき，この関係は基本的には変らないけれども，ヨリ拡大さ

れあるいはヨリ縮小された形で現われる。つまり，収益力の高い企業は，ヨリ

大きな資本調達能力をもち，収益力の低い企業はヨリ小さな資本調達力しかも

たないことになる。企業の維持・拡大が収益力により規定されるのである。

　そして，もし料金決定のための資本価値の測定と併せて，会計上超過利益の

現価を無形資産として計上し，それを償却することが許されるならば，完全で

はないにせよ，収益力資本維持にヨリ接近することができる。

　再生産原価主義が実体資本維持の理念をもっているのと同様，収益価値思考

も収益力資本維持の理念と結びついていること，そして現代の如く，技術革新

が加速的に進行し貨幣価値が漸進的に低下し消費構造が変動しつつある時代に

おいては，後者の収益力資本維持の方が，国民経済上も企業経営上もヨリ有用

　　　　　　　　　　　　　　　　　（ユ6）
な結果をもたらすことになるということ，が譲られなければならない。

　デューインクは，法廷が如何にr最終結果主義」に拠るうと，企業経営は経

済法則一価値は将来に期待される効用によって規定されるという一に従っ

て行なわれざるを得ないとして，収益価値による評価を主張し，クレメンスも

（16）拙著，前掲書，243－24？頁参照。なおデューインクも，企業の収益性を反映した

　資本価値に拠って料金を決定するのでなければ，経営者のモラールを害すると同時に

　公益事業を停滞させることになる，と主張している。一A．S．Dewing；ibid．，p．

　346参照。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（17）
証券市価（その基盤には収益価値がある）を支持してい孔

　ただ一つ残された問題として，料金決定を契機として資産の評価替えを行な

い，それを以後の損益計算に反映させるのでなければ，収益価値思考をとるこ

との意義が後退する点が考慮されなければならないけれども，われわれもまた，

企業全体が資本として有する価値を求める以上，収益価値法則をここにおいて

も貫くべきであると考えるものである。

皿

　小論における第2の問題点は，前にも触れたところであるが，持株会社組織

　　　　　　　　　　（18）
解体時における企業評価である。

　1920年代，一群の金融資本家達の利益のために異常な迄に発展させられた公

益事業持株会社は，その極めて不健全な財務構造の故に，大恐慌に際して，壮

大ともみえる崩壊を遂げた。1929年9月1日から1936年4月15日迄の間に，実

に53の持株会社が破産しあるいは管財人の手に渡され，23の持株会社が利子支

払い不能となるかまたは整理・縮小計画を提示することを余儀なくされた。

1938年現在，その優先株式総額24億5000万ドルのうち，14億ドルに対しては配

当支払いがなされず，その累積額は3億6，300万ドルに達していたのである。

　このことは1935年の公益事業持株金杜法を設立せしめ，S　E　C主管の下で持

株会社を単純化し統合させることになった。公益事業持株会社法第11条は，事

業会社の上におかれた二段の持株会社を除いては，それらを解体させることを
　（19）

定めた。

（17）A．S．Dewing；ibid．，p．340，p．345－p．346およびクレメンス著，前掲書，248

　頁参照。

（18）企業の設立・合併と並んでこれが公益企業評価上の大きな問題領域であることは

　デューインクによって指摘されている。一A．S．Dewing；ibid。，P．308参照。

（19）　クレメンス著，前掲書（下），258－262頁，266頁，およびCh・1cie　C．Bos1and；

　The　Valuation　of　Public　Uti1ity　Enterprises　by　the　S㏄urities　and　Exchange

　commission，The　Joumal　of　Finance，1961，P・53参照。
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　そしてその結果，数百もの公益企業およびその他の企業が解体されることに

なった。S　E　Cの第16年度年次報告書は，1942～1950年迄に984．1951年に38．

1952年には6．1953年には46．1954年には15の企業が処分されたと報告してい
（20）

る。

　ところがこのプロセスの中では当然企業全体が資本として有する価値を測定

することが問題とな私財産または証券が公正に取引きされなければならない

からである。

　このことは，公益事業持株会社の解体が，米国における企業評価の考え方を

知る上で極めて貴重な資料を供しているということを意味する。以下本節では，

この意味において，C．C．ボスランドが47のケースー1942年から1950年迄の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（21）
問に処理された一について行なった研究の概要を示し，そこにおける基本的

な思考と問題点とについて考えてみたいと思う。

　ボスランドは，個々のケースのうち主なものを略述し，更に全体の傾向をま

とめるという方式で分析を進めている。

　1．LOne　Star　Gas　C0Ψ0ratiOnは，それが所有するCOunci1BIu脂Gas

COmpanyの全証券を売却することを要求された。その証券の親会社での帳簿

価額は335万ドル，子会社の全資産簿価は約320万ドルであったが，S　E　Cの承

認した入札価格は132万5，000ドルであった。予想される利益（利子控除前，課

税後）が7万5，000ドル乃至10万ドルであり，これを6％～7．5％の一路妥当

と思われる一資本化率で割引くと，大体取引価格に近い値が得られたからで

ある。

　2．Raleigh　Gas　Companyが，Consolidated　Electric　and　Gas　Companyの

全財産を売却するに際しては，簿価70万ドルの工場設備に対して17万5000ドル

の売却価格が承認された。現在の利益は22，228ドル，過去5年間の平均利益は

16，191ドルであって，7．4％～1O．2％の資本化率であ割引きは略正当と思われ

（20）　C．C．Bos1and；ibid．P．52－P，64．

（21）　C．C．Bosland；ibid．，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　51



経済経営研究第15号（I）

たのである。

　　3．1945年にはCities　Sewice　POwer　and　Light　Companyが，オハイオ12

郡にある電力関係の全財産（簿価約432万ドル）を795万ドルで売却することを

認められている。逆算された資本化率は約318％であって，簿価に対しても利

益に対しても，非常に高い価格が与えられたことになるが，その理由としては，

その取引が既に州公益事業委員会によって認められており，不当であることを

論証する根拠がなかったこと，およびそれらの資産が新所有者の手にあってヨ

リ大なる利益一税および一般管理費の節約を通じて一を獲得し得るものと

期待されること，が主張された。

　この利益の上昇傾向と経営活動の経済性の見込みとから，非常に高い価格で

の取引を承認することは他の場合でも行なわれた。

　4．Spring丘e1d　Transportation　COmpanyのケースでは，全財産を95万ドル

で売却することが認められたが，うち40万ドルは余剰現金と市場性ある有価証

券からなっていたので，55万ドルが企業価値として与えられたわけである。簿

価に対しでは1．25倍であったが，1942年の利益130，400ドルの4．2倍。資本化率

は24％と，非常に高い値を示し，この企業のリスクが大きく，利益変動の甚だ

しいことを物語ってい孔S　E　Cはこの決定の理由として，2つの大企業が入

札に参加したが，95万ドル以上の値がつけられなかったことを上げている。

　5．North　Dakota　Lignite　CoaI－mining　Co・の売却価格は，約9％の資本化

率で，期待される正常利益を資本化したものであった。この承認は，斜陽産業

としては例外と思われる。

　6．MiIwaukee　Solvay　Companyの売却に際しては，S　E　Cは，潜在的な清

算価値に重点をおいて判断を下した。

　7．またある場合では，S　E　Cは，New　England　EIectric　Systemが，石炭

荷扱い企業（cOa1teminal）の発行している全証券（社債と株式）を170万ド

ルで購入することを認めているが，これは殆ど簿価に近いものであった。利益
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に全く言及することなく企業全体の取引が認められた数少ない例の1つである。

　以上の如き関係を47杜全部についてまとめると，表1から表4迄に示される

ような結果が示される。

　そこで得られたボスランドの結論は次の如くである。

　47企業についてのS　E　Cの決定は，収益価値に基盤をおく企業評価に，何等

　　　　　表1　電力企業の承認された購入価格と利益・簿価との関連

企業所在地

ル　　イ　　ジ　　ア　　ナ

オ　　ハ　　イ　　オ

ア　　リ　　ゾ　　テ

ア　一　カ　ン　サ　ス

コ　　ロ　　　ラ　　　ド

ア　　リ　　ゾ　　ナ

ガ　　　ン　　サ　　　ス

イ　　リ　　ノ　　イ

ウェスト・ヴァージニア

カリフォルニア・オレゴン

カリフォルニア・オレゴン

ヴ　ァ　一　ジ　ニ　ア

ヴ　ァ　一　ジ　ニ　ア

オ　　ハ　　イ　　オ

ミ　　ズ　　リ　　ー

ミ　　ネ　　ソ　　タ

ニューメ　キシコ
テ　　　キ　　サ　　　ス

フ　ィ　オ　ミ　シグ

ダ　　コ　　タ　（南北）

イ　ン　デ　イ　ア　ナ

ベンシルヴァニア

平　　　均　　　値

中　　　位　　　値

範　　　　　　　　囲

購入価格
資本化率（利益一購入価格）

（＄1’000）最近の利益

3．000

1，1OO

　？75

3．747

　150

　155

　63
　840

　428

　470

　522

　688

1．936

7．950

　850

　625

1．206

　815

　843

6．521

　624

　675

0．117

0．111

01078

0．094

0．025

0．102

0．072

0．094

0．079

0．083

0．053

0．067

0．038

0．078

0．094

0．094

0．083

0．092

0．073

0．078

01098

4～6年の
平均利益

O．070

0．080

0．096

0．079

0．070

0．050

0．063

0．059

0．072

0．0η

0，0仰

0．059

0．064

0．075

0．082

0．048

0．087

0．070

01069

0．082

0．080　　　　0．0？1

O，079　　　　0．070

αO欠_1．iαOさ：；。。

価格と簿価との比

O．54

0，76

1，18

1，00

0，28

0．88

L　O0

0．？3

1，07

0，96

0，93

1，98

0，82

0，88

0．？2

1，00

0，72

1，06

1，29

1．67

修正後

0，67

0，87

1，18

1，15

0，99

0，94

0，28

0，88

1．O0

0、？3

1，07

0，96

0，93

0，82

0，88

1，36

1．O0

0，72

1，16

1．67

O，96

O．95

0．28－1．67
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　　　　表2　製造ガス企業の承認された購入価格と利益・簿価との関連

企業所在地

ノースカロライナ
イ　　リ　　ノ　　イ

ペンシルヴァニア
ニ　ュ　一　ヨ　一　ク

ペンシルヴァニア
ペンシルヴァニア
ペンシルヴァニア
ウ　ィ　ス　コ　ン　シ　ン

ペンシルヴァニア

平　　　均　　　値

申　　　位　　　値

範　　　　　　　囲

購入価格
（＄1，O00）

　218

　750

　200

　80
　250

　238

1．425

410

　183

資本化率（利益一購入価格）

　　　　　4～6年の最近の利益平均利益

O．102

0．077

0．089

0．101

0．067

0．087

0．063

0．068

0．115

0．074

0．076

0．102

0．095

0．105

0．063

0．039

0．066

0．085　　　　0．078

0．087　　　　0．075

0，063－　　　　0，039－

　O．115　　　　0，105

価格と簿価との比

修正前

O．20

0，39

0，68

0，53

0，88

0，48

0．2？

0，59

0．56

0，51

O．53

O．20－O．88

修正後

O．31

0，70

0，68

0，53

0，88

0，48

0，93

0，59

0．56

O．63

O．59

O．31－0．93

表3　天然ガス企業の承認された購入価格と利益・簿価との関連

企業所在地

ア　　イ　　オ　　ワ

ミ　ス　シ　ッ　ピ　ー

ミ　　ズ　　リ　　ー

ケ　ン　タ　ッ　キ　ー

オ　　ハ　　イ　　オ

ネ　ブ　ラ　ス　カ

ペンシルヴァニア
テ　　キ　　サ　　ス

ミ　　ネ　　ソ　　ク

ミ　　シ　　ガ　　ン

平　　　均　　　値

申　　　位　　　値

範　　　　　　　　囲

購入価格
（＄1，000）

1．325

　813

　530

　625

　555

4，325

1，259

　455

　211

1，500

資本化率（利益一購入価格つ

　　　　　4～6年の最近の利益
　　　　　平均利益

O．065

0．101

0．134

0．065

0．三09

0．089

0．083

0．095

0．148

0．139

0．060

0．076

0．083

0．049

0．074

0．068

0．086

0．087

0．103　　　　0．073

0．098　　　　0．075

0．065－　　　O．049－

　O．148　　　　0．087

価格と簿価との比

0，60

0，92

0，84

0，90

0．76

工．27

1．OO

1，23

1，43

1．30

修正後

0，60

0，92

1，14

0，90

1，27

1．一 O0

1．23

11，42

1．30

1，09

1．14

O．60－1，42
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表4非公益企業の承認された購入価格と利益・簿価との関連

資本化率
購入価格 （利益一購入価格） 価格と簿価との比

企業の種類 （＄1，000）
最近の利益

4～6年の
平均利益

修正前 修正後

バ　　ス（イリノイ） 950 O．137 0．098 1．25
一

水道（オクラホマ） 70 O．123 0．149 0．90 ’
亜炭（ノースダコタ） 547 O．0？5 0．Oラ1 1．00 一
コークス・ガス（ζ工うコ） 4，354 O．071 O．105 1．00

一
石炭荷扱い（ユ㍍） 1，700 凹 一 O．98 凹

鉱業（コロラド） 200 0．047 ’ O．99 ■

平　　　均　　　値 O．083 0，091 1．02 ’

中　　　位　　　値 0．073 O．098 1．00 一

範　　　　　　　囲
O．047一 O．071一

0．105
O．90－1，25

一O．137

特別の原理を加えるものではなかった。ある場合ではコスト基準に調整された

物的財産に若干重点がおかれたが，S　E　Cは利益の経過・傾向・将来性に最も

基本的な重要性を与えてきた。簿価は，それ自体としては殆ど注目されなかっ

た。しかしまた，規模・資金状態・活動性に関する諸比率・資本構成・配当政

策の如き諸要因が全体としての企業の価値に関係をもっているということも殆

ど示されず，マネジメントの質についても言及されなかった。

　これは，S　E　Cが，理論的に正しい価値を求めることよりも，むしろ一般的

な妥当性を得ることに重点をおいたためと思われる。

　詳細については，次の諸点を上げることができよう。

　ω　売却をめぐる諸条件に可成大きな重点がおかれている。個々の利益を求

める，独立の売手と買手との間で成立した取引価格が，展々公正価値を示すも

のとして認められたのである。これは，SECのプラグマティックな弾力的な

態度　　理論的正確性よりも一般的妥当性を重視する一によると考えられる。

　12〕しかし，「公正にして公平」と認められる価値を得るに際しては，企業の

収益力が断然主要なる要因と考えられた。資産価値や簿価を含めた他の要因に，

はるかに優越していたのであ孔あるケースにおいてSECは次のように述べ
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てい孔　r一株20＄の購入価格に比して，その簿価は約120＄であったが，意図

された購入価格の妥当性を考慮して，株式簿価には殆ど重点はおかれなかった。

われわれが展々指摘してきたのは，証券を評価するための第一義的な標準は，

本来企業に投下された資本額ではなくて，利益を獲得する能力にある，という

ことであった。」

　この基本的な原理は，若干の例外を除いて，企業全体であれ，株式持分であ

れ，価値決定に際しては一貫してとられてきたのであ乱

　13）利益と価値との関係（資本化率）は，同業種における企業の問でも，非

常に大きな巾を示していた。

　（4〕資本化率の平均値とその巾は，電力・製造ガス・天然ガスのそれぞれの

業種の間ではそれ程大きな差はみられなかった。

　15）S　ECは，利益と価値との間の適切な関係（適正な資本化率）を決定す

るための，体系だった，一貫した方法を開発しようとはしなかった。電力企業

に対しては，実に2．5％から12％迄の資本化率が妥当なものと認められたので

ある。

　（6〕過去・現在・将来の利益の間に明確な差異があるとき，S　E　Cは過去の

利益は殆ど考慮しなカ）った。特定の期間の利益に特定の比重を与えるというこ

ともしなかったけれども一。

　（7〕規模と資本化率との間には，明確な関係はみられなカ）った。大企業にも

高い率が適用されたし，また小企業にも低い率が適用された。規模は問題とさ

れなかったのである。

　（8〕利益の傾向は重視された。そしてS　E　Cは，戦時状態のような一時的な

原因からの利益を割引くことには慎重であった。

　19〕個々の場合においては，余剰流動資産，潜在的な清算価値，物的財産の

見積り価値，売上高のような諸要因が，特別に考慮された。
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　以上，この節では公益事業持株会社の解体において，S　E　Cがどのような考

え方で企業評価に対する判断を下してきたかを概観してきた。

　われわれが指摘したいのは，ここでも収益価値こそが最も決定的な価値規定

要因と考えられているということである。

　疑問として残るのは，何故理論的にもっと精緻な方式が展開されなかったの

かということであり，したがってまた利益一・資本化率などの内容の検討である

が，既にボスランドの結論において，その理由も，理論的に深められるべき問

題点も全て述べられている。

　むしろ，上述のような素朴な一根底にある理念としては極めてしっかりし

たものをもっているのであるが，計算技術としては一評価思考が重要な実務

上の問題に適用され得る点に，企業評価をめぐるアメリカの社会経済的諸条件

の特長が窺えると思うのである。

　私は，それはプラグマティズムと経験主義とに求めることができると考え孔

　この特長が，アメリカ企業評価論全体の展開とどのように結びついているか

は，今後の私に残された課題である。大きな問題が供されているわけであ札

1v

　ところで企業評価はまた，更生（reOrgani・ati㎝）・準更生（quaSi…0・g㎜i・atiOn）

時において，新しく更出発する企業の資本価値を確定し，それを各層の証券所

有者に割り当てるという課題をもっている。

　そしてこの場合特に困難なのが，後者の準更生において資本修正を行なうと

き，自己資本価値を優先株主と普通株主との間にどのように割当てるカ・，とい

う問題であ孔本節においては，第3点として，この問題について考察を加え

ることにする。

　支払い不能に落入った株式会社は，アメリカでは，破産法第10章と第77節と

に基づいて更生（reOrgani・e）され，新しく再出発することができる。つまり債
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権者または会社自身の中立てに基づいて，連邦裁判所は破産事実の確認を行な

い，更生のための管財人を任命して更生計画を作成させる。そしてその案にし

たがい，必要なときには証券取引委員会（S　E　C）や州際商業委員会（I　C　C）

の助言を得て，新企業の資本価値を測定し，それを各債権者に一多くはその

債権額の一部に相当する新証券の形で一r公正かつ公平」に割り当てるので

ある。したがって，この場合でもその企業がgOing－COn㏄mとして有する経営

価値を収益性に基づいて測定することは必要であるけれども，新しい資本価値

は，旧証券あるいは債権の優先順位にしたがって順次割り当てられるから，自

己資本価値の割り当てという問題は殆ど起らない。支払不能の場合では，古い

ジュニアー証券の持分が残っていて，しかもそれが新企業の将来利益の配分に

大きな比重を占める，ということは考えられないからである。

　ところが，負債に対する支払い不能には落入っていなくとも，永年に渡って

欠損金が計上され，財務上の困難一時に優先株への配当が累積し，将来相当

長い期間について普通株への配当復活が不可能であるというような　　に落入

る場合がある。このときに行なわれるのが，準更生あるいはr会計上の更生」

による自発的な資本修正（vo1untaW　recapitali・ati㎝）である。つまり，経営者

が企業の経営価値を改めて測定しなおし，剰余金の取崩しなり，減資なりを行

なって欠損を填補し，同時に優先株をヨリ条件の緩い新優先株か普通株かと交

換して，将来利益を計上し配当を行ない得る基盤をつくり上げ，ヨリ健全な財

務条件の下で経営を再出発させようというのである。

　そして，この場合には，自己資本価値をどのように割り当てるかということ

が大きな問題として浮び上ってくる。

r交換される新証券の価値はどのくらいのものか？　配当累積額と経常的配当

への請求権を有する旧優先株の価値はどのくらいのものか？一その計画は優

先株・普通株双方の状態を改善するであろうが，また一方が他方よりもヨリ有

利（またはヨリ不利）となることも起りうる。」上述したように，資本修正は
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復配への前提条件を確立するために行なわれるのであるが，投票権と配当請求

権とについて優先株主が弱い立場にあるために，その請求権の額と優先性とを

不当に害し，その解決を法的手段に訴えることが多いのである。そこでr経営

責任者には，証券の交換を要請された株主が，将来予測される適正利益への正

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（22）
当な請求権の価値を完全に受取る，ということを明示する義務がある」し，裁

判所やS　E　Cは訴えがなされた場合に備えてこれについての明確な見解を用意

しておかなければならないことになるのである。

　　　　　　　　　　　　　　（23）
　以下D．A．ファーガスンの論文によりながら，この点についてみて行くこと

にする。

　法的に資本修正を規定した最も重要なものは，前節でも述べた・S　E　Cが主

管している1935年の公益事業持株会社法の第11条である。（ICC一州際商

業委員会一も若干のケースを扱ってはいるが，これはとるに足らない程のも

のである。）持株金杜組織を，各社の資本構成や議決権の面から単純化せんと

する場合，資本修正を行なわざるを得ず，したがって当然に優先株の価値測定

の問題も取り上げられることになるのである。

　そして，この場合，「公正かつ公平」な処理を行なうためのS　E　Cの基本的な

立場は，gOi㎎一C㎝Cemの認識に基づく合法的な投資価値（1egitimate　in“eStment

value）に拠ってその持分の価値を測定し，これを絶対的優先性（absOlute　pri・

0rity）の原則にしたがって順次配分して行くことであった。

　しかしながら，この抽象的な思考は，具体的には，次のような多くの問題点

を内包する形をとって現われた。

　1、まず，1940年前後の初期の頃には価値そのものの測定とその割り当ては

取り上げられず，利益の予測と配分が最も大きな問題と考えられていナこ。

　第1に（1〕歴史的な利益の推移の把握，12〕異常な，繰り返して起ることのない

（22）Masson，Hunt　and　Anthony；Ca贈in　Financial　Management，1960，P．491．

（23）　Dona1d　A．Fergusson；Pre胎rred　st㏄k　VaIuation　in　R㏄apitalization，Joumal

　of　Fimn㏄，March1958，p．48～p．69．
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項目・過大な利子負担・非現実的な減価償却率や税率の除去により予想利益を

測定し，これに13〕第3者の専門家により行なわれた利益予測を併せ考慮して，

将来正常に獲得し得る利益を決定する。

　第2に，その予測された利益から経常的な優先配当D1を差引き，次にその

残りD2でもって優先配当累積額Aを除して支払い期間mを定め孔2種類以

上の優先株が発行されていたときには，優先順位にしたがってこの手続きを繰

返す。

　第3に，累積配当支払い期間m後に普通株が配当を受取ることができるとい

う合理的な期待があり，それが無視し得ない程の額であれば，旧普通株主にも

持分を割り当てることができる。

　そして，この提案された手続きがr一定の許容し得る範囲内での公正さと公

平さ」とをもっていれば充分であると考えられた。新証券は，上述の如き理由

に基づいて旧普通株主にも割り当てられた（例えば，Federa1Water　Se岬ice

C0「P・およびCOmmunity　POwer＆Light　Co．のケースでは5％の持分が普

通株主に割り当てられた）が，その価値額の公正さについては考えられなかっ

れそれが小さな割合いしか占めないときには，特に寛大に扱われた。

　つまり利益が優先順位にしたがって配分され，配当累積額が一定期間（Puget

Sound　Power　and　Light　Co・のケースでは19～35年が，　SeatIe　Gas」Co．のケ

ースでは20～6工年が主張された。）　に支払われるならば，証券価値の配分はそ

れ程重要なものではないと考えられたのである。

　この考え方は，たしかに将来利益に対する各証券の請求権を時間と金額とに

おいて明らかにし，提案された手続きがr一定の許容し得る範囲内での公正さ

と公平さ」とをもつか否かについて判断を下す指針とはなり得たけれども，し

かしながら，ヨリ積極的に各種証券に割り当てられた新持分額の公正さを決定

するものではなかった。問題は，「単に旧普通稼が新持分に参加し得るか否かと

いうことではなくて，提案された10％とか5％とかいう一定の割り当てがそれ
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　　　　　　　　　　　　　　　（24）
に適正か否かということなのである。」

　2．そこで提起されたのが，次の，収益価値方式の導入であった。

　SECの委員バーク（Bu・ke）氏は，United　I■ight　and　POwer社のケース

（1943年）において，将来に期待される利益のうち，優先稼に対する経常配当

D1をある仮定的な資本化率41で，そして残りの利益D2一最初のm年間は

優先配当累積額の支払いに当てられ，m年後は普通株に与えられる一をらで

割引いてそれぞれの持分の価値を測定し，それに基づいて普通株主に割当てら

れる比率（多くの場合絶対額では示されずに百分比で与えられる）が公正か否

かを判断すべきことを提案した。

　つまり，旧優先株主の新持分額は，

　　　D1　は〕一　　　41
（・〕恥（x；メ

の2つの部分からなり，旧普通株主の新持分額は，

1・1・・包、（1≒包、）肥

で示される。

　今，1目普通株主への割り当て比率をP％とすると，

　　　　　　　　　・・可島ア　　　・・吾，（1≒吾、）π

　　　P二　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一
　　　　五。D、（1＋吾・）L1・D・　土・ム
　　　　　丑。　　ら（1＋ら）呵　4。（1＋ら）皿　　41　42

　　　・（寺・青）一巧わ（工手ゆ

　このことから，Pが一定とすると41が大きくなるとともにらも，逓減的にで

はあるが，大きくなり，またらとづ2との差が大きい程1Pは小さくなければなら

ない，という関係が与えられる。

　例えば，上記のUnited　Light　and　POwer社のケースにおいては，将来の予

想利益は618万5000ドル，15年（＝m）間毎年支払われる優先配当累積額一し

（24）　D．A．Ferg㎜sonミibid．，P．57．
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たがってまたその後では旧普通株主に与えられる配当額一D2が268万5000ド

ル，旧優先株主に与えられる経常的な優先配当額Dエが360万ドルと測定され，

1目普通株主には新持分の8．8％が与えられるよう提案された。このときD1に

対する資本化率41を5％とするとらは8，5省，また41を8％とするとらは10％

となる。バーク委員1ま・41＝5％・ら＝8・5％というのは企業のリスクの状況か

らみて低きにすぎると考え，また41＝8％に対するら≡10％は，ヨリ危険な

D2部分の利益の資本化率としては，その差が小さすぎると考えた。そして旧普

通株に対する新持分の割り当て比率8．8％が不適切だと主張した。ヨリ小さな

比率を妥当と考えたのである。

　この収益価値思考の導入は，前の単純な方式では明らかにされなかった旧普

通株主への新持分価値の関係を論理的に説明し，その割り当てについての判断

を正当化するものであった。特に公益事業の如く将来利益の予測が比較的確実

である分野においては有用と考えられたのである。

　しかしながら，この方式は1950年のEastem　Gas　and　Fuel　AssOciatesのケ

ースにおいて拒否された。「優先株の優位が認識されず，資本修正に反映され

　　　（25）
ていない」というのである。そこで，更にこの方式を理論的に精緻なものにし

ようとする企てがなされなければならなかった。

　3．それは，優先配当の「質」の検討であり，それに適切なる資本化率の選

択であり，そして二重割引方式（Two－DiscOunt　T㏄hnique）の適用であった。

　つまり，経常的な優先配当D1の資本化率4ユ，優先配当累積額の支払いD2

の資本化率42，m年後旧普通株主に与えられる配当D2の資本化率もを，それ

ぞれの危険と不確実性に応じて選択し，それによって優先株の利益に対する優

先性と確実性とを考慮した価値測定を行なう，というのである。

　これによると，優先株主の持分の価値は，D1〃ユとD2｛（I＋ら）L1｝／ら（1＋42）冊

とによって示され，旧普通株主への持分価値は，D2／43（1＋43）蜆mで与えられる。

（25）　D・A．Fergu呂son；ibid、，P，60．
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前の単純な割引方式（Sing1e－Discount　Technique）で1‡，優先配当累積支払い

に対する資本化率と，1日普通株主にm年後に与えられる配当に対する資本化率

とが等しいと考えられており，そのため優先株持分の優位性と確実性と一し

たがってまた旧普通株主持分の極めて大きな劣位性と不確実と一が資本修正

において無視されているという批判を蒙ったのであるが，この二重割引方式で

は，62に比して43を可成り高く設定することにより，その欠点を免れる。15～

35年というような長期間の後に，しかも経常的な優先配当を差引いた残額を，

配当として与えられる旧普通株主持分の極めて不確実な価値を確定することが

できるのセある。

　そのため二重割引方式は，Eastem　Gas＆Fue1Associatesのケースにおいて

は，全体的な判断をチェックするのに可成り大きな有用性をもつものと考えら
　（26）

れた。

　そして基本的には，ファーガスンもまた「資本化率が，各層の株主に与えら

れる利益の実現の確率を示す限りにおいて，論理的であるように思われる。」

として，利益に対する請求権とその実現可能性との混同を恐れながらも，この

　　　　　　　　（27）
方式を支持している。

　以上われわれは，準更生において資本修正を行なうとき，自己資本価値を優

先株と普通株との間にどのように割り当てるかという問題について考察を進め

てきた。そしてそれぞれの株主に将来与えられるべき利益を，それぞれの優先

性と確実性とに応じて選ばれた適正な資本化率によって割引くことにより，価

値測定を行なうべきである，という結論に達した。

　この方式は基本的には正しいものであり，優先株など特殊な自己資本持分の

評価に極めて有益な示唆を与えるものであるけれども，しかしながら，そこに

は重要な問題点が残されている。この節の結びに代えて，それを考えてみるこ

（26）　D．A，Fergusson；ibid、，P・61・

（27）D．A．Fergusson；ibid．，p，61．参照。
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とにする。

　第1に考えねばならないのは，優先株と普通株の「質」について，なお考慮

しなければならない点があるということである。

　今迄に述べてきた，収益価値に基づく新持分価値の測定では，たしかにそれ

ぞれの株式に与えられる利益の質一時にその不確実性に関する一は考慮さ

れたし，また償還の有無に対しても同様な考え方が適用され得る（償還優先株

の場合は，割引計算をその償還迄の有限年数で行ない，償還価額を最終の利益

に加え，そして資本化率を適当に切り下げる一償還条項は優先株主への価値

の流れをヨリ確実ならしめるものであるから一ことにより計算できる）が，

残余資産に対する請求権の優先順位・議決権の有無など，その他の重要な質的

条件は無視されてきたのである。

　特に議決権については一というのは残余財産に対する請求権の優先順位は，

予測は困難であろうが，帰属価値計算上の問題であって，資本化率によって考

慮することも可能であると思われるから一それを根拠として，旧普通株にヨ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（28）
リ良き条件を与えても差支えはないという主張がなされているのであって，こ

の要素を新持分価値測定上計算に含めるべきか否か，また含めるとすれば，ど

のように行なうかは，なお検討を必要とする点であろう・

　例えば，資本修正を行なって新普通株を発行し，従来の優先株と普通株とを

全部これと交換するというような場合，優先配当累積額が極めて大きいかある

いは繰越欠損が大きくて旧普通株主持分が殆どOとなってしまうことが考えら

れるが，かかるときに旧普通株主にどの程度の新持分を割り当七るかという問

題は，必ずしも収益価値計算のみで処理し得るものではない。数字に示される

価値とは別に，議決権とか責任とかという質的な価値決定要因をも考慮して決

定されなければならないのである。

　第2に留意すべきは，資本化率の選択がなお理論的に解明されていないとい

（28）D．A・Ferguss㎝；ibid．，P，62－P．63参照。
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うことである。

　前述してきたように，われわれは，優先株の経常的配当に対する資本化率，

配当累積額の支払いに対する資本化率を，適当に，その優先順位と不確実性と

に応じて選択すべきことを主張してきたし，更に償還条項や残余財産への請求

権に対してもこの考え方を適用し得るものと考えてきた。

　しかしながら，卒直にいって，それらの各々に対するr適切な」資本化率が，

どのように選択され得るかは一経験とそれに対する実証的研究の積み重ねに

より次第に明確になって行くだろうということ以外には一明らかではない。

　資本化率の決定は，企業評価論全体としても解明さるべく残された大きな問

題であるが，そのことは，そのうちの特殊問題であるこのような領域において

も同様にいえるのである。

V

　以上，われわれは，アメリカにおける公益企業評価の若千の問題について考

察を加えてきた。

　始めに，料金決定のための資本価値の測定を取り上げ，次に，持株金杜解体

に伴なう，各企業の財産の取引価格の決定についてその概要を眺め，最後に，

同じく持株会社解体に際して行なわれた資本修正における持分価値割り当ての

方式を理論的に吟味した。

　そこでみられた第1の特長は，収益価値思考が評価の確固とした基盤として

存在していた，ということであ孔料金決定に限っては一それが循環論に陥

るという危険もあって一再生産原価主義が有力であるけれども，それの徹底

化が反って収益価値の立場への接近をもたらすこと，そしてまたデューインク

などの諸論者が後者の理論的な体系化に努力していることは，既にわれわれの

みてきたところである。

　そして，その収益価値思想には，少なくともわれわれのみた限りでは，ドイ
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ツ企業評価論のように収益価値と実物価値（ここでいう再生産原価）との理論

　　　　　　　　　　　　（29）
的統一を行なおうとする意図は全くみられなかったことが留意されなければな

らない。このことは，ある意味では理論そのものがなお素朴な段階に止まって

いるということであるが，またある意味ではそれだけに思考的にはヨリ純粋な

形で収益価値思考が貫かれているということでもある。

　第2に注目すべきは，その収益価値思考の基盤には，効用価値観と組織価値

（または経営価値）の理論とがあるということ，そしてその価値を支える最も

大きな要因としてマネジメントが強調されている点である。

　デューインクによれば組織（0rgani・atiOn）とは，経営活動を行なっている企

業（going－cOncem）と，それを停止した企業（dead　business）とを区別する生

活力（VitaIity）を意味し，人間とその統制・外部との規則正しい諸関係・各企

業に個有の無形の価値要因（独自の情報源，事務処理手続き，商標権，パテン

トなど）の3つの側面においてそれぞれの特長をもってい孔そして，企業本

来の目的として，これらの諸要因を社会の要求に最も適切に応じて行けるよう

に管理統制し，その活動に対して与えられる利益を極大ならしめるのが，マネ

　　　　　　　　　　　　　　　　　（30）
ジメントの機能である，というのである。

　組織価値あるいは経営価値の思考は古くからあったものであってそれ程珍ら

しくはないとしても，それを支える第一義的な要因としてマネジメントが強調

されているのは，1つの特長を形造るものといえよう。

　しかしながら，第3点として付言しておきたいのは，計算技術論としてはな

お素朴な段階に止まっているということである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（31）
　比較的詳細にこの問題を扱っているペイトンでさえ，資本化率の決定は論じ

ていないし，デューインクにおいては，今なお単純に利益に一定の資本化乗数

（29）拙著，前掲書，102－107頁，124－127頁，188－211頁参照。

（30）A．S，Dewing；ibid、，p．283－p．286，p，388参照。

（31）W・A・P包ton；Asset　A㏄ount1ng，1952，P．507－P．537参照。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（32）
（資本化率の逆数）を乗ずる方式が説かれてい乱

　またこれらの論者が，企業価値という場合，必ずしも使用総資本の価値と自

己資本の価値との本質的な差異に気付いていない点も留意されるべきであろう。

　そこで，第4点として最後に指摘されなければならないのは，このような企

業評価方式が，アメリカ経済社会に固有のプラグマティズムと経験主義とによ

って支えられているということである。

　第2節でも述べたように，理論的な正確性を求めることよりも，むしろ一般

的な妥当性（reasOnab1eness）を求めることに重点をおくという考え方は，企業

評価の計算技術を理論的には素朴な形のままでおいたけれども，考え方によっ

ては，逆に純粋な形のままで実務界に適用することを可能としたともいえるの

である。

　しかもその背後には今迄の大きな経験の蓄積のあることが忘れられてはなら

ない。デューインクの説く資本化乗数も，一見単純ではあっても，それぞれ過

去のデータを詳細に分析することにより導き出されているのである。

　私は，そこに，早くから大規模な資本主義国として発展を遂げ，設立・更生

・合併・清算など企業全体の取引・処分について様々な経験をもち，現実に取

引過程で成立した価値にヨリ大なる信頼をおくことのできるアメリカ経済社会

の特長をみることができるように思う。

　企業評価論の体系化は，いう迄もなく重要な問題ではあるけれども，このよ

うな背景を忘れては，正当な評価を与えることはできないと考えるのである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　196ヰ．　9．　30稿

（32）A．S．Dewing；ibid・，P・356－P・359，P・388参照。
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西独における直接原価計算の諸形態

一若干の改善とその制度的発展の可能性一

小　　林　　哲　　夫

I　序

瓦　アクテ・メレロヴィッツ1固定費の段階的補償計算

皿　リーベル：相対的な直接原価の把握に基づく基本計算

w　べ一ム・ヴィレ：直接原価計算とプログラム・プラヌングとの結合

V　結びに代えて

I　序

　数年来，直接原価計算の発展は，各国の原価計算思考や原価計算制度に大き

な影響を与えてきているが，これは西ドイツにおいても同様である。西ドイツ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ユ）
において直接原価計算がとくに注目されだしたのは，1950年代の初頭であるが，

現在においては予想以上に導入されているようである。

　もちろん，西ドイツにおいても，実践的な原価計算概念としての直接原価計

算の認識に決定的な影響を与えたのは，アメリカにおける発展であるといって

よいであろ㌔しかし，反面では，ドイツの多くの原価計算学者が，自国の直

接原価計算思考の基本的な出発点を，シュマーレンバッハ（Schma1enbach，E．），

ルンメル（Rummel，K、），シェアー（sch註r，J．Fr．），クライス（Kreis，H、）等に

まで湖らせているように，自らの理論的思考の発展のなかにそれを基礎づけよ

（1）その当時にドイツに為いて近代的な直接原価計算（それは単に原理的なものだけ

　でなく，直接原価計算の原理と実践的な手法とか密接に結びついたものとして考えて

　いる）を詳しく取り上げた先駆的な論稿としては，Plaut・H・G・Die　Gr㎝zplankost・

　enrechnung，zrB，J9．23，1953，S．347冊S．402冊が挙げられる。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）
うとしていることは指摘されなければならない。直接原価計算の生成に関する

このような見方にはなお検討すべき余地があるのであるが，しかし，今後ドイ

ツにおける直接原価計算が独自の見方に立って積極的に展開されていくとすれ

ば，それは，少なくとも，ドイツ原価計算学者の固有の理論的展開のなかにそ

の一因を求めることができるであろう。

　他方，わが国やアメリカにおいても，直接原価計算は，すでに当初の単純な

形態から脱し，現在においては，それが持ついくつかの欠点や不十分な点を積

極的に克服しようとする段階にあるのであって，そのためにもドイツにおける

体系的な展開が若千の手がかりを与えると期待されるわけである。

　このような意味で，この小稿では，近代的な直接原価計算に更に若千の改善

を加えるものとして，アクテ・メレロヴィッツ（Agthe，K，Me11erowicz，K．）に

よるr固定費の段階的補償計算」リーベル（Rieb・1，P．）による「直接原価の相

対的な把握に基づく基本計算」およびべ一ム・ヴィレ（B6hm，H．H，Wi乎1e，F。）

による「直接原価計算とプログラム・プラヌングとの結合」の三つの研究をと

りあげ，最近における西ドイツ直接原価計算論の一端をとらえてみることにし

（2）　このような見解は，多くの論者によって明確に表明されているが，たとえば，キ

　ルカーは注1に示したフラウトの考え一波は，ドイツー般にそうであるように直接

　原価計算を限界（計画）原価計算Gm・plankost㎝・㏄hmngと呼んでいるが一に

　ついても，その発展上の基礎を次のように図式化している。Kilge・，W．，Flexible　Pl－

　ankostemechnmg，1961K6In　u．Opladen，S．113．

全部原価計
謖ｴ価計算
ﾌ不十分さ

ルンメルの固

阡?ﾌ考察

アメリカのダ
Cレクト・グコステイン

シュマーレン
oッハの限界

ｴ価計算1

1限界計画原価計算（フラウト）

P師㎞㎞㎞㎎1腕・抑・㎞屹一…・…・

　フラウト自身はシュマーレンバッハの影響をあまり認めていないが，キルガーは，

それが間接的にまた積極的に作用したものとみるべきであると述べている。
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たい。

　なお，副題に示したr制度的発展」ということは，経常的な原価計算制度と

しての直接原価計算の発展を意味する。しかし，ここで「経常的制度」という

場合，財務会計原理と密接に結びついた狭義の原価計算制度をいうのではなく，

より広い意味で内部的な経営管理の要請も含めて継続的に情報を提供するよう

確立されるべき原価計算制度を考えている。いいかえれば，内部的な経営管理

（計画・統制）のために情報を経常的に提供すべきであるという要求があれば，

それ自体として制度的発展の可能性が導かれると考えているわけである。これ

は筆者自身の考え方である一方，ドイツにおける原価計算制度の理解のために

も必要であるといえるのである。

皿　アクテ・メレ□ヴィッツ：固定費の段階的補償計算

　まず第一に，アクテ・メレロヴィッツによる「直接原価計算における固定費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）
の段階的補償（stuたnweise　FixkOstend・c㎞ng）」の考え方であるが，これについ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4）
ては，すでにわが国においても若干の論者によって紹介・論評されている。そ

こで，ここでは，彼等の主張の要点のみを記し，それに対する私見を加えてお

くだけにとゴめる。

　　　（5）
　別稿において筆者自身もすでに部分的には説明したが，その計算処理の特徴
　　　　　（6）
は，第一表にも示されているように，固定費を，その帰属可能性によって，「製

（3）Agthe，K・，stu従nweise　Fixkostend㏄kung　im　system　des　Direct　costing，zf丑，J9．

　29．1959，Nr．7．s，404冊およびzurstu危nweisenFixkostend㏄kmg，zfIl，J9，29．

　1959，Nr．12，S．742旺Me11erowicz，K、，Plannug　und　P1ankostemechnung，Bd

　L　Be1コrieb－iche　Planung，　196し　Freiburg　i．Brsg．S．470任

（4）宮本匡草稿「直接原価計算における固定原価の段階的処理法」企業会計12巻15号，

　35年12月，小林靖雄著r計画原価計算』中央経済社36年，158頁以下その他。

（5）拙稿「Cap乱。ity　Co目t・問題と直接原価計算」国民経済雑誌109巻4号，39年4月

（6）　Agthe，K．，Stu胎nweise　Fixkostend㏄kung　in　System．．．。．．，a．a，O．，S．410．

　ただし，表示方法は部分的に変更している。なお，各固定費群のなかで，（）内に示

　される内訳額は，短期的に支出を件5部分である。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西独における直接原価計算の諸形態　（小林）

晶固定費」r製品群固定費」r原価場所固定費」r領域固定費」および「企業固定費」

に区分し，各製品種類別の総限界利益（B・uttogewim，marginal　incOm・・ただし，

ここでは固定費の補償に帰寄するという意味で補償貢献D・cku皿g・b・itragという用語が

用いられている）から，それぞれの固定費を段階的に控除（補償計算）していく

　　　　　　　　　　　　　第　　　一　　　表

原価負担者グループ（製品群）

原価負担者（製品種類）

A

製品別補償貢献額　　　19，000

（製品別総限界利益）

製品固定費　　　5，OOO

残余補償貢献額

製晶群固定費

残余補償貢献額

領域固定費

残余補償貢献額

企業固定費

純　　損　　益

14，000

9，500

9．500

23，500

5，OOO

（3，OOO）

18，500

3，100

（2，500）

15，400

23，500

10，000

13，500

14．200

8，O00

（3，OOO）

6，200

19，700

8，000

（4，OOO）

！1，700

テ，OOO

（5，000）

4，700

10，000

（7，000）

10，1OO

ごとにある。

r製品固定費」（瓦rZeugniS丘XkOSten）は，一定の製品の開発・生産・販売によっ

て生じ，その製品に直接帰属させることができる固定費である。

例；一製品の生産のみに用いられる設備のキャピタル・コスト，一定の製品に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一1



一経．済経営研究第15号（工）

のみ費やされる開発費等。

r製品群固定費」（Er・eugnisgmppen丘xkosten）は，個々の製品別に区分できな

いが，一定のグループに対しては直接に帰属可能な固定費である。

r原価場所固定費」（Kost㎝st・Il・n6xk0・t㎝）は，個々の製品ないし製品群に帰属

させることはできないが，その原価場所には帰属させうる固定費である。たと

えば，いくつかの原価負担者に対して交互に使用される原価場所の管理者・技

術者の給料，そのキャピタル・コスト，空間費。

「領域固定費」（Bereichs丘xkost㎝）は，たとえば，いくつかの製造場所によっ

て共通的に使用される技術部門の費用や管理者給料の如く，個々の原価場所に

は帰属不可能であるが，一定グループの原価場所あるいは領域に帰属可能な固

定費である。

r企業固定費」（Untemehmungs行xkOst㎝）は，一定の原価負担者（群）や原価

場所（群）に区分できないで，企業全体的に生ずる固定費である。

　ところで，アクテ自身は，このような計算処理の意図を，ヴィレとの論争の

過程において次のように語っている。

「私は，自分の論文で，まず第一に，直接原価計算において，他の極端に堕し

て固定費を唯一つの塊まりとして処理するのではなく，むしろいくつかの観点

に従って区分する必要があることを指摘しようとした。それは，……『帰属可

能性』（Zurechenbarkeit）によっても行なうことができるし，また，たとえば，

流動性に関する補償額を明らかにするために，『支出作用的原価』と『支出非作

用的原価』というような『原価範蟻』（Koste趾ategorie）別に行なうこともで

き孔あるいは，ヴィレが提案したように『除去可能性』（Abbauf乞igkeit）の観

点にしたがって準備原価（Bcrcitschaftskosten）と休止原価（Sti11standskOsten）に

区分することも可能であるパ…・・いかなる観点がとられるかは，それぞれの追

究される目標によってきまるが，たゾ，区分化がなされなければならないこと

は確かである。さもなければ，直接原価計算は，結局において，昔の計算処理
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（7）
にみられる総括的な計算に退歩するであろう」と。

　全部原価計算に代って直接原価計算が主張された当初の時期においては，固

定費の配賦に伴う恣意性を排除することが強調された反面，固定費は，や㌧も

すれば一括的に処理されるという傾向があったことは否定できない。これに対

して，近年においては，固定費のなかにおける種々の性格に応じた細分化され

た管理思考が主張されるようになった。たとえば，N，A，A．の調査報告書第39

号における。Ommitted　capacity　costsとmamged　capacitycostsとの区分も

ある点では，このような観点に属する一つの見方であるし，また，生産能力利用

に対する考察に関連して固定費の単純な一括的処理から脱け出そうとする試み

　　　　（8）
も存在する。したがって，上述の如きアクテの主張は，このような意味で，そ

の一般的な考え方は支持されるべきであろう。

　しかしながら，役およびメレ1コヴィッツによって示された，第一表の如きシ

ェーマが，そのま㌧の形でアクテのいう＜固定費に対する多面的な観点の導

入》という要請を十分に満足させることができるか否かは，また別問題である。

　　　　　　　　　　　　　（9）
もちろん，ヴィレのいうように，これを全く否定してしまうことは妥当でない

が，なお検討すべき余地が多く残されていることは事実であろう。

たとえば，アクテ・メレロヴィッツにおいては，固定費は区分化されているけ

れども，その区分の基準は明確でなく，製品群固定費が同時に場所固定費であ

るというように，部分的には重複した処理が生ずる余地がある。たとえば，ア

クテでは，固定費の区分化において，固定費をできるだけ多く上位のブロック

（したがって，第1に製品固定費）に帰属させ，上位に帰属できないものだけを下

位のブロックに帰属させるように考えられているが，その場合には，原価場所

固定費や領域固定費の額は，かならずしも，その場所や領域の固有の固定費を

（7）　Agthe，K．，Zur　stu徒nweisen　Fixkostend㏄kung，a．a，O．，S，748．

（8）拙稿前掲論文を参照されたい。

（g）Wi11e，F、，Direktkostem㏄hmng血it　stuたnweiser　Fixkostendeck㎜g？Eine　kri－

　tische　Stenungnahme，zfB，J929．1959，Nr，I2．S．74L
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反映していないし，またそこから直ちに除去可能な固定費を正確に求めること

は不可能である。

　しかも，アクテの説明では，ある生産場所や設備の固定費を，その部分をよ

り多く利用した製品（群）に「製品群固定費」としてより多く帰属せしめると
　　　（1O）
されるが，それは，必然的に固定費の配賦を行なうものであって，その限りで

は，全部原価計算への逆戻りとなるのではないであろうか。もちろん，この場

合でも，期問発生固定費がなおその期問の費用として全額賦課されるものと考

えられているならば（この点はメレロヴイッツの説明でも不明確であり，彼は生産数

　　　　　　　　　　　　　　　（11）
量を基準値として挙げている部分もある），収益・費用の全体的な対応という点では

直接原価計算的であるともいえる。しかしなお売上量に応じて固定費を配賦す

るというのであれば（これは負担能力主義という考え方に示されている），より多く

の売上高を持つ製品（群）に不当に高い固定費部分が割り当てられることにも

なる。そのために，個別的な収益力は正確には反映されないし，それを強調し

ていけば，直接原価計算そのものの利点も失なわれてしまうことになりかねな

い。

　更に問題とすべきことは，このような固定費の段階的な補償計算が，価格計

算あるいはそのための製品原価算定のためになされようとしていることである。

メレロヴィッツは，変動費（あるいは支出費用）が価格下限を決定し，固定費

または総限界利益（B・utto－Spame）が市場に対する弾力的要索となるという点

から，変動費と固定費との区別あるいは支出作用的原価と支出非作用的原価と

の区別を強調しているが，他方においてなお全部原価に基づく価格算定の必要

を認め，何らかの基準による各種の固定費の配賦計算を指示している（彼ばこ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（12）
れを一つの妥協とするのではあるが・・・…）。しの場合に各種の固定費の区分と

その補償の順序は緊急性に応ずるものとして考えられているので，固定費を全

（1O）　Agthe，K．，a．a．O．，S．748．

（11）　Meuemwicz，K．，a．a，O．，S．473£

（12）Mellerowicz，K．，a，a．O。，S，479任

刊
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体としてまとまったものとして見る場合よりも弾力的な価格算定を導く余地が

あるといえるが，しかし依然として問題は残されている。というのは，各種の

固定費を区分して配賦するとしても，それを強調して原価計算機構のなかに配

賦計算を導入するならば，制度的にも全部原価計算に立ち戻る危険が大きいか

らである。しかも，全部原価に基づく価格算定が，その目的とする市場適合的

な価格を導くか否かがここでは検討されていない。

　したがって，アクテ・メレロヴィッツによる段階的な固定費補償計算の提案

が直接原価計算を改善させるか否かはかなり曖昧である。もちろん，現在の段

階において，直接原価計算を修正し，部分的に全部原価計算に立ち戻ることが

決定的に誤まっているとはいえない。しかし，そのような方向には，それ自体

としての論理的な裏付けがなければならないのであって，少なくとも，アクテ

・メレロヴィッツの示した具体的な計算方法や計算シェーマにそれが認められ

ない限り批判されるべきであろう。

　たゴ，ここで示した具体的なシェーマや計算方法あるいは部分的説明の不備

を一応無視するならば，アクテの基本的な主張としての，＜直接原価計算にお

ける多面的な観点での固定費処理》という要請は，なお直接原価計算を積極的

に改善させる動因を含むものとして別に考えられなければならない。というの

は，そのような要請は，必ずしも全部原価計算へ立ち戻ることによってのみ生

かされるものであるとは考えられないからである。たとえば，直接原価計算と

予算統制との結合した形態の下では，原価場所毎に集合された固定費を更にい

くつかの観点で区分することによって予算統制制度のなかに取り入れることも

可能であろう。この点では，アクテ・メレロヴィッツの考え方は，その計算例

や計算シェーマに過渡的形態としての不備が多分に指摘されるとしても，その

基本的主張の意義は認められなければならない。

冊
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皿　リーベル：相対的な直接原価の把握に基く基本計算

　リーベルもまた固定費の段階的な補償計算をとり入れている。したがって，

その限りでは，部分的にアクテ・メレロヴィッツの場合と比較的類似した計算

　　　　　　　　　（13）
シェーマが見出される。

　しかし，リーベルは，アクテ・メレロヴィッツよりも遥かに厳密に間接費の

　　　　　　　　　　　　　　　　（14）
配賦計算を否定しているばかりでなく，伝統的な全部原価計算では，原価場所

別および原価負担者別の直接費・間接費の把握が不明確であるとしている。し

かも間接費の配賦に伴ってそれがより一層曖昧にされる結果，個々の原価の構

造や依存性について明確な認識を得ようとする場合には，もう一度原価場所計

算や，あるいはしばしば原価種類計算にまで立ち戻って詳細な手数のか㌧る特

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（15）
別な分析を行なわなければならないと述べている。

　彼は，このような欠陥を克服するために，個々の原価の構造や種々作用因へ

の依存性を原価種類計算や原価場所計算においてそのま㌧の形で明確に示すこ

とを強調し，わずらわしい特別な計算を要さずに原価計算の多くの目的に容易

に役立ちうるような基礎的な原価計算制度を確立しようするのである。その際，

（13）　リーベルの論稿は，アクテ・メレロヴィッツの論稿とほぼ同一の時期に現われて

　いるので，固定費の段階的補償計算とい5点だけをみれば，広い意味で同一の方向と

　して一括して考察することも可能であるが，私見によれば，リーベルの研究は基本的

　な全体思考において重要な特色を持つものであるので，この小稿では，これを独立に

　取り上げる。なお，ここで対象としているリーベルの論稿は，次の二つである。Riebel，

　P．，Das　Rechnen　mit　Ein・e1kosten　und　D㏄kungsbeitr邑gen，zfhF，J9．I　l，1959，He庇

　5，S．215凪および，Das　R㏄hnen　mit　re1畳tiven　Einzelkosten　und　D㏄kungsbeit一

　誠gen　als　untemehmerische　Entscheidungen　im　Fertigungsbereich，Neue　Betriebs－

　wirtscha旺，J9．14．1961．He冊7．s．145旺

（14）　Riebel，P．，Das　Rec1nen　mit　Einzelkosten　und　DEckungsbeitr盆gen　a．a，O．，S．

　214、とくに「基本計算」においては，リーベルは，この主張を本質的な出発点とし

　ている。また，価格計算上におけるメレロヴィッツのよ5な妥協は少なくとも上記二

　つの論文では問題とされていない。

（15）　RiebeI，P．，a．a．0。，S．214．

冊
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彼は，この基礎的な原価計算制度を，シュマーレンバッハの概念にしたがって
　　　　　　　　　　　　　（16）
r基本計算」（Gmndrechmng）と呼ぶ一方，多面的な計算思考の実質的な原理

　　　　　　　　　　　　　　　　（17）
を直接原価計算のなかに求めている。

　彼の論述は，ここで二つの部分に分れ乱その一つは，個々の原価の構造や

依存性を明確に示し，多くの目的に容易に役立ちうるような基本計算（Gr㎜d－

reChnung）の構造についてであり，その二は，この基本計算に結びついて，種

々の領域で期待される直接原価計算の機能についてであ孔実質的には，この

二つの部分は相互に結びつかなければならないものである。というのは，機能

面において要求される点が多ければ多いほど，基本計算の構造もまた変化して

くるからである。ナび，ここでは，体系的な理由から，二つ部分を区別してみ

てみることにするわけである・もちろん，リーベル自身は，その体系的な理由

のほかに，直接原価計算の機能を念頭に入れて，一定の内容をその出発点にお

いて持っているものとみられる。

　I　基本計算の構造

　リーベルは，基本計算（Grund・㏄hnung）の名の下において，原価計算の多

くの目的に対して，直ちに，あるいはできるだけ簡単な追加分析によって役立

ちうるような，経常的な原価計算の基礎構造を展開しようとしてい孔この場

合に，その前提となるのは，給付則・場所別の原価の帰属可能性と種々の原価

作用要因に対する依存性とを，原価種類計算・原価場所計算あるいは原価負担

（16）　Schma1enbach，E・Koste1〕rechmng　und　Preispo1itik，7AuH・1956K61n　u・

　Op1ad㎝，S．267冊シュマーレンバッハは，基本計算（Gmndrechnung）を臨時的に

　行なわれる特別計算（S㎝derr㏄hm㎎）の対応概念として用いている。ただし，基本

　計算は，特別計算も含めて多くの目的に役立つ基礎的な原価情報を提供すべぎもので

　あって，機能的には二つの計算は密接に結びつかなければならないとされる。

（17）　リーベルは，直接原価計算に結びついた基本計算の考え方の本質的な出発点を，

　ルンメルのBlo・kkost・n舵・bnungと従来の補償計算（D・・kung・・㏄hnung）の考え方

　に求め，また，レーマン（M．R・Lehma㎜）の収益計算（Ertmgska1ku1ation）やア

　メリカの実践のなかに生れたダイレクト・コスティングも，同様た方向にあると述べ

　ている。　Riebe1，a．a．O．，S．2I4．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　刊
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者計算において明確に，かつ詳細に把握することである。しかも，原価の帰属

可能性および原価の依存性による範躊別分類は，非常に相対的なものとして考

えられている。

　まず第一に，原価の帰属可能性，とくに直接費と間接費あるいは個別費と共

通費の概念は，何を関連要素として選ぶかによって，多様な内容を持つとされ

る。たとえば，原価場所的にみれば，すべての原価は，それが発生した場所に

対して直接的であるが（修繕費の如き原価も修繕費という補助部門を設ければ，

場所直接費となる），その原価場所直接費も原価負担者別にみれば，直接費とな

るものもあれば，間接費となるものもあ乱しかも，原価負担者に関連しても，

たんに製品だけではなく，販売面では，顧客先への訪問，顧客の注文自体，顧

客・顧客グループ，生産面では，生産中断，品種取替，労働者の雇用・訓練等

の関連要素が存在する。

　リーベルは，このような考察において，すべての原価が何らかの意味で直接

費として把握されることを示す一方，その認識がそれぞれいかなる関連要素に

対して意味を持っているかを注意して混同しないようにすべきであると述べて
　（18）

いる。このような認識は，同時に間接費の配賦計算の排除という主張にもつな

がっている。

　たお，ここでリーベルは，間接費を，「真の間接費」（㏄ht・G・meinkost㎝）と「仮定

の間接費」（un㏄ht・Gemeink0・t・n）に区別してい孔前者は，いかなる方法を用いて

も個々の生産物に帰属されえないものであり，後者は，その性質上直接費としてとらえ

られるが，経済性・便宜性の点から直接的な把握が断念されたものである。なお，「真の

間接費」のなかには，変動的なものもあり，それについては生産量に対して比例的な配

賦基準（Sch1usse1）が得られる場合も多いが，リーベルは，因果的な関係の上からはそ

れをなお不満足なものとしている。たとえば，アルカリ分解における電力の費消量は産

出量に比例的であるが，それは個々の生産物によって生ずるのではなく，中断プロセス
　　　　　　　　　　　　　　　　（19）
によって生ずるものであるとされてい孔

（18）　Riebel，P。，a，a，a，0．，S．215．

（1g）　Riebel，P．a．a，0．，S．216。
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　他方固定費・変動費の区別も相対的に考えられるぺきであり，たとえば，能

力利用，操業期問，注文規模その他の原価作用要因に関連づけられう孔リー

ベルは，これに対して，すでに個々の原価場所や原価負担者について，原価は，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（20）
その最も重要な作用要因に対する反応によって分類すべきであると述べている。

　なお，原価の帰属可能性と原価作用因別の原価範躊との間には，当然いくつ

かの交錯が生ずる。たとえば，製造注文の準備原価（Rustkosten）は，注文の

数に対して比例的であるが注文の規模に対しては固定的であり，また同時に注

文に対する直接費であるが給付単位に対しては間接費となる。

　そのほか，固定費の期間帰属については，これを三つに区別して考慮すべき

　　　　　　　（21）
ことが強調される。その一は，明らかにその計算期間に帰属される期間直接費

（給料，賃借料の如き経常的ないし短期的支出）であり，その二は，不規貝目的に生ず

るが，より長い期間には直接的に帰属しうる原価（小規模の修繕費，賞与等），そ

の三は，一回的・不規則的に生じ，しかも，不可測な長期間にわたって給付に作

用する原価（設備投資費，大規模な修繕費等）である。リーベルは，このうちの二

と三のものについては期間配分に恣意性が避けられないが，配分された場合に

は，ある問題だとえば価格計算の上ではr目標として与えられる補償貢献分」

（vOrgegeb㎝e　D㏄kungsbeitr身ge）またはr償却割当分」（AmOrtisatiOns・atc）の性

格を持つとしている。

　以上の点を考慮して，個々の原価の構造と原価依存性をできる限り明確に把

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（22）
握しうるための＜基本計算の原則＞をリーベルは次の四つの点に要約している。

　1イ〕すべての原価は，直接費として把握され表示される。しかも，それは，

経営の関連諸要素の階層のなかにおいて，原価がまさに直接費として把握され

うる最下層の場所において行なわれる。

　1口）間接費を配賦し，それを伝統的な原価計算の諸原則に従って最終の原伍

（20）　Riebel，P・a．a・O・，S・217・

（21）　Riebe1，P．，a，a・O・，S・217・

（22）　Riebel，P．，a．a．O・，S，218・

”
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場所および原価負担者に振替えることは，完全に断念される。

　い　ある期間に明確に帰属できないすべての原価は，r目標補償貢献分」また

はr償却割当分」（および引当額）として示される。

　H　個々の原価場所および原価負担者における最も重要な原価依存性の考慮

は一絶対的ではないが一望ましい。その際，とくに，原価の支出性（短期

的な支出に結びつくもの一長期的な支出に結びつくもの一一般には支出に結びつか

ないもの）に注意すべきである。

　これら四つの原則は，上述の問題群を包括するにはや㌧簡略にすぎる点があ

ると考えられるが，ひとまずこの原則を念頭に入れて，リーベルの示す具体的

原価場所グルーブ

　　A1
　補助部門

R2
20to

↓

R1
200to

↓

Z1
40to

F1

F2

原価場所グルーブ

　　A2
管理・販売部門

Z2
100to

R3
〆20的

Z3　　　　R4
60士。　　　20t・
　　　　　　　↓

F4
F3’

R5
12to
↓

R6
18加

60to
F5

・…　　↓
48他　72to

F6
80to

　　　　　　b　　　　　　　　　　　　C

　　　　　60柵　　　　　　　　　　90to

F。一F。：製造部門　　　　　　　ZrZ。＝中間生産物

Rエー五。＝原料　　　　　　　　　α一C＝最終生産物

　　　　　　　　　　　　　　d＝屑

第1図　「多工程の連結生産」の例における生産の流れ
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な計算構造を紹介してみよう。この場合に，例としては，第1図に示されるよ

うな連結晶生産の経営が選ばれている（リーベルは，連結晶の生産を選択したのは，

そこでは，とくに僅かな原価しか給付に対して直接に帰属できないからであると述べて

いる）。

　・）第1次的原価把握

　原価把握の実際の方法は，できるだけ多くの原価が直接的に把握される限り

において，従来の原価計算と殆ど変らない。しかし，リーベルは，従来の原価

計算では，この原則が守られないで，一定の原価場所と二足の原価負担者とへ

の原価財の投入が把握されるべき原始記帳の数値が純額として示されていると

いう。

　彼は，部門原価表において，原始書己帳の基礎にある自然的な帰属領域（natur・

liche　ZuOrdnungsbe・ciche）や関連要素（Be・ugsrδBe）が残されるように原価が集

計されなければならないとする。そこで，基本計算（Gmndrechnung）一策2

表参照一においては，原価場所や原価負担者にはたんにそれぞれの直接費の

みが示される。しかも，各原価はそれぞれの主たる原価作用要因に対する反応

と支出性とから生ずる原価範躊別に区別されている。たゴ，各々の原価の源泉

（Her㎞舳）ないし自然的な原価種類（n舳rlicbe　Kost㎝art㎝）は，その結果と

して一カ所に集中されず，各原価場所や原価負担者ごとに，いろいろな原価範

晴に区分して示されている。たとえば，人件費は，工a，∬a，∬bのグループの

下に示され，他方，原価負担者． i販売製品仏ろ，c）については販売直接費とな

冬もののみが示されることもありうる（表には現われていないけれども・…・・九

　b）第2次的原価把握（経営内的給付原価の計算）

　補助部門に発生する原価は，第一次的にはその補助部門の直接費として把握

される。それ以上の計算は，その部門給付の費消が，個別的に測定され，その

受取部門において直接把握できるような場合にのみ問題となる。この場合には、

その経営内的給付には，それぞれの変動費と個々の注文によって生じた直接的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　81
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第2表 基本計算の構造（経営内部給付の振替後）単位1，O00マルク

原価場所およ
び原価負担者

原価範曉（お
よび原価種類）

　I　変　動　費

　副）売上依存的原価

1　1）価額依存的

　　（たとえば，取引税

　手数料）

2　2）数量依存的

　　（たとえば運賃）

3　売上依存的原価合計

　b）製品依存的原価

4　（たとえば1）材料費

5　　　　　2）動力費

6　補助部門給付を除く

　製品依存的原価

7　直接的に把握された

　補助部門給付の直接

　変動費

8　製品依存的原価合計

9　o）操業時間依存的原

　　価

　　（たとえば1）動力費

10　　　　　2）人件費

11操業時間依存的原価

12変動費合計

　皿　準備原価
13目）短期的支出に結び

　　つく準備原価

14短期的支出に結びつ

　　く準備原価合計＊

15b）短期的支出に結び

　　つかない準備原価

製　造　部　門

FlF里F君F4F．F0

300　20　40　10　12　　9

105　　5　　3　　1　　1　　5

405　25　43　　11　13　14

一　　6一一　　6　9

405　31　43　11　19　23

30　10　　4　　　　　4　15

15　　5　12　　　　30　　2

45　15　16　　5　34　17

450　46　59　16　53　40

325123156
482　51　71　19　68　46

補管都
助理門　　　　　販売製品
部販
門売
4　4　側　わ　c

52　32　14

29　15　？

11

10

81　47　21

21

1－211一一

9　　　81　4フ　21

9　　　81　47　21

21　69

30　　69　　81　　47　　21

98

51

149

402

130

532

65

76

822

822

163

985
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（償却引当割当分）　301216　61224　4　6　　一一　　110

16直接費合計　　　　　51263872580？0　34　75814721　1，095

　＊変動費はすべて短期的支出に結びつくものと仮定されている。

な固定費が賦課される（たゴし，能力が過大に要求された時には，シュマーレ

ンバッハの効用計算Nut・cn・cchnungの考え方による異なった計算が必要であ

るとされるが……）。　それ以外の補助部門費は，配賦されずに残される（第2

表参照）。

　他方，受入部門では，賦課される補助部門給付の帰属可能原価がいかなる原

価範躊に付加されるべきかを再検討する必要があ孔たとえば，経営準備に役

立つ修繕費は，準備原価に付加され，しかも，当該計算期間に直接帰属されう

るもの（∬a）と数期間にわたって作用するもの（∬b）に区分して付加される。

たジ，その受入部門がすでに引当金を設けているならば，長期間についての特

別計算において，付加された引当金と実際に要した修繕費を累積し，移動平均

によって調整すべきであるとされる。また，賦課される補助部門の原価が受取

部門の機械・設備の稼動時間と明らかに比例しているとみられるときには，そ

れを操業時間依存原価（∫C）に帰属させることができ孔たジし，リーペルの示

した例では，補助部門の給付は，最終製品の生産数量とその種類に関連してい

ると仮定されているので，補助部門の生産量依存的変動費は，そのまま，受取

部門巧，馬，F6’の製品依存変動費のみに賦課されている。

　かくて，経営内部給付原価の計算によって基本計算が終乱リーベルは，こ

れを第2表のような図に例示している。なお，ここでは製品依存的原価が原価

統制等の目的のためにまず最初にその発生場所で示されたが，それを更にその

場所内でのいくつかの製品に帰属させることも可能であるとされる。たゾこの

例では，それぞれの場所では唯一つの製品のみが生産されると仮定されている

　　　　　　　　（23）
のでその必要はない。

（23）　Riebel，P、，a．a．O．，S．220£
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　2．基本計算の機能

　リーベルによれば，＜帰属領域および原価態様（原価範躊）によって原価の

賦課とグループ化とを行なう》基本計算は，原価計算の諸目的に応じた原価デ

ータの多様な結合と迅速な追加処理を可能にする礎石を提供するものであるが，

個々の目的に応じた利用面での機能については次の三つを挙げている。

　i）　経営活動の統制と処理目的のための有用な指標値（Kenn・ah1en）の算定

　ii）詳細な補償貢献計算（Deckungsbeitragsrechnun9）

　iii）通常の原価負担者計算

　しかし，iii）の問題については，直接原価計算による棚卸資産評価の問題に

ごく簡単に触れられているだけなので，主たる考察は，i）とii），なかんずく

ii）の補償貢献計算の問題に向けられている。

　ω経営活動の統制と処理日的のための指標値の算定

　リーベルは，原価計算が多くの目的に役立ちうるためには，第2表のような

原価集計表と共に，第3表のように，具体的な利用に関連した重要な指標値を

　　　　　　　　　　　　　　　　（24）
併せて表示すべきであるとしている。

　　　　　　　第3表直接原舳計算（基本計算）利用のための指標値

　　　　　　　　　　　　　A．製品についての指標値

製
ロロロ

α
あ c

総単位売上価格 10，350．一 5，983．33 1，833．33

∫α　1）価格依存的販売直接費

@　　　1マルクの総売上価格当り O．08 O．09 0．08

∫α　2）数量依存的販売直接費

@　　　生産物単位当り 483．33 250．一 77．78

乃　3）生産依存的原価

@　　　生産物単位当りの㍑鵜 333．33

W3．33

200．一

P6．67

100．一

T5．56

4）生産物単位当りの生産依存的原価 516，6フ 316．67 255．56

（24）　Riebel，P。，a．a．0．，S．224．
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　　　　　　　B．生産一原価場所についての指標値

1）生産依存的原価：

生産一原価場所　　　　F士

a）場所の産出量　　2，205一

　　当り

b）場所の連結晶　　2，025、

　　投入量当り

F2

517．

775．

F3 F4 F5 孔

358．一　　　138．一　　　317．一　　　256．一

430．一　　　183．一　　　396、一　　　319．一

2）操業時間依存的原価1

3）短期的支出に結びついた準備原価：

l11驚∴∵∵llザ
　　投入量当り

4）短期的支出に結びつかない準備原価：

里）＊計算期間当り　30，O00．一12，000．一16，000．一6，000．一12．O00一一24，000。

b）＊生産時間当り　　　30．’　　12．．

o）右場所の産出量　　　150．一　　200．一

　　当り

d）＊場所の連結晶　　　150．一　　300．一

　　投入量当り

16．一　　　　　61－　　　　i2．一　　　　241

133．一　　　　75．一　　　200、一　　　267，

160．一　　　100．一　　　250．一　　　333．

＊第2次的指標値

　この表では，原価負担者および原価場所別に，各種の原価指標がそれぞれの

主要な作用因別に算定されている。原価場所に対しては，種々の原価乾田壽に対

する原価指標値がいくつかの自然的な関連要素の考慮の下に算定されている。

関連要素としては，第一に，それぞれの原価範蟻と直接的に比例関係にあるよ

うな要素が選ばれ乱たとえば，製品依存的原価に対しては，産出数量，原材
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料g投入量等が選ばれ，その結合関係が問題とされ孔操業時間依存的原価に

対しては，生産時間，準備原価に対しては，計画把握期間が用いられる。

　いずれにせよ，自然的な因果関係にある関連要素に基く指標値が算定されな

ければならないとされる。

　たゾ，一定の問題設定に対しては，それ以外に，その関連要素が，原価に対

して，因果的な関係ではなく，目的一手段関係に立つような「第2次的指標

値」も意味をもつとされる（第2表＊の印を付したもの）。　さらに，数量・時

間に関する諸統計に結びついて，なおいくつかの重要な指標値も算定しうる。

補助部門や一般管理・販売部門に対しては，生産物数量ではなく，その部門に

適した，特別な作用因や給付対象が考慮されなければならない。

　たゾ，リーベルは，このような指標値の具体的な利用方法には言及していな

い。しかし，これらの指標値のいくつかは，次の補償貢献計算のなかでも生か

されており，基本計算の構造ないしそのため原価集計表と多くの原価データの

利用面とをつなぐ一段階としてこれを指摘しているのは意義のあることである。

　∫2）補償貢献計算

（2－a）補償貢献計算のシェーマ

　補償貢献計算（D㏄kungsbeitragsrechnung）の概念は，アクテ・メレロヴィッ

ツの場合と同様に，直接原価計算における限界利益（B・utt0－Gewim，marginal

　　　　　　　　　　　　　（25）
inCOme）の計算を意味している。しかし，リーベルの場合には，上述のような

多目的な利用に役立つ広範な基礎計算としてのr基本計算」がその基礎におか

れるので，その補償貢献計算の内容もより一層多様化されうると暗に考えられ

ている。

（25）補償貢献額（D㏄kungsb・itmg）という用語は，奇異に感ぜられるかも知れない

　が，これは，売上収入から出発して，それが種々の原価をいかに補償していくかとい

　5者え方から導かれたものである。それは，原価から出発して。収入に及ぶ考え方と

　は逆になるので，リーベルは，この補償貢献計算を逆計算（retrograd・R㏄hnung）

　として特色づけている。R三ebel，R　a・a・O・，S・226・
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第4表 装晶および部門（製品グループ）別補償貢献計算

総　額 α1 α2 側舌 α4 α5 α5 伽

1定価売上額
2（一）割引額

6，449，718

1，142，378

408，866

67，655

1，058，612

194，091

862，505

14フ，288

2，165，104

396，305

521，97？

86，709

655，574

116，31？

？η，080

134，013

3純売上高
4　（一）価格依存的直接費

・）販販手数料

b）取　引　税

。）特　許　料

d）値　　　引

5，30フ，340

180，6ユ3

103，469

64，449

83，956

341，211

ユエ。449

6，540

4，090

5，560

864．521

29，648

17，333

10，583

13，？69

？15，217

24，三55

13，729

8，629

11，218

1，768，799

60，626

34，607

21，631

28，150

435，268

14，617

8，349

5，224

6，789

539，257

18，357

10，487

6，562

8，368

643，06？

21。フ61

12．424

7，780

10，102

5減額された純売上高I

6（一）運賃

4，874．803

　269，062

313．572

13．？35

793，118

45，585

65？，486

30，2ヲ5

1，623．785

　93，470

400，289

19，936

495．483

25，342

591．100

40，73ラ

ラ減額された純売上高I
8　（一）直接変動材料費

4，605．741

2，967，3？0

299，837

163，546

？47．603

457，118

627．229

362，125

1，530，315

964，379

380．353

244，916

270，141

333，081

550，263

442，205

…≡

10

加工貢献額

（一）変動作業費

＊11変動的な製品直接費を越える
　　補償貢献額

　　参考資料：全部原価計算に基
　　く単位利益指標値

11a）作業時間当りの補償貢献額

11b）機械時間当りの補償貢献額

11c）売上高（1〕に対する補償パー

　　　セント

1，638．371

　361，094

1，277．277

一204，490

10．61（φ）

10，17（φ）

19．80（φ）

136，291

30，116

106．1？5

9，208

10．58｛3〕

11．91｛2〕

25．97は〕

290，485

30，835

259，650

6，555

25．26（ユ〕

12．69（1〕

24．53（2〕

265，104

68，η0

196，334

一13，313

8．5914〕

11．78｛3〕

22．76｛3〕

565，936

99，972

465，964

一g，078

13．98｛2〕

11．14｛4〕

21．52｛4〕

135，437

41，382

94，055

一32，？92

6．8215〕

9．3315〕

18．02｛5〕

137．060

56，99フ

80，063

一8？，361

4．2117〕

6．3216〕

12．21〔6〕

108，058

33，022

75，036

一107，？09

6．8216〕

5．一7〕

9．6617〕 ㌻
婁
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　部　門：　　　A　　　B　　　C
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位1000マルク）

＊11変動的な製品直接費を越える補償貢献額　　　　　　　1．277　4．126　3．010

12（一）変動的，支出作用的な補助部門給付の直接費　　　　148　　320　　240

13各部門の変動的支出作用的吐直接費を越える補償貢　　1．129　3．806　2，770

　　献額

14　（一）各部門の固定的，支出作用的な直接費　　　　　　　　51　　140　　m

15その直接的な支出作用的原価を越える部門A，B，　　i，0？8　3．666　2，600

　　Cの補償貢献額
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7．334
16（一）固定的た支出作用的補助部門費
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　82117（一）各部門の支出作用的間接費（管理・販売間接費
　　を含む）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4’131

18流動性に作用する貢献額（処分可能貢献額）

19（一）減価償却費その他の支出非作用的原価

20純　　　損　　　益

2．392

　348

2，008

　たとえば，売上高と直接原価の差額としての補償貢献分（限界利益）は，時

間給付，投入された生産要素の各単位に対して直接的に関係づけられる。また，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（26）
平均原価または限界原価が越える余剰が問題となりうる。更に，売上収入から

控除される原価範嬢の種類に応じて，各生産物ごとに，「変動費を越える補償貢

献分」，「支出に結びついた原価を越える補償貢献分」，「総製品直接費（固定費

を含む）を越える補償貢献分」の関係が明らかにされる。同様な区分は，原価

負担者グループ，原価場所，原価場所グループ，およびたとえば販売地域のよ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（27）
うなその他の関連要素に対しても妥当する。

　たゾ，実際の状況のもとで，このような多様な分化をどの程度考慮すべきか，

とくに，固定的間接費と変動的問接費の大きなブロックがどのように区分され

（26）ここで，平均原価と限界原価とが何を意味しているか必ずしも明確でないが，リ

　ーベルの考え方によれば，通常の直接原価計算における平均変動原価以外に，直接原

　価の相対的な把握に基づいて個々の状況に栄げる厳密な意味での限界原価が彼の基本

　計算においてある程度まで把握されうるという主張が読みとれないではない。

（27）　Riebel，P．，a．a，O．，S，225．
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るか，また売上収入から控除すべき原価乾田壽がいかなる煩序によるかは，その

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（28）
時々の問題の設定と経営の特性によるとされる。第4表は，一定の状況のもと

で，生産プログラムの計画における種々の収益力を明らかにするために展開さ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（29）
れた，補償貢献計算の一つのシェーマである。

　この例では，まず定価による総売上高から，売上割引額が控除されて，純売

上高が算出される。次に，販売直接費のうち，まず，価格または売上金額に依

存するもの（販売手数料，取引税，特許料等）が控除され，その後で，いくつかの

要因に依存する販売費（運賃等）が控除される。この販売直接費の控除後の余剰

分は，生産その他の部門に賦課されるが，そのなかから更に直接材料費を控除

したものは，加工貢献分（Vcrede1ungsbeitrag）と呼ばれる。その後，変動的な

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（30）
製品に直接帰属可能なその他の原価（製造賃金，変動的動力費等）が控除されると，

r製品直接費を越える補償貢献額」が得られる

　しかるに，それ以後の計算は，製品別，注文別に行なうことは意味がない。

というのは，それ以後の製品別・注文別計算のためには，間接費の配賦が避け

られないからである。そこで，第4表では，第11欄を境として，補償貢献計算

は，製品別計算から一時には製品グループ計算を経て一場所別計算に切替

えられる。

　場所別補償計算は，12欄以下にみられるように，更にいくつかの段階に区別

して行なわれている。このなかで，リーベルは，とくに支出作用性を重視し，

r単位計算上の収入剰余または流動性作用的な補償貢献分」（ka1ku1atOrischer

Einnahmen此erschuB　od．1iquidi協tswirksamer　Deckungsbeitrag）が通常の期問

（28）　Riebel，P・，a・a・O・，S・227冊

（2g）　Riebe1，P・，Das　Rechnen　mit　relativen　Einzelkosten　und　Decklmgsbeit鵡gen

　als　Grandlage　untemehmerisch6r　Ent畠。heidungen　im　Fertigungsbereich，Neue　Be・

　t「iebswirtsc11a丘，Jg．14．1961．He脱7．s．148．

（30）製造賃金が固定的な準備原価とみなされるべき’ならば，この欄ではなく，生産場

　所の直接費　　この例ではi4欄一に含められるぺきであるとされ私Rlebel・P・

　Das　R㏄㎞en　mit　Einzelkoミten　und　D㏄kungsbeit鞠㎝，a．a．0。，S．227注15〕。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（31）
成果よりも遙かに重要であると述べている。

　なお第4表の例では，生産の流れが平行的であるが，前の例の連結生産物の如く，生

産の流れが派生的である場合には（第1図参照），個々の原価部門がその上位の部門また

は企業全体に提供する補償貢献額は，その部門が下位の部門から受ける補償貢献分より
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（32）
その部門の場所直接賢一または製品クループ別の変動費　　を控除した額となる。

（2－b）補償貢献計算の機能

　ところで，このような補償貢献計算の機能は，第4表にすでに示されている

ように，第一に，生産プログラムの計画のために，製品別の収益力を種々の補

償貢献額の形で示すことにある。しかし，その機能は，さらに種々の計算値の

組み合わせに応じて，厳密化される余地もあるし，その適用領域も，価格計算，

生産方法の選択その他の経済性分析に拡大されるものと考えられている。

　製品収益力の厳密な比較のためには，単位当りの補償貢献額（単位当りの限界

利益）の比較の他に，第4表11a）一。）欄に示されているような特定の要素に

関連した特別な補償貢献額（作業時間当りの限界利益率，製造時間当りの限界利益率，

P／V　mti・）を参照する必要がある。これは，その要素がとくに稀少である場合

に必要である。隆路要素は，技術的・市場的条件によって異なる。また，ここ

で作業時間当りの限界利益が指標として示されているのは，労働力の不足して

いる今日の状態を示しているわけであり，リーベルもとくにそのことを指摘し
　　（33）
ている。

　ところで，隆路要素が存在する場合には，隆路要索単位当りに最高の貢献補

償額をもたらす製品をより多く生産することによって，全体企業利益がより多

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（34）
く高められるとされる。たとえば第2図に示されるような状況が存在するなら

ば実線の勾配の高い製品をより多く生産する方が，より早く固定費を回収しう
る。

（31）　Riebel，P・，a・a・0・，S・230

（32）　Riebel，P．，a．a．O。，S．228．

（33）　RiebeI，P．，Das　Rechnen　m三t　reIativer．．．．．，a，a．0．，S．148．

（34）　RiebeI，P．，a．a．O．，S．14g．
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生産時間（1，O00時間）

　　　　　　　　第2図　作業時間についての製品補償貢献額の累計

　　　　　　　　　　　　と部門Aに帰属された全部原価との比較

　　　　　　　（35）
　また，第3図のように，操業時間に依存する当該部門の変動的な直接費を各

製品の限界利益（そこではすでに製品直接費は考慮されている）のほかに考慮する

必要があるならば，積み重さねられた固定費直線の勾配と平行に経過する製品

α5の生産は企業利益に対して中立的であり，割線α6のように，その勾配が下

回れば，製品α6の生産は逆に企業利益を減少せしめることが分る。

　なお，回収すべき各種の原価（主として固定費）は，回収の必要度あるいは緊

急度の強さに応じて下から順にづみ重さねられている。ここで，リーペルは，

（35）　Riebe1，P．，Das　Rechnen　mit　Einzelkosten．．．．．、，a．a．0。，S．235
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（10，000マルク）
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ao

鱒1

’

　　　　　　　1002003004005006007008009001000
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　陸路の設備時間

　　　　　　　　　　第3回　目標と実際の補償貢献額の累計

価格政策に関連して，販売管理者は，目標補償額がそれぞれの時点でどの程度

充当されたか，また残りの期問で低価格政策をなしうる余地がどの程度あるか

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（36）
を，これらの図表から知ることができると述べている。この場合に，達成され

た補償貢献額の累計直線と区分化された目標補償額（Deck㎜gssO11）の直線との

比較は，販売管理者にとっての絶えざる警戒指標となるが，とくに市場変動が

激しい時には予想売上高に対応する区分化された目標補償額の表示は，価格政

策的にも有効な補助手段となる。なお，隆路プロセスの利用単位当りの最小補

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（37）
償貢献を給付単位当りに間接的に指示することが妥当であると考えられている

一この点は，後に述べるべ一ムの標準限界価格（Standa・d－Gr・n・preis）での

価格政策の考え方に通ずる。

　更に，完全操業の場合の生産方法選択（Ve曲hrenswah1）については，第5

（36）　Riebel，P・，a・a・O・，S・236・

（37）　Riebel，P・，a・a・0・，S・236・
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　　　　　　　　　（38）
表の例で示されている。この例では，生産方法Iと皿との二つの方法が同時に

利用可能であるが，両方法とも，機械時間が全体計画の上で隆路（稀少要素）

第4表　完全操業におけるプログラム選択と方法選択

　　　　の結合した状況に対する補償貢献額の算定

方法　I 方　法　I

α
6 ‘：

切
あ c

単位　価　格 15．一 4．一 9．一 15．一 4一 9．一

（一）単位変動費 51一 2．一 3．一 9．一 亘．5 7．一

単位補償貢献額 10．一 2．一 6．一一 6．一 2．5■ 2．一一

’ ’ … 一 凹1時問当りの産出量 1 2 1．5 玉．5 2 2

1機械時問当り補償貢献額 10．一 4．一 9．一

L 一
9．一一 514’

■
4、一一

’ 一方法Iに対する方法Iの補償

貢献差額 十1 一1 十5

となる。そこで，方法∫と∬をいかに有効に使って，製品α，あ，oをそれ

ぞれどれだけ生産するかが問題とされる。

　方法∫で製品αを生産し，方法∬では製品わを生産することが有利なよ

うにも考えられるが，実際にはそうでない。つまり，方法∫では可能な限り製

品。（残りの時間で製品あ）を生産し，方法∬では，可能な限り製品α（残

りの時間で製品ろ）を生産する方が全体として有利である。というのは，方法

∫における製品αの時間当り補償貢献額（D耽）と方法∬における製品αの

時間当り補償貢献額（DB他）との差が小さく，しかも，方法Iにおける製品。

の時間当りの補償貢献額（DB∫わがかなり大きいからであ孔正確に示せば，

（D助。－DB〃皿十DB北一DB〃。）がプラスであるためである。

　リーペルは，このような計算が多くの場合により厳密な数学的手法によらね

ばならないと述べ，またそのためには計算機の手を借りなければならないとし

ているが，その考え方はあくまでも全部原価計算ではなく，直接原価計算に従

（38）　Riebel，P。，Das　R㏄hmn　mit　relativer．…、。，a．a．O．，S．150．
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って導き出されるものであることが強調されている。

　3．総括的考察

　以上，リーペルの所説をかなり詳しく紹介したが，彼の主たる論点は，直接

原価計算の多面的な機能がより完全に，かつより容易に発揮されうるように，

その原理的な考え方を念頭に入れて，経常的な基礎的な原価計算制度としての

「基本計算」（Gmndrec㎞u㎎）一それは，前述のように，シュマーレンバッ

ハの概念に基づくものであって，そこでは「原価計算の種々の目的に応じて臨

機応変に特別な計算を容易に実行しうるような明確・詳細な原価データを提供

しうる経常的な基礎的原価計算制度」として定義されている一を根本的に検

討し直そうとしている点にあるように考えられ乱

　その試みは，上述のように，原価種類計算一原価場所計算一原価負担者

計算において，各種の原価の相対的な帰属可能性とそれぞれの主要な原価作用

要因別の原価の区分を明確に把握しようとしている点に現われている。

　たゾ，彼の示した例示や説明のなかには，なお若干の曖昧さが存在している。

　たとえば，彼は，原価の短期的支出性とその他の重要な原価範蟻別の区分を

提唱しているが，変動費＝短期的支出原価と前提している点については批判が
　　　　　（39）
存在している。つまり，この前提は必ずしも妥当せず，したがって，変動費を

も支出作用的原価と支出非作用的原価とに区分しなければならないとすると，

原価計算全体の体系がくずれてしまうというのである。この批判を克服するた

めには，すべての原価の支出性の区分を「基本計算」のなかで取り上げる特別

な工夫，あるいは，それが不可能であれば，予算体系との結びつきに対して更

に特別な工夫がなされなければならないであろう。

　また，個々の原価場所や原価負担者において主要原価作用要因への依存性を

考慮することが望ましいとされるが，何が重要な原価作用要因であるかは特別

（39）　seicht，G．Die　stu胎nweise　Grenzkostenrechnung，zf丑．J9．33．1963．Nr，12．

　S．701．

94



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西独における直接原価計算の諸形態　（小林）

に説明されていない。そのために，直接原価計算思考の中心におかれていた

＜操業度への原価依存性》と彼のいう種々の原価依存性がどのような関係にあ

るかは必ずしも明確ではないし，それによって，時には直接原価計算の基本原

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（40）
理が破壊されるという危険が全くないわけではない。更に，一つの原価場所に

おいて，いくつかの作用要因が他の原価場所との相対的な関係で等しく重要な

ものとして問題とされる場合があるが，それを「基本計算」の構造のなかでい

かに処理すべきかについては，具体的な説明がない。

　しかしながら，反面において，直接原価計算が経常的な制度として確立され

るためには，それは単一の目的に対して有効であればそれでよいということに

はならない。内部的な必要からみても，経常的な原価計算制度は，種々の経営

計画，予算統制，価格政策，原価管理等に対して少なくとも基礎的な原価情報

を提供しなければならないわけである。

　その意味において，リーベルが，場所・負担者において個々の原価を種々の

関連要素別に相対的に把握・表示し，直接原価計算の多面的な利用の基礎を形

成しようとしている点は，従来の単純な原理的主張にとどまるものよりも現実

的であるといえるのではないだろうか。

　たとえば，リーペルは，固定費を，能力利用，操業期間，注文等の種々の関

連要素に対して相対的にみようとしているが，それが基本計算のなかに明確に

把握されるならば，全体的な利益計画ばかりでなく，個々の処理的決定（ロッ

ト・サイズの決定，工程管理，長期個別計画等）にも役立つ基礎的な原価情報

が容易に提供されうるであろう。

　更に，原価場所・原価部門別に固定費・変動費の概念を相対化し，しかも帰

属可能性を明らかに表示しようとしている点は，場所的な原価管理にも強い関

心を払っていることを示すものといってよいであろう。というのは，たとえば，

変動費・固定費は，全体利益計画については主として全体生産量に対する態様

（4o）上言己のザイヒトにもそのような批判がみられる。seicht，G・a・a・O・，S・7go・
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として意味があるが，場所的な原価管理のためには，場所給付に対する依存性

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（41）
が問題となり，，それは，必ずしも一致しないからであ乱

　われわれは，このような観点において，変動する経済状況からの諸要求の充

足と原価計算，なかんずく直接原価計算の多様な機能の円滑性とを，基礎的な

原価種類計算や原価場所計算のなかにいかに確保すべきかをあらためて考えて

みるべきであ乱その意味では，リーベルの基本的な構想を支持して，それを

より明確に具体化する方向に向わなければならないといえるであろ㌔また，

リーベルは，彼の原価計算をEin・elkOstemechnungを名付けているが，単純に

帰属可能性だけを問題としているのではなく，帰属可能性と原価範鷹（変動費・

固定費等）とを結びつけて考察しているのであって，その基本的な主張は，原則

的には直接原価計算に基づくものであるといえる。なるほど，リーベルにおい

ては，操業度への依存性が中心原理として必ずしも明確に表面化されず，むし

ろ多数の原価作用因への依存性と場所的帰属可能性をそのまま直接的に示すこ

とに重点が置かれているけれども，また，それのみに終るものでなく，むしろ

種々の原価指標値や給付一時間当りの限界利益等を通じて製品・原価負担者へ

の依存性が，従来の直接原価計算以上に多面的に把握されうる余地があるので

はないだろうか（リーベルの説明自体では十分に明確でないが……）。一ま

た，その方が直接原価計算の内容を外延的に拡大するとも考えられる。

　他方，基本計算の利用は，補償貢献計算（D㏄㎞ngsbeitrags・cchnung）を中心

として論述されているが，この点は，まさに直接原価計算的である。しかも，

すでに述べたように，基本原価計算のなかで個々の原価が明確に種々の原価作

用因別に区分され，また原価場所・原価負担者別に直接的に把握されているの

で，その時々の市場的・技術的条件に応じた補償貢献計算の内容がより多様化

され，弾力化されると期待されるわけである。リーベルの示した例示において

（41）　このよ5な事実はわが国でも次第に認識されてきているが，滝ロー一雄編「ダイレ

　クド・コスティングと予算統制（その二）」会計68巻5号，30年11月，74－5頁にはす

　でにその指摘が見出され飢
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も，種々の区分による補償計算（それは，たんに固定費だけでなく，変動費について

もみられるし，また場所別にもみられ，更に販売費のよ5に，その他の原価作用因別

一まず，価格依存的なものを控除し，次にいくつかの要因に依存するものが控除され

る）や隆路要素に関連した指標値の設定，あるいは限界利益のなかでの直接変

動費以外に操業時間依存変動費の特別な考慮（第3図）等にそれが現われてい

るとみられる。

　たジ，個々については，リーベルの例示計算は，次のべ一ムにみられる数学

的な線型計画方法にくらべて不完全である。とくに，リーベルの例示では隆路

要素は一つに限られているが，全体的組み合わせのなかでは，いくつかの隆路

が現われうる。しかし，これについては，基本計算から出発した特別計算への

一つの例示を示す限りにおいて，ここではあえて問題とすべきではないかも知

れない。

　最後に，リーベルは，決算報告書における棚卸資産原価の直接原価での評価

に対して，直接原価が価格下限の原理として妥当するが故に実現主義的意味で

　　　　　　　　　　（42）
正しいと述べているが，これは財務会計上の観点からみて明らかに疑問の多い

ところである。しかし，この問題は，最初に述べたように，この小稿のなかで

論ずるには，不適当であると思われるので，別の機会にゆずることにしたい。

　　　　　　　　w　べ一ム・ヴィレ：直接原価計算と

　　　　　　　　プログラム・プラ又シグとの結合

　べ一ム・ヴィレは，その共著『直接原価計算とプログラム・プラヌング』の

　　　　　　　　　　　　　　　（43）
序説において次のように述べている。

　　「シュマーレンバッハの意味する限界原価は能力利用の函数である。

　しかるに今日，実践の計算係が＜限界原価》を計算する時には，その計算は

（42）　Riebe1・P・・Das　Rechnen　mit　Ein261kosten　l．．・．、1a・盆．O．・S・237・

（43）B6hm，H・H・und　Wi11e，F。，Direct　Costing㎜d　Pmgrammp1anung，1960，

　M損nchen，S，13＿15、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鯛
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常に部分原価＜のみ》での計算を示している。………・・

　同じことは，直接原価計算（D虹ect　COsting）の制度における分離可能な，し

たがってまた帰属可能な原価にもいえる。この場合でも，限界原価は，変動原

価予算の給付比例的原価によって一定額として定められ，能力利用は顧慮され

ない。

　われわれは，今日，生産能力の完全利用時の限界原価を，費用（Au㎞and）か

らの分析したがって通常の原価分析によって算定することが不可能であると知

っている。そのような状況には，いくつかの理由で，むしろ，経済的に稀少な，

したがって，完全操業された部分能力の給付単位に対して，……実現しうる部

分限界収益（Tei1・Grenzertrag）を求めることが必要であり，しかもそれは比較

的容易に実行可能であると証明されている。そして，給付単位の評価は，この

部分限界収益で行なわれる。」

　ここで，この部分限界収益は，機会原価（0pportunity　costs）概念によって基

礎づけられる。すなわち，

r一生産物単位に対しては，たとえば製造において，回転時間の形で給付単位

が費消される。これが実質的な原価財（reaIes　Kostengut）である。その費消は，

この給付単位を，他の生産物のために，または他の市場において，利益が得ら

れるように使用することを断念せしめる。すなわち他方面への使用が妨げられ

ることによって，計算された限界収益が失われるわけである。この限界収益は，

したがって，もはや失われる収益価値ばかりでなく，同時にまた，＜回転時間

》という給付単位を他に使用した各場合の原価価値でもある」と。

　そして，べ一ム・ヴィレは，

r実際において，われわれは，能力利用がその給付能力の限界に達しない間は，

弾力的な原価予算の助けを借りることによって，原価の経過と限界原価とにつ

いて，妥当な説明を非常によくなすことができる。けれども，この説明は，

＜完全操業》時には妥当しない。というのは，この場合，期間原価は，直線的
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には上昇せず，おそらく，拡大投資が必要となり，単位当りの分離可能原価

（帰属可能一小林）は・増加する費用（Au㎞and）ではなく一年そらく費用は増

加しないが故に一一1むしろ，多くの場合，抑圧された生産の他方面に引き去

られた利益によって定義づけられるからである。これらすべての問題に対して，

直接原価計算制度のみに依存する計算係は無力である。

　この場合には，限られた生産能力のなかでの成果最適の生産一販売プログ

ラムの決定という特別な課題に対して展開され，しかも，このプログラムに経

営給付の計算上の評価を調和させるような，計算方法・計画方法のみが有効で

ある。それがプログラム・プラヌングである。

　直接原価計算の計算技術，すなわち弾力性予算からの限界原価の導出は，そ

の際，個々の部分能力の給付価値の下限を決定することに対してのみ必要であ

る。プ1コグラム・プラヌングに対するこのような補助手段として役立つことに

おいて，直接原価計算は意義を持つ」

と述べている。

　この主張からすでに明らかなように，べ一ム・ヴィレは，とくに計画計算の

面における直接原価計算の機能を問題とし，この点における直接原価計算の限

界を克服するために，更に数学的手法を中心とする計算方法としてプログラム

プラヌンク（線型計画，非線型計画）の手法を導入しようとするわけである。

　このような主張は，他の多くの論者によって一しかも西ドイツばかりでな

くアメリカや日本においても一指摘されている点であって，隆路が存在する

場合には，製品単位当り限界利益ではなく，隆路要素単位（機械時間その他）の

限界利益の大きい製品を選択する方が有利であることは，しばしば指摘されて

いる。

　しかし，その殆どは，制度的にいわば特殊計算としてそれを行なう必要があ

ると考えているのに対して，べ一ム・ヴィレは，計画機能の面から一あるい

は制度観から離れて一，それを原価計算あるいは計画計算の一般原則として
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強調し，しかも，価格計算，部門成果計算，原価管理あるいは投資問題等の関

連領域にまでそれを展開しようとしているのである。

　そして，生産能力が不完全にしか利用されない時には直接原価計算は，正当

　　　　　　（44）
な結果を導くが，生産能力が完全に利用される場合には単なる費用分析でなく

他の犠牲利益を考慮しなければならないが故に，直接原価計算は，無力である

ばかりでなく，計画計算の一般原則に反するものとして否定されるのである。

　他方，隆路要素についての部分限界収益の考え方はシューマレンバッハの

Grenzmtzenのそれに基づくのであるが，従来では，限界収益を個々の部分能

力に分割（帰属）させる有効な方法がなかったために実際には用いられなかっ

たのに対して，今日では，リニアー・プログラミング等の数学的なプログラム

・プラヌング手法によって比較的容易に解決されるようになったと指摘されて

　（45）

いる。

　プログラム・プラヌングは，かならずしも数学的に行なわれる必要はないが，

数学的・組織的な観点から二つのタイプに区分される。その一つは，リニアー

・プログラミングであり，売上収益が期間の販売数量の1次函数となる場合に

適用され，その二は，非線型計画であって，結合的な需要をもつ一揃いの販売

品等における積極的な販売価格政策が許される場合に適用され，しかも実際に
．　．　　　　　　　　　　　　　　　（46）

より多く問題となるとされる。たゾ，後者は，直接的に解きえないで，間接的

に2次式または時間的に段階的に解かれねばならない。

　直線の問題としては，たとえば，

　純売価久（製品1，2，……后・・一m）

（4斗）　というのは，生産物を標準限界原価　　ここではとくに弾力的な標準原価予算が

　前提とされているのですべて標準という言が付せられている一で評価すると，ずで

　に投下された固定費に応ずる能力利用には全く原価が計算されないことにたるとして

　も，単純な生産時間の増加とそれに伴なう当該生産要素在高の利用は，少しもその能

　力費用を増加させないし，また他の生産物における利益を減少せしめないからである。

（45）B6hm，H．H．u．Wille且，a．a，O、，S．14．

（46）Bδhm，H．H・u．Wi11e，F．a．a．O．，S．186£
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　直接材料費……榊

　製造・販売の標準限界原価（能力に余剰がある時にのみ適用される）……為止

　個々の部分能力における技術係数（1単位当りの標準負荷時間）……α、硅

　可能な負荷時間ろ、（部分能力1，2……4……m）

等の与件のほかに，各部分能力に対する部分価値創造率（Tei1－Wertschδp趾ngen）

ないし給付収益率（Leistungsert・agss身tze）ω．が導入され，各製品ごとに，次の

条件式の下で，増加する価値創造と犠牲分との比較が行なわれる。

　　　αユバωユ十勿。パω。十”跳・ω。十・・…・十α舳・ω冊≧クrmr外

　この式の左側は，ある製品を導入した場合に消滅する単位当りの限界収益ま

たは限界成果を示し，右側は，増加する限界成果を示している。この問題は，

更に次の条件を入れることによって数学的に完全となる。

　　　ろゴω1＋う皇・ω2＋……十ろ皿・也O冊→極小

　　　ω、≧0

　そして，給付収益率叫は，プログラム・プラヌンクの終了時に次の直線等
　　　　　　　　　（47）
式によって決定される。

　　　α11・ω、十α。ユ・ω。十……十α冊、・ω㎜＝ク、一刎ユー為1

　　　α12・ω。十吻。。・ω。十……十”冊2・ω㎜＝クrm。一局。

　　　側ユ、・ω、十伽。皿・ω。十……十α㎜・ω㎜＝ク。一m皿一為吊

　この給付収益率ω、は，周知のように各部分能力の給付単位の限界収益力を

示しているわけであり，いいかえれば，その能力を1機械時間またはエ芦働時

間だけ増せば得られる限界成果を意味しているのである。これは，その要素ま

たは能力がすでに余剰であればゼロであるが，稀少であればプラスの値となる。

べ一ム・ヴィレは，各製品の標準限界原価（Standard・Gr㎝zkosten）に標準限界

成果（Standard－Gr㎝ze曲19）（各製品1単位の生産に要する生産時間に各部分能力の

（47）腕hm，H．H．u．Wille，F．，a．a．O．，S．88．
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時間当り限界成果を乗じたもの）を加えたものを，標準限界価格（Standard－Grenz’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（48）
preis）と呼んでおり，これによって給付の評価を行なおうとしてい孔

　また，非線型の場合には，とくに，売上の価格に対する弾力性係数の下に一

定の範囲に区分した限界成果∫。が近似的な値ものとして算定されなければな

らない。しかしいずれにしても，標準限界価格で評価を行なおうとすることに
　　　　　（49）
は変りがない。

　以下，利益計画，価格政策，投資計画，部門成果計算等の種々の領域におい

ての直接原価計算とプログラム・プラヌングとの相互的な補助機能について，

べ一ム・ヴィレの主張をみてみよう。一これは，前掲共著の主として第二部

にみられるが，序文によれば，この部分は主としてべ一ムが担当し，後でヴィ

レの意見と調整したものであるとされる。

　11）利益計画：セイルズ・ミックス

　この点については，すでに上述のモデルにも示されている通りであって，格

別につけ加えることはない。たゴ，最適の期問利益の条件に関する直接原価計

算の考え方が，各製品の限界原価二限界収益という伝統的な形式に基づいてい

るのに対して，近代的な企業理論では，増加する限界成果と同時に隆路的部分

能力を通じて犠牲とされる限界成果との比較が真の一般原則とされていること
　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　（50）
を非常に強調している点はもう一度指摘されねばならない。

　つまり，限界原価＝限界収益という形がそのまま適用されるのは，能力に余

剰がある時のみであって，その場合には通常の原価分析だけで十分であり，し

たがっ．て直接原価計算の適用の余地が認められるが，完全操業の場合には，限

界原価の算定は困難であるばかりでなく，限界原価の算定よりは，むしろ，増

カロする限界成果と消滅する限界成果との比較が第一義的に重要であるとされる

のである。しかも，不完全利用に対しては限界成果≡0と考えられるので，限

（48）B6hm，H．H．u．Wi11e，F．，a．a．O．，S．90相

（4g）B6hm，H．H．u．Wi11e，F．，a．a．O．，S，89．

（50）跳hm，H．H．u．Wi11e，F．，a．a．O．，S．76旺
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界原価と限界成果とを加えた限界価格での原価評価が一般的に妥当する。

　べ一ム・ヴィレは，事前に計算された標準限界価格での評価によって，隆路

部門と遊休部門の考慮の下に，全体としての利益を高める鎮晶構成とそれに伴

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（51）
う利益増進的な質的な操業増加をもたらすことができると述べている。

　もちろん，原価計算係は，操業政策の操作について，プログラム・プラヌン

グ計算上の価値率，すなわち給付収益率と標準限界原価とを収益および操業状

況の変化に応じてその時々に修正していかねばならないが，このような方法の

みが個々の製品の選択とその販売促進について経済的な基礎を提供しうるとさ
　　　　　（52）
れるのである。

　12〕長期利益計画：投資問題

　この問題は，従来においても直接原価計算やLPその他の0R手法に関連

して議論の多いものであるが，べ一ム・ヴィレは，とくに固定費をいかに考慮

するかという点を中心として問題としている。

　すなわち，上述の如き短期的考察においては，機械・設備等の在高は一定で

あり，それに伴う固定費（準備原価）は作業時間を増加しても上昇しないので，

それを短期的な計画計算のなかで考慮する必要はとくに有しないのに対して，

長期的にはいわゆる固定費あるいは準備原価と称せられるものも増加すること

が考えられるのであって，限界原価ないし限界価格での計算だけで十分である

かということが問題となるのである。

　これについて，べ一ム・ヴィレは，全部原価の考慮は，一般に，機械等の部

分能力の拡大に伴って追加的に得られる利益が減少するということに関しての
・　　　　　　　　　　　　　　　（53）

み必要となると述べている。つまり，隆路部分に新しい能力が付加され，それ

に応じて生産プログラムの組み合わせが再検討されると，その部門（機械）の

標準負荷時間の給付成果価値（限界成果率，利益増分）が減少する一他の部

（51）腕hm，H，H．u．Wi11e，F．，a．a．0．，S，99£

（52）B6bm，H．H．u．Wille，F。，a．a．O．，S．102．

（53）Bδhm，H．旺u．Wi11e，F．，a．O、，S．103．
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門能力との相対的な関係およびより低次の利益水準しか持たない製品の導入等

のために一ので，経済性計算の上で，個々の機械・設備単位の増加固定費

（飛躍固定費）が増加する負荷時間の給付成果価値によって補償されうるか否

かが考慮されなければならないというのである。つまり経済的な拡大の限界は，

最後に投入された機械時間までの総負荷時間とその平均限界給付成果（時間単

位当り）との積が，その固定費をちょうど補償する点に存するわけであ孔

　この場合に，全部原価計算のように，固定費を製品単位当りに配賦し，それ

によって個々の経済性を評価することは，部分能力が需要に対して全く過不足

　　　　　　　　　　　　　　　　（54）
なく量的に適応しうる場合に限られるとされ孔というのは，このような場合

にのみ，給付成果価値に基づく成果最適計算の技術的方法条件が同時に平均全

部原価を最小にする条件となるからである。しかも，それは，常に最適操業度

を前提として固定費を配賦する最適原価計算（Optima1kOstenrechnu㎎）の形態

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（55）
での全部原価計算の特殊な適用領域であるとされる。

　しかるに，実際には，このような条件は多くの場合みたされない。工場にお

いては，今日ではしばしば，時間的に完全に利用されない専用機械，明らかな

隆路，遊休部門の相互にあまり調和されていない機械群が併存し，経済性計算

は，最適操業度に基づく固定費の按分ではなく，その時々の技術的条件と需要

の状況に応じた弾力的な処理を必要とする一上述の最適原価計算は，この点

を考慮せず，もつぱら量的適応にのみ応じようとする。いいかえれば，長期的

な利益計画や投資計画においても，能力の利用状況を考慮して，生産要素の経

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（56）
済的な価値を評価しなければならないとされるのである。

　ここで，べ一ム・ヴィレは投資計画も含めた適応諾プロセス（Anpassungs一

（54）Bbhm，H．H，u．Wi11e，F．，a．a．O．，S．103．

（55）B6hm，H，H．u．Wi11e，F．，a．a，O．，S．103。

（56）べ一ムは，他の論稿において，新製品の開発・導入についても，同様な観点で余

　剰能力の効果的な利用を考えるべぎであ、ると述べている。跳hm，H－H．Die　Planung

　der　Produktiomplanung，in：Untemeh蜘ungsp1amng，Baden．Baden1963，S．210冊
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prOzesse）と計算上の評価（kalkuIatOrische　Bewertung）との関係を次のように示

　　　（57）
している。

　同　経済的に余剰の生産能力

　この場合には，給付の評価は，弾力性予算による給付原価率（LeistungskOst－

enSat・）で行なわれる。つまり，その給付の標準限界原価が価値基準となる。他

方，適応は，原則として時間的（zeit1ich）に行なわれ，時間的適応が技術的に

不可能な特別な経営においては，正常以下の給付強度（untemOmale　Leistungs・

intenSit剛において「強度による適応」が行なわれる。

　（口〕経済的に隆路となる，したがって完全操業の部分生産能力

　この場合には，給付の評価は，給付収益率（LeiStungSertragSSatZ），すなわち

標準限界価格で行なわれ乱適応は，「強度による適応」を除けば，給付側から

の需要への適応ではなく，むしろ，適当な給付価格によって有効需要が調整さ

れる形で行なわれる。

　そして，経済的に余剰能力を持つ部門の標準限界原価での評価と組み合わせ

ることによって，遊休能力の広汎な経済的最適利用が同時に考慮されると指摘

されている。

　い　経済的に稀少であるが，しかし最適に調和され，しかも精密に分割可能

　　な部分能力

　この場合には，最適原価価値（OptimalkOstenwert）としての給付収益率で評

価が行なわれる。この評価は，需要が，経済的に稀少の完全操業された部分能

力に対して適応されるのではなく，むしろ逆に部分能力自体が「量的適応」に

よって中期・長期の需要に適応される，という処理的な原則を前提としている。

　かくして，べ一ム・ヴィレは，一定の原価計算システムヘの賛否ではなく，

その時々に適応しなければならない一定の操業状況と収益状況に関心をもたな

ければならない，つまり場合に応じて，直接原価計算の標準限界原価，プ1コク

（57）B6hm，H，H．u．Wi11e，且，a．a．O．，S．l06仁
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ラム・プラヌングの要求する標準限界価格，最適原価計算の最適原価価値を用

　　　　　　　　　　　　　　（58）
いるべきであると結論づけている。

　しかし，ここでいう最適原価は，単にある特定状況に対してのみ役立つとい

うだけであって，一般的な原則は，限界原価から限界価格への展開とみなされ

なければならない。いいかえれば，各種の原価・成果価値は，プログラム・プ

ラヌング原理に応じて統一的に導き出されているのである。たジ間題は，プロ

グラム・プラヌング自体が原価計算ではなく，原価計算制度との結合が必要で

あると考えられる限りにおいて，上のような表現がなされるであろう。しかし，

この点についてのべ一ム・ヴィレの説明は，上述の結論以外に何も見出されな

い。

　（3〕価格計算

　まず序説において，直接原価計算に基づく価格計算に関連して次のように述

　　　　　（59）
べられている。すなわち，

「……部分原価概念を直接原価計算における平均的な給付比例原価に限定する

ならば，その限界原価には，最も重要な機能としての誘導価格（Lenkpreis）の

機能が基本的に失なわれるだろう。経営の計画理論における限界分析定理の適

用可能性を検討し，＜限界原価》として直接原価計算の限界原価＜のみ》を考

えるならば，殆どの場合において，経営処理，価格設定および製品・注文の計

算上の評価に対して，直ちに，その歪められた＜限価原価計算》が決定的に批

判されねばならないような結果が生ずる。常に繰返される批判して，＜限界原

価計算》は安易な価格政策や＜廉売》を導くとか，限界原価は決算上で妥当し

ないというような批判は，この誤解に基づいている」と。

　このような誤解に対する反論は，他の直接原価計算論者にもかなり多くみら

れるのであるが，べ一ム・ヴィレの積極的な主張としては，その誤解は，直接

（58）Bdhm，H．H．u－Wi11e，F．，a．a．0．，S，l07£

（59）B6hm，H．H．u．Wi11e，F．，a．a，O．，S．16．
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原価計算の考え方一より正確にいえば直接原価計算における限界原価一で

の評価だけで解消されるものではなく，プログラム・プラヌングとの結合の過

程の中で標準限界原価の概念をとり入れることによって初めて解決されると考

えられている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（60）
　そこで，価格計算は標準限界価格を中心として行なわれることになるが，べ

一ム・ヴィレは，これを，不完全競争の下での質的に区別された量産製品と完

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（61）
全競争の下での個別生産とに区別して説明してい孔

　前者の場合，標準限界価格は，売上の価格弾力性の種類に応じて，次のよう

に考慮される。すなわち，ω弾力性が一定である　　つまり価格の変化に対す

る売上の変化の割合が常に一定である　　場合には，

最適単位価格一標準限界価格（1・弾姑．、）・（、一比伊虹売費率）

　弾力性は，たとえば，10％の価格引下げに対して売上数量が30％づつ増加し，他方，

iO％の価格引下げが（下からの）11．1％の価格引上げに等しいとすると，30÷11．1星2．7

として算定される。

1口〕直線的な価格・売上函数一売上数量が一定数量増減するごとに価格も

　一定額だけ下落・上昇する一の下では，

この条件の妥当する範囲のなかでの中心価格：P

その中心価格での売上数量：M

一定額の価格増減（例えば6DM）に対応して変化する一定の売上数量（例

えば1OO個）：α

一定数量の売上増減（100個）に対応して変化する一定の価格

変化額（6DM）：b

標準限界価格：0

比例販売費率（売上高に対する）：〃

（60）ただし，この著の第1部（主としてヴィレの担当）には，全部原価計算がしばしば

　実践的な意義を持つという主張にかなり考慮が払われている。跳hm，H．H．u．Wille，

　F．，a．a．O．，S．56伍

（61）B6hm，H．H．皿、Wi11e，F、，a．a．0。，S．112冊
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として

　最適単位価格＝（P＋う／αxM）十G／（1一秒）

　　　　　　　　　　　　　2
の公式が示されている。そして，←→一定の価格上限を越えると，売上数量が急

激に下落し，まだかなり大きく価格を引下げても売上数量がそれほど上昇しな

い場合には，市場シェアーの拡大を考慮する必要がない限り，価格は，この上

限すなわち標準限界価格の近くに決定されるべきであると述べられている。

　これらの主張は興味深いものであるが，たゾベーム・ヴィレ白らの論証は示

されていない。

　他方，完全競争の下では，製品の市場価格は，相対的な価格下限，すなわち

その製品を供給するすべての経営の標準限界価格まで引き下げられる，という

　　　　　　　　　　　　　　（62）
近年における特にアメリカの研究者の近代的な経済理論上の認識が，その考察

の出発点におかれている。

　べ一ム・ヴィレ自身は，この当該製品供給部門の代表的な標準限界価格を算

定するためには，その部門の代表的な営業取引を抽出し，個々の企業の製品数

量構成（直接材料費，直接製造時間，賃金），獲得された市場価格等の種々の要

素を非線型計画のシェーマによる調整計算（相関計算Korrelations・echnung）の

なかに考慮すればよいと考えている。

　この場合に，個々の経営の操業状況，部分能力の利用が当該部門の代表的な

状況から相違しているならば，個々の経営の標準限界価格には，上の価格計算

と異なった値が生ずるが，その差額は，個別経営の製品選択・販売促進のあり

方に重要な情報を提供すると指摘されている。

　（4）部門計算（Betriebsabrcchnun9）

　この問題は，「原価場所から成果場所へ」（Von　der　Kosten－Stelle・ur　E拙。1gs一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（63）
Ste1Ie）というテーマの下に論ぜられている。

（62）　Dorfman，Samuekon，SoIow，Linear　Programming　and　Ecommic　Analysis，

　1958が特にその文献として指摘されている。

（63）B6hm，H，H．u・Wi11e．F．，S．124．

108



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西独における直接原価計算の諸形態　（小林）

　つまり，原価場所は，当初においては原価配賦のための補助手段として考え

られ，次いでコスト・コントロールのための重要な手段となったが，しかし近

年においては，場所（Stelle）は，収益源泉（Ertragsquelle）または成果場所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（64）
（E曲1gSSte11e）とさえみられるようになったとされるのである。

　とくに，場所成果あるいは部門成果が給付強度（Leistu㎎sintensit乞t）（単位時

間当りの給付数量）に依存することが前提とされ，しかも，給付強度が，たと

えば，装置時間・待時間の縮減，改良された工具の使用，機械・設備のより生

　　　　　　　（65）
産的な使用方法等によって上昇すれば，この生産性の上昇が原価更には成果に

いかなる作用を及ぼすかという点が考慮されている。これらの点について，原

価分析ないし経営部門計算では，次のような工夫が考えられてい孔

　すなわち，経営部門計算ないしその分析において孤立的に原価面だけを取り

あげないで，原価差額に対する成果の増分を考慮しうるように，隆路部門にお

いて，完全操業を越える給付一それは当該製品の標準負荷暗闇に換算して示

される一に対しては，プログラム・プラヌングにおいて得られた時間当りの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（66）
給付成果率（限界利益率）をその部門に貸記するのである。それによって，陸

路部門において行なわれた特別な給付強度の上昇による原価の追加分が補償さ

れ，単純な原価差額が成果最適の観点から修正的に評価されることになるわけ

である。

　なお，隆路部門においても，正常給付に至るまでは，逓増原価に対するこの

ような考慮は必要ではないが，計算的にはこの部門のすべての給付に対して標

準成果率を乗ずることが便宜である。たゾ，場所管理者には，正常以上の給付

に対してのみ，増分原価の補償のための給付成果額を与えることが原則である

（64）　とくに0．Bredtの名が挙げられている。遣redt，O．，Kriese　der跣triebswirtsch－

　a危s1ehre，1956．

（65）　この場合の「強度による適応」は，グーテンベルクのいう純数量的な概念てばた

　いが，実践的にはこのような定義が時には好ましいと考えられる。

（66）跣hm，H・H・u・Wille，F・，S・125伍
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ので，正常給付。（時間）に達するまでは逆に借方にも同一の給付成果率が乗ぜ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（67）
られ，その貸記額が相殺されるべきであるとされる。他方，能力の余剰部門に

　　　　　　第4図　隆路における給付管理：諸差異の場所成果への総合

場所一

収益，㈱
原価

成果

①
固
守
く
｝

　　　　Ia

　　　　l　　　，f

　　　　　■　’

　　　　・ba

o＝9　　　　　　　　　　・

　　　　　　　　l　o

正備給付

　　A

　　l

　　l　B　ヌ

F：ク必

■メちk
老！

　　　DlH　l

l　’
　　l
l　．

／

幣実際給付成果最適給付

値ゾル給付成果　ろ≡計画給付原価　値ゾル準備原価
d
一＝ W準負荷時間の給付原価
e

五＝給付成果率
多。∫

　　　＝標準負荷時間の給付原価十給付成果＝場所給付収益率（場所限界収益）
あe

万＝強度による適応の実際限界原価

　　　　　　乃　δ十∫
最適給付は，万＝　e　である時，すなわち，実際の限界原価が場所限界収益に等し
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菱）轡）犠成果（差額）／11111榊て

菱）準1）襟成果（差額）／11榊て

（67）B6hm，H．H．u，Wi11e，F、，S．127．
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対しては，給付はすべて標準限界原価でのみ貸記され乱

　このキうな考え方は・いわゆる事業部制の下での部門利益計算に立つもので

はないが，原価分析のなかに，成果要素あるいは経営の全体利益計画・適応プ

ロセスをも考慮しようするものであるといえるであろ㌔

　陸部部門における上述のような処理は第4図のようにグラフ的にも示されて
　（68）

いる。ここで，実際給付における原価差額は（0－H）であるが，この部門の

場所成果は，給付差額（E－F）から原価差額（G－H）を控除した差額である。

全体的な利益貢献度の評価では，単なる原価差額よりもこの場所成果に重点が

おかれる。

　総括的考察

　最初に述べたように，べ一ム・ヴィレの考察は，計画計算の一般原則を中心

として，直接原価計算の機能を主として問題とするものである。具体的には，

この点に関する直接原価計算の限界が明らかにされ，数学的手法を主とするブ

1コグラム・プラヌングの計算思考の導入に至るわけである。したがって，そこ

では，リーベルのような経常的な計算基礎構造を形成するという点は部分的に

しか考慮されていない。

　このことが，とくに明瞭に現われているのは，直接原価計算を問題とする場

合においても，その制度的機能ではなく，直接原価計算から導き出される＜限

界原価（G・cn・kOsten）》あるいは＜平均的給付比例原価》自体が，給付の評価

基準として適しているかどうかということが主たる考察の対象となっている点

である。

　その意味において，直接原価計算の下での標準限界原価（Standard・Gr㎝・一

kOsten），プログラム・プラヌングの下での標準限界価格（Standard－Grenzpreis）あ

るいは最適原価計算の下での最適原価価値（OptimaI－Kostenwert）が，同列に

並べられでい乱たとえば，＜適応プロセスと計算上の評価》という節では，

（68）B6hm，H，H・u・WiIle，F・，S・128、
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先に述べたように，一定の原価計算システムヘの賛否ではなく，標準限界原価，

標準限界価格，最適原価という三つの評価基準を，その時々の操業状況・収益

状況に応じて代替的に用いるべきことが結論として指摘されている。

　すでにそこでも述べたように，このような考え方は原価計算の制度的な観点

においては，かなり問題である。というのは，プログラム・プラヌング自体が，

すでに原価計算制度とはいえないからである。べ一ム・ヴィレの考察の全体を

通じてみれば，プ1コグラム・プラヌングの下で導きだされる給付の評価基準が，

計画計算ならびにその関連領域における一般原則として強調されているが，そ

のような評価が実際に有効に行なわれたためには，何らかの原価計算制度と有

機的に結びつくことが望ましいわけである。これについて，べ一ム・ヴィレの

考察では，直接原価計算制度との結びつきが最も可能性の多いものであるけれ

ども，その結びつきについての制度的な在り方には何も言及されていない。そ

の限りにおいて，べ一ム・ヴィレの考察を，アメリカ的な直接原価計算論の展

開としてみることは妥当ではないであろう。

　しかしながら，他面において，ドイツにおける直接原価計算論に対して，ア

メリカ的な制度観を直ちに結びつけることには大きな問題があるともいえるの

であ乱すでに，この小稿の序において述べたように，ドイツの原価計算論者

の多くは，直接原価計算論の本質的な出発点をシュマーレンバッハにまで湖ら

せているが，シュマーレンバッハの考察においても，アメリカ的な制度的直接

原価計算思考は殆ど見出されない。むしろ，べ一ム・ヴィレがここで論じてい

るように，限界原価あるいは限界効用による給付の評価が，特有の費用理論的

考察に裏づけられて，シュマーレンバッハの特色となっている。べ一ム・ヴィ

レは，シュマーレンバッハの費用理論をそのまま受け継がないで，これにグー

テンベルク的な部分能力思考や処理的適応概念更には数学的なプログラミング

手法をつけ加えることによって，その内容を精密化し，また技術的に展開せし

めている一方，その思考方法上の本質的な出発点は，自ら述べているように，
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シュマーレンバッハ以来の展開のなかに見出されるのである。

　ここで，ドイツの原価計算学者が直接原価計算とシュマーレンバッハ以来の

自国の原価理論との結びつきを指摘するとき，われわれは，そこに，ドイツ的

な意味での固有の展開方法の意義を考えてみる必要があ孔私見によれば・そ

こでは，アメリカ的な制度観に基づく発展は強く現われていないとしても，直

接原価計算の内容をより豊かにする基礎は確かに存在していると思われるので

ある。

　また，このような展開方法が経常的な実践的制度に全く結びつかないという

ことはいえないであろ㌔たとえば，べ一ム・ヴイレが最後に展開した部門計

算における給付の評価ないしそれに伴う原価分析の再検討は，シュマーレンバ

ッハの分権的（あるいは厳密にいえば価格的）管理制度（pretialc　Lenkung）と

同一の方向において，実践的な管理制度の上でその意義が認められるといえよ

う。

　このような意味において，筆者は，べ一ム・ヴィレの考察も広義の直接原価

計度の展開に通ずるものと考えたいわけである（拙稿「限界原理と直接原価計算」

産業経理　39年12月号参照）。

　なお，上に紹介した個々の領域での展開には，近代的な方法を適用した興味

ある考察が多くみられるが，これらについて詳しく論ずることは別の機会にゆ

ずりたい。たゾ，それらが完全であるというのではない。たとえば，価格言十算

におけるいくつかの提案は，実証的にもまた理論的により深く検討されるべき

であるが，べ一ム・ヴィレ白らはそれを怠っている。また，プログラム・プラ

ヌングの下で導かれた給付価値での部門給付の評価は，特定の隆路部門におけ

る原価分析あるいは成果分析に対して有効であるとしても，部門計算全体を通

じての統一的な計算処理にまそ展開させるにはなお多くの問題が存する。とく

に，その時々の収益状況・操業状況の変化に応じて隆路的生産要素が交錯する

時には複雑な問題が生ずる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　113



経済経営研究第15号（I）

V結びに代えて

　以上，アクテ・メレ1コヴィッツ，リーベル，べ一ム・ヴィレの主張をとりあ

げたわけであるが，そこに指摘されているいくつかの点は，そのほかキルガー
　　　　（69）　　　　　　　　　　　　　　（70）　　　　　　　　　　　　　（71）
（Ki1ger，W・），フラウト（Plaut，H・G．）ミハエル（Miche1，H．），ベンツェル（He・

　　　（72）
nt・el，F・）等にもみられるし，また，通常の理解による直接原価計算をそのま

ま紹介している論文は数多く見受けられ乱したがって，ここで取上げたもの

だけによって，西独における直接原価計算の一般的な考え方やその発展状況を

判断することは妥当ではない。

　しかし，この小稿において，あえてこの三つの考察をとりあげたのは，そこ

に従来の通常の理解による直接原価計算を更に大きく変えようとする原則的な

主張が見出せると考えたからである。もちろん，この三つの考察にも，すでに

それぞれの所で指摘したように，なお多くの検討すべき余地があるし，また将

来のことを考えれば，これら以外に更にいくつかの展開が現われることは予想

されねばならない。しかし，これらの三つの考察は，すでに若干の特色を持つ

ものである。すなわち，一アクテ・メレロヴィッツにおいては，固定費を一括的

にみるだけでは直接原価計算は昔の単純な原価計算処理に戻るという警告と，

それを克服するために固定費・変動費の区分に加えて多面的な固定費管理の観

点一具体的な方法としてすでに述べたように批判されねばならない点が多いが山

が導入されなければならないという積極的な主張が見出され，リーベルにおい

（69）Kilger，W．，Der　heutige　Stand　der　Grenzplankost㎝r㏄bnung，AGPLAN－

　P1amngsrechnu㎎und　Gesch量ftspolitik，7，Plankost㎝tagung，玉962，Wiesbaden，S，

　66冊．

（？O）　Plaut，H．G．，Untemehmmgssteuermg　mit　H三脆der　Vo11，und　Grenzprlan．

　kostenrechnung，zm．J9．31．1961，Nr・8・S・4理任

（フ1）Michel，H．，Untemehmu㎎ssteuemng　mit　Hilfe　der　Standard＿Grenzpreisr㏄h－

　nung．zfB，Jg．32．1962，Nr．6．S．344冊

（ブ2）　Henze1，F．，Neuere　Tendenz　auf　dem　Gebiete　der　Kostenr㏄hmng，zfhF，J9・

　14．1962，正【e丘．τS．347f［
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西独における直接原価計算の諸形態　（小林）

は，直接原価計算の多様な機能を実際に円滑に発揮させるための，原価種類

一場所計算（基本計算）の基礎構造の再検討が見出され，更に，べ一ム・ヴ

ィレでは，計画計算の評価基準（しかも伝来のkalku1atOrischな）としての直

接原価計算における限界原価（平均給付比例原価）の欠陥の指摘と，それを克

服するためのプログラム・プラヌング手法の積極的な導入の主張が見出され乱

　しかも，そこには，ドイツで展開された費用理論特有の考えもまたかなり広

範に浸透してい孔これは，べ一ム・ヴィレの考え方にとくに強くいえるわけ

であるが，リーベルにもその傾向が見出される。たとえば，基本計算における

原価把握の在り方について，彼は，次のように述べている。すなわち，r近代的

な費用理論が示すように，原価と給付との間には，原価の大きさを直接的に決

定するような多数のファクターが存在す乱それらは，関連要素（Be・ugsgr一

δBe）として，原価計算の機能のためには，原価負担者としての最終給付への

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（73）
多かれ少かれ疑問のある帰属よりも遥かに重要なものとなりうる」と。

　ここでとくに注目すべきことは，費用理論の二つ側面が，リーベルとへ一ム

・ヴィレの二つの形態のなかで直接原価計算に生かされようとしていることで

あ孔つまり，費用理論的思考には，一方において，現実のコスト・ビヘヴイ

アーを分析して，原価の基礎構造をできるだけ明確に把握するという点，他方

においては，それを出発点として現実の市場その他の外的状況への適応処理を

実質的に導き出す点があると考えられるのであるが，前者の方向は，ある程度

リーベルの構想のなかに示され後者はべ一ム・ヴィレの展開のなかにより強く

生かされうる余地があるわけであ私もちろん，上述の内容から直ちに両者を

一つの費用理論的一原価計算思考に統一化することは問題であるが，少なく

とも二つの方向として，その特色をドイツ費用理論の展開のなかに見出すこと

ができるのではないであろうか。

　たゾ，この小稿の副題に示したr制度的発展の可能性」ということについて

（73）　Riebe工，P、，Das　Rechnen　mit　EinzeIkosten＿＿，a・a・0・，S・216・
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は，かなり問題がある。たとえば，ぺJム・ヴィレの主張するプログラム・プ

ラヌングは，特定の原価計算制度との密接な結びつきの上に立っているもので

はない。しかも，そこにはドイツにおける伝統的な考え方に由来する一連の問

題が存在するわけであって，それを直ちに通常の制度的観点に結びつけようと

することは妥当ではない。しかし，それらの考え方もまた実践的な経常的原価

計算制度に対して無関連ではない。リーベルの展開した基本計算の構想は，ま

さにそのような経常的な基礎的原価計算制度を前提としたものであるし，また

ぺ一ム・ヴィレのいう部門計算の考え方は，実践的な管理手段なかんずく価格

的な分権管理にも連がる余地もあるわけである。

　かくて，すでに指摘したいくつかの問題があるとしても，それを整理するこ

とによって，西独の直接原価計算の展開を，われわれの直接原価計算制度に取

り入れる手がかりは存するのでないだろうかと考える次第である。
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ハックス経営維持論の基本構造

中　　野 勲

1．はじめに
2．ハックス理論の経済的背景

3．ハックス理論の学説的系譜

4・ハックス理論の方法論的立場

5．むすびにかえて

1．はじめに

　企業会計上の正しい利益は何かという問題は，損益計算に計上されるべき費

用がどれだけの大きさであるべきかという問題に関連してい乱そうして，費

用の大きさいかんは，いわゆる資本維持のあり方に影響をおよぽし，あるいは

資本維持の目的によって規定され孔というのは，十分な大きさの収益が存在

しているかぎり，損益計算上にある特定の大きさの費用を計上することは，そ

れと同額の資本が回収されるという結果を招来し，また逆に，ある特定額の資

本を回収・維持するという目的をたてると，計上すべき費用の大きさはおのず

と定まってくるからである。このように，利益計算と費用計算と資本維持とは

相互に密接なつながりを持っているといえるであろう。

　この場合，損益計算に計上される費用の全体としての大きさは，費用に含め

られる項目の範囲と，その各項目が評価される基準とに依存してい孔資本維

持学説について現在行いつつある一連の研究においては，われわれは，もっぱ

ら後者の問題に重点をしぼることにしている。そうして，損益計算のために主

張されてきているいくつかの費用評価基準のそれぞれについて，その妥当性を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11τ
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資本維持との関連において検討することを，われわれは意図している。

　ところで，ここではわれわれはハックスの学説に対して，次の三つの側面か

らの検討を加えてみたいと考える一1〕いかなる経済的背景のもとにあって，ど

のような課題にこたえるために，それが展開されたか。12いかなる学説的系譜

の中で，どのような諸学説を継承（またはそれらに対立）しながら，それが青

くまれてきたか。（3）いかなる方法論的立場にもとづいて，どのような理論構成

の仕方にしたがいつっ，それが形成されたのであるか。　以下ハックス　（Kar1

Hax）の経営維持論について，上の三つの角度からのアプローチを重ねて行く

ことにより，その学説の特質と問題点を明らかにしてみたいと思㌔

2．ハックス理論の経済的背景

　ハックスの経営維持学説が展開された背後に横たわっていると思われる経済

　　　　　　　　　　　　　　　（1）
事情は，彼自身が述べているところによれば，次の四点に総括されうるようで

ある．。（・）戦後の西ドイツはじめ他の工業国の成長経済，（b順格騰貴（の可能性），

（・）高率の課税，（d）資本市場の弱体。

　まずハックスは，工業国における国民経済はたえざる成長（ein　st蚤ndiges

Wachstum）によって特徴づけられていることを指摘す孔

　　　　　　　　　　工業生産の指数（2）　　　　（1950二100）

国　　名 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956

ド　　イ　　ツ 1OO 工19 126 139 i55 178 192

イ　ギ　リ　ス 100 ユ04 1O1 106 115 122 120

スエーデン 100 ユ05 104 105 110 116 120

合　　衆　　国 工00 107 111 120 112 124 128

日　　　　本 100 136 150 183 197 214 252

（1）　Kar1Hax，Die　Substanzerhaltmg　der　Betriebe，K61n　und　Opladen1957，S．

　1－12、なおハックスのこの書物については寺でに次の研究が発表されている。森田哲

　弥，「カール・ハックス著r経営実体維持論』」（ビジネスレビュー5巻3号），不破貞

　春・「実体維持と費用評価」（会計78巻2号），森藤一男，「経営維持の観念について」
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハックス経営維持論の基本構造　（中野）

　ドイツ連邦共和国および日本は戦後の復興という特殊事情のために異常に高

い指数の動きを示しているが，他の三国はいわば「正常な」成長をとげている。

ハックスは，国民経済のこのような成長過程によって「人口数値の上昇にもか

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）
かわらず諸国民の生活水準を改善することが可能であった」と述べて，社会的

生産物の増大を経済政策の目標として追求することを，公益と公共の福祉の問

題（だineAnge1eg㎝heitdes6脆ntlich㎝InteressesmddesGemeinwohls）とし

て，積極的に支持している。ところで，このような経済の持続的な成長を確保

しようとする場合，「今迄の生産能力を維持することが最小限度の要請とみなさ

　　　　　　　（4）
れねばならない。」　というのは，諸経営が全般的にみてその消費された生産手

段を置換することができないという経済状況は，その生産能力の弱体化，した

がってまた国民の一般的な福祉と生活水準の低下を意味しているからである。

　このようにしてハックスは，国民経済としたがってまた全体としての諸経営

に対して，少くともその生産能力を元の範囲において維持しうるための条件を

ととのえることが必要であると主張する。勿論「そのことはただ経営の全体に

とってのみあてはまるにすぎない。それに反して，個々の経営に対しては市場
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5）
経済においてはいかなる存在保証（EXiSten・garantie）も存在しない。」けれども

ハックスは，全体経済に対する最小限度の要請である「元の生産能力の維持」

ということを，そのまま，ただちに個別企業一ただし国民経済の需要に適合

しておりしたがって十分な大きさの収益を獲得している企業一の最小限度の

目標（MinimaIziel）としても設定するのである。そうして，経営維持について

のこの最小限度の目標がどの程度達成されたかを検証することが，企業計算

（Untemehmungsrechnung）とくに期間損益計算（pe・i　Odische　E曲1gsrechmng）

　　（会計フ7巻4号），同，「実体維持と減価償却」（会計？8巻6号）

（2）Ka．1Hax，a．a．O。，S．2．価値量にもとづいており，価格変動の影響は排除さ

　れている。

（3）　Kar1Hax，a．a．O．，S．1、

（4）　K趾1Hax，a．a．O．，S．34、

（5）　K皿1Hax，a．a．O、，S．3．
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の課題である，と主張される。r決定的な意義をもつのは次の問題，すなわち

達成された収益は消費された諸生産要素を置換するのに足るか，ということで

ある。それは企業政策の最小限度の目標であるパ…・・消費された諸生産要素を

置換し元の生産能力を回復したのちになお余剰が残存している時にのみ，利益

　　　　　　　　　　　（6）
があると云うことができる。」　このようにハックスは，経営が元の生産能力を

維持したのちに残存しているところの分配可能利益（aussch廿ttbarer　Gewinn）

を，損益計算を通じて確定しようとするのである。

　この場合，もしも諸生産要素の取得価格が不変であるとすれば，従来の伝統

的な損益計算によって達成される名白的貨幣資本維持は同時に元の生産能力の

維持をも保証するわけであるが，ハックスがことさらに生産能力維持の考え方

を企業計算に導入しなければならないと述べている背後には，個別的財貨の価

格が激しく変動しうる（とくに上昇しうる）という可能性が前提におかれてい

るのである。「急激な価格変動が生ずる場合，とりわけ重要な原材料の価格が

突発的に上昇する場合には伝統的な企業計算は無力となる。それは，実体維持

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（7）
の立場からはうたがいもなく仮空利益の性格をもつところの利益を表示する。」

　また，設備財の価格も，ハックス理論の背景を形成している1949～1956年に

はかなり上昇ぎみセあったといえる（機械30％建物40％）。（ただし，この場合

には技術的進歩の影響を考慮しなければならない）。

　このようにして，ハックス経営維持論の背後には全体経済の成長ならびに漸

進的又は突発的な価格上昇（又はその可能性）という状況が伏在していること

がわかるのであるが，この二つの事情のみによっては，企業計算の中へ実体維

持（元の生産能力の維持）思考を導入すべき十分な根拠とはならない。たとえ

損益計算上において取得原価にもとづく費用額を収益から回収することが実体

維持にとっては不十分であるとしても，そのように取得原価主義にもとづいて

（6）　Karl　Hax，a，a，O．，S・7・

（7）Kar1H脳，a．a．0．，S．V、（VORWORT）、
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　　　　　　　　ハックス経営維持論の基本構造　（中野）

　　　　　　　　（8）
選出した財貨の価格変動

原　　　材　　料 設　　　　　　備
年　　　度

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

弾性ゴム

45

100

160

99

67

66
　）
亘08

94

85

？？

　）
97

105

79
1。。）

。。。）

165

138

工35

189

202

11；

1．5）

159

機械工業用建物ユ
90

100

工15

王20

11ラ

117

122

124

131

135

136

139

98

100

i25

127

122

126

135

138

141

147

151

165

計算された利益のうちで実体維持のために必要とされる部分は社内に留保すれ

ばよいではないか。事実，近年における諸企業の成長は，このいわゆる自己金

融（Se1bst丘mnzicrun9）の政策によるところが大きい，と云われているのであ

る。しかしハックスは，この考え方を批判して，「今日では企業利益のうちの比

較的大きい部分が国家によって利益課税の型で要求されるということが見逃が

されている。そして，この利益を決定する場合，国家ぽ伝統的な会計方法の適

　　　　　　　　　（9）
用を要求するのである」と語っている。そして，この国家の取り分は近年にお

いては国家の課題と国家の支出の増加の影響をうけて着々と増大し，今日では

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（10）
しばしば資本所有主に対して残される分前をこえている，と主張される。

　けれども，たとえこのような高率の利益課税のために経営の実体を維持する

ために必要な利益額を社内留保することは困難であるとしても，それならばそ

（8）　Horst　Eck趾dt，Die　SubstanzerhaItung　industriener　Betriebe，K61n　uhd　Op1aden

　工962，S．糾．　（表中のカッコ印は原林料価格の急上昇を示すために中野が記入。）

（9）　Kar1Hax，a．a．O．，S．ll．

（10）　Kar1Hax，a．a．O．，S．9＿10．
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の実体維持のために必要な額は資本市場において新しい資本を調達することに

よってつぐなわれうるのではなかろうか。この点については・ハックスは次の

ように答え糺　r資本市場は経験によればまず第一に企業の利益分配によって

養われるものである。けれども，そのことは国家の分前についてはあてはまら

ない。したがって，利益のうちの大きい部分が国家によって要求されるならば，

実体消耗によって強められた企業の資本需要は資本市場においてはもはやつぐ

なわれえないことがわかる。それに加えて，出資者に分配される利益部分は当

企業が資本会杜の型をとっているかぎり，追加的に個人所得税によって捕捉さ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（11）
れ，そしてそのことを通じて再度削減されるのである。」

　以上概観したように，ハックスによれば，国民の生活水準の上昇と福祉の増

大という観点から積極的に支持されるべきである経済成長政策が，漸次的（ま

たは突発的）な価格上昇（またはその可能性），高率の利益課税および資本市場

の弱体という諸条件の下で今後も支障なく達成されうるがためには，企業計算

割度（この場合には期間損益計算）を通じて経営の実体維持（元の生産能力の

維持）を確保し，それを確保したのちの収益余剰のみが分配可能利益として表

示されるべきである（そして税法もこの実体計算を認めるべきである），と主張

されるのである。以下において，ハックスが実体維持を達成するための計算的

工夫を企業計算の中に導入しようとしている背後には，このような全体経済的

背景が存在していたことが，まず理解されるべきである。

3．ハックス理論の学説的系譜

　次にわれわれは，ハックスの経営維持論がどのような学説を継承しながら青

くまれたものかという問題を考えてみることにしよう。そのためには，先に，

とりあえず彼の経営維持思考の基本的な構造を明らかにしておかねばならない

であろう。

（11）　Kar1Hax，a．a．O。，S・ll．
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハックス経営維持論の基本構造　（中野）

　ハックスによれば，今日の貨幣・資本経済（Ge1d－und　KapitaIwi・tsch出t）

の時期においては，企業は二重の性格をもつ，といわれ乱すなわち，それは

一面では出資者の資本投資（Kapitalanlage）であり，他面ではそれは国民経済

的生産機構の一部分（Teil　des　vO1kswirtschaRlichen　PrOd趾ti㎝sapparates）を

構成しているのである。まず企業を一箇の資本投資として眺めると，債権者は

当企業の負う名目的債務額が返還期日に払戻されることを要求し（他人資本），

また自己資本出資者といえども，彼が企業をはなれる場合または清算に際して

は少くともその出資の名目額が返還されることを期待する。したがって，資本

投資としての企業の性格からは，貨幣資本維持が確保されねばならない，とい

う帰結がもたらされる。他方，企業を国民経済的生産機構の構成部分としてみ

る時には，量的な生産給付（meng㎝m棚ige　PrOduktions1eistung）を一定に維持

することが要求されるが，そのためには，物的設備，在庫晶および貨幣的資金

の形態をとる現存生産能力（vOrhandenen　Kapazit註t）が元の範囲だけ維持され

て行かねばならない。したがって，国民経済的生産機構の一部分としての企業

の性格からは，生産に際して費消された費用財が収益のうちから全部的にふた

たび置換されることを通じて，実体維持（元の，量的に定まった生産能力の維

持）が達成されねばならない，という結論が導き出され孔ハックスは，上の

ように企業の二面的な性格に対応して要請される貨幣資本維持と実体維持とを，

経営維持（Betriebserhaltung）という上位概念の下に総括している。そうして，

ハックスによれば，損益計算は費用評価を通じてこの複合的な維持概念として

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（12）
の経営維持を達成すべきものと考えられているのである。

　では，経営維持という計算目標を企業計算一具体的には損益計算一によ

って達成しようとするならば，その損益計算はどのような型に形成されるべき

であろうか。この場合に必要なことは，収益のうちからこの経営維持の達成に

必要な金額を費用として回収することである。「経営維持という目標が何らか

（12）　Kar1Hax，a．a．O。，S，13－15．
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の型で確保されうるためには費用はどのように評価されるべきか。その限りに

おいて，経営維持に関する企業計算の問題は費用評価の問題（ein　Pmblem　der

　　　　　　　　　　　（13）
Aufwandbewertung）である。」（傍点引用者）

　経営維持は投下された名目的資本維持と実体維持とをあわせ含んでいるので

あるが，前者を達成するための計算を貨幣資本計算（Geldkapitalrechnung），後

者の確保を司る計算を実体計算（Substan・rechnung）と，ハックスは呼んでい

る。そうして，貨幣資本計算において名目的な貨幣資本の維持を達成するため

には，過去に支払われた貨幣額が収益から費用として回収・維持され，それを

回収したのちに残存する収益余剰のみが利益として示されねばならない。とこ

ろで，支払われた貨幣額は取得価格（Anscha紐ungspreise）によってあらわされ

るから，結局，貨幣資本維持を計算目的とする貨幣資本計算では取得原価にも

とづく費用評価が要求されることとなる。他方，実体計算において元の生産能

力の維持が保証されるためには，費消された生産財が再調達されうるに必要な

金額が費用として収益から回収・維持されねばならない。この場合，その生産財

再調達に必要な金額というのはその財の再調達価格（Wiederbescha冊u㎎sp・eis）

に他ならないから，実体計算において元の生産能力を維持するためには，再調
・　・　・　　　　　　　　　　　　　　　・　・　・　・　・　・　…　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（14）

達価格（通常は調達時価）にもとづく費用評価が要請されるわけである。もし

も諸生産要素についてその調達時価がつねにその取得価格と．一致していて不変

であるならば，貨幣資本計算の結果は実体計算の結果に等しくなるのであるが，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（15）
諸生産要素の価格変動が生ずる場合，両者は乖離するに至乱

費用評価

価格変動

刮．取得原価による

b．調達時価による

費用財調達時価が取得日以来

I1土　　　昇

100

120

1．下　　藩

100

90

（13）　Kar1Hax，a．a．O．，S，20．

（14）　Kar1Hax，a，a．O、，S．20＿21．

（15）　Kar1Hax，a．a．O．，S．24．
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　費用財再調達価格がその財の取得日以降上昇している場合には，取得原価に

もとづく費用評価（100）によると経営実体は維持できない（I．・．の場合）

が，もしも再調達価格（調達時価）（120）によって費用を評価すれば，実体と

貨幣資本の両方が共に維持されうる（I．b．の場合）。同様に，再調達価格が

取得日以後下落しているならば，調達時価（90）にもとづく費用評価は貨幣資

本を維持しない（皿．b．の’場合）が，取得原価（100）によって費用を評価する

ならば，実体と貨幣資本の両方が共に維持されうる（皿．・．の場合）。ところ

で，経営維持においては実体と貨幣資本の両方が維持されなければならないの

であるから，上の例から明らかなように，原則として，価格上昇時には再調達

価格（調達時価），価格下落時には取得原価による費用評価が要求されることが

わかる。そうして，このことは，r調達価格の上昇時には原則として実体計算の

利益概念が適用され，そして価格下落時には貨幣資本計算の利益概念が適用さ
　（16）

れる」ことを意味するから，経営維持を達成するためのこのような損益計算方

式を。ハックスは，資本実体結合計算（die　kOmbinie・te　Kapita1und　Substanz一

　　　（17）
rechmng）と名づけている。すでに示したように，この結合計算は，投下され

た名目的貨幣資本と経営の実体という二つの下限のうち高い方のものを利益決

定のための基礎として用いるのであるから，ここでは「二重下限」　（ein　dOp一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（18）
peltes　Minimum）の原則が適用されている，といいうる訳である。

　このような資本・実体結合計算が，その典型的な姿において，どのように機

能するかを概観しておこ㌔　まず，費用財調達時価が（たとえば100カ）ら120

に）上昇する場合には，実体計算の原理にしたがってその調達時価にもとづく

費用評価が行われる。実体維持を確保するために名目的貨幣資本をこえて留保

される資本額（この例では120－100＝20）は，実体維持積立金（Substan2e・ha1t－

ungs－R並。kIage）に計上される。

（16）　Kar1Hax，a・a・．O・・S・26・

（17）　Kar1Hax，a．a，0。，S．32．

（18）　Karl　Hax，a・a・0・，S・37・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　125



経済経営研究第i5号（I）

　　　　　売上損益120　　商品100
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実体維持積立金20

　費用財価格が下落するときには，さらに，実体維持積立金があらかじめ存在

していない場合とそれがすでに存在している場合（たとえば20）とに分けて考

えられねばならない。前者の場合には，貨幣資本を保全するために，ただちに

貨幣資本計算の原理にしたがって取得原価によって費用が評価される。他方，

後者の場合には，調達時価が取得価格以下に下落している（たとえば100から

90へ）かぎり，その範囲において積立金は実体維持のためにはもはや必要でな

い。したがって，ここでは積立金がなくなるまで実体計算が継続され孔

　　　　　売上損益90　　商品100
　　　　　実体維持積立金　10

　そうして，積立金がなくなってから，はじめて貨幣資本計算に切りかえて，

取得原価による費用評価が実施される。

　企業が解散する時には，もはや経営実体の維持は不要となったわけであるか

ら，その時点になお残存しているいくばくかの実体維持積立金はすべて利益と

して現われるに至る。すなわち，ここでは貨幣資本をこえて存在しているもの

　　　　　　　　　　　（19）
はすべて利益と考えられる。

　このように企業の解散時には必然的に貨幣資本計算が作用することに注目し

て，ハックスは，資本・実体結合計算は本質的には貨幣資本計算である，とい

う。「結合計算は実は実体計算では全くなくて，ある特殊な形式の貨幣資本計

算である。そこに組み込まれているところの実体計算は，いわば，実体計算が

企業の減ぜられない継続のために必要であるかぎりかつその程度において，一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（20）
つの補助計算（Hi脆rechnung）であるにすぎない。」このように実体計算を補助

計算と解する結果として，本来的な企業利益はあくまでも貨幣資本計算上の名

（1g）Ka．1Hax，a．a．0．，S．3242．たお仕訳例はハックスではなくて筆者が設定し

　たものである。

（20）　Kar1Hax，a．a．0．，S．35・
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員利益であり，価格上昇時に実体維持目的のために設定される実体維持積立金

は，決して資本ではなくて，実体維持のために企業内に拘束されなければなら

ないという意味において未実現の利益を留保したものにすぎない，と理解され

る。そうして，価格の下落，企業の解散または部分的な清算にさいしては，こ

の積立金に含まれている利益部分がもはや実体維持のために必要とされなくな
　　　　　　　　　．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（21）

ったという意味で実現したものとみなされ，分配可能利益に加えられる。

　ハックスによれば，結合計算において実体計算が補助計算の地位に甘んじな

ければならない今一つの理由として，実際に費消された生産財と置換財とが質

または種類を異にしている場合確実な実体計算は行われえない，という事情が

指摘されてい孔このような質又は種類の変化は，次のような諸原因によって

もたらされうる。

　け〕生産財調達市場における状況変化（調達可能性の変化，価格関係の変化）。

　（口〕販売市場における欲望の変化（需要状況の変化）。

　←→技術的進歩。

　実体計算のためには，費消された財ではなくて置換財の再調達価格が費用評

価の基礎におかれねばならない。けれども，費消された財と置換財とが質また

は種類を異にしているならば，両者は比較可能性（Ve・gleichbarkeit）を持たな

いわけであるから，その費消された財によってあらわされる生産能力をふたた

（21）Kar1Hax，a・a・O・，S・65－68・このようにハックスは，収益の認識または測定

　の基準としての実現主義原則を拡張して，差額概念としての（名目）利益に対しても

　実現・末実現の考え方を演用し，各目利益のうちで実体維持のために企業内に拘束さ

　れたけれぽならない部分を末実現利益とし，のこりの分配可能利益のみを実現利益と

　する。これをハックスは「拡張された実現主義の原則」とい5。ハックスによれば，

　実現主義は，財貨が貨幣又は貨幣等価物にたった段階において収益を計上するどい5

　ところから，分配可能利益を計上するという意味をもつといわれる。そうして，価格

上昇時に企業がその実体を維持したければたらないということを考えると，もともと

　実現主義に含まれている分配可能利益計上の思想を意義あるものにするためには，収

　益費用の差額としての利益に対しても実現主義が拡張されるべきであるとする。

　（I1二benda，SS．6一＿68）．
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び回復するためには新しい質又は種類の置換財をどれだけ調達すべきか，を確

定することはしばしば困難となる。費消した財と置換財とが質を異にしている

にすぎない場合には，それらが同一の経済目的に奉仕しているかぎり・両者を

同一物とみなしうることもあろう（例1アメリカ綿のかわりにブラブル綿）。

しかし，両者の種類がちがっている場合はもはや同一とはいえない（綿花のか

わりにスフ）。設備財については，改良された置換財が費消されたものよりも

量的に多いだけでなく質的にも改善された製品を製造しうる場合には，両者の

比較可能性は失われ乱このようにして，実体計算はその費用評価の基礎であ

る再調達価格の不確実性のために決して独立の計算たりえないのであって，む

しろ，貨幣資本計算が唯一の信頼しうる計算形式として企業の基本計算（Gmnd－

r㏄hn㎜g）となりうるにすぎない。現実に存在している実体維持への要請にこ

たえるためには，貨幣資本計算を拡張して実体計算を補助計算として組み込む

　　　　　　　　　　　　　（22）
途が残されているにすぎない。

　以上でハックス経営維持論の基本的な構造をほぼ明らかにしたので，次に，

このようなハックス理論がいかなる学説史的環境のもとでどのような諸学説を

継承しながら青くまれてきたかという問題について，簡単に考察することにし

よ㌔ハックスは，自己の理論の学説的系譜について，次のようにのべてい孔

r経営の実体維持の理論はシュミット（F・Schmidt）に還元される。彼の理論に

おいては再調達価格にもとづく費用財の評価ということが中心的な位置を占め

（22）Ka・玉Hax，a・a・OりS・43－52・このように，ハックスの実体計算は厳密た数量

　計算として考えられており，給付すなわち製造される製品に晶質・種類の変化がない

　場合にのみ適用しうるにすぎず，晶質・種類の変化する場合には実体計算を放棄し，

　貨幣資本計算に復帰する。したがってそれらの変化が生じうる現実においては，ハッ

　クス実体計算は利益計上の一時的なくりのべをもたらすにすぎない。「この限界はあ

　まりにも大き’い。実体計算に関する彼の論述は，その内容とは正に逆に，経営におけ

　る物的要素の維持は会計的には数量計算ではなしに価値計算の形でとりあげねばなら

　ない，ということを我々に教えているよ5に思われるのである。」（森田哲弥，前掲論

　文，133頁）。
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ている。そうしてそのことが彼の計算体系をウィルヘルム・リーガー（Wi1helm

Ricge・）のいう意味の貨幣資本計算に対立する実体計算の体系として特徴づけ

ているのである。

　リーガーと一致して私は，企業計算は原則としてはただ貨幣資本計算として

のみ遂行可能であるにすぎない，という立場を主張する。勿論私はリーガーに

対立して，特定の狭く限られた範囲内における実体計算は可能であると考える

　　　　　　（23）
のである。・・…・」したがって，ハックス経営維持論は，シュミットの実体維持

思考とリーガーの貨幣資本維持思考の両方の考え方をうけつぎ統合しようと試

みたものと，一応考えてよいであろう。けれども，われわれの見るところでは，

シュミットとリーガーの両学説はそれぞれ内容的にかなり変質した型でハック

スに流れ込んでおり，そうしてそのような変質化の少くとも一つの原因は，そ

れぞれの理論がおかれた経済的背景の相違という点から説明しうるように思わ

れる。

　シュミット理論の背後にある特殊な経済事情は，いうまでもなく，かの第一

次大戦後のドイツに発生した大インフレーションであった。1921年の半ば頃か

ら漸次激化し．1923年12月までつづいたこのインフレーションがいかに激しいも

のであったかは，そのインフレーションがその頂点を示した1923年12月のドイ

ツ紙幣マルク卸売物価指数が，1913年を基準にして，実に1兆2620億倍に達し

たこと，しかもこのような一般物価水準の上昇がほとんど1921年から1923年末

ま下の1年半ないし2年の問に生じていることからも，明らかに読み取ること
　　　（24）
ができる。このような大インフレーションに関する痛切な体験にもとづいて，

正しい企業計算制度はあらゆる価格変動一その程度はどうであれ一に耐え

うるものでなけれはならない，という立場を主張するに至ったのがシュミット

（23）　Kar1Hax，Kontmue　der　Substanzerhaltung　mit　Hi1胎der　Untemehmungs－

　rechnu1〕g，Sonderabdruck　aus”Stah1und　Eisen“82　（1962）He冊6，S．380．

（24）片野一郎著，貨幣価値変動会計，同文館出版，昭和3？年，4頁。
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の理論である。このような経済的背景から当然予想されるように，シュミット

理論は，以前と同質同量の生産能力の維持・回収計算としての側面をもってい

ることは勿論であるが，それよりも先に，あのような激しい大インフレーショ

ンに伴って生ずるはずの経済的諸条件の変動のなかにあってもとの生産能力を

維持することがどの程度有利かを判断するための業績尺度としての利益の計算

という色彩を濃厚におびているのであ乱すなわち，ミュミットはハックスと

ほぼ同じように損益計算上の費用を販売日の再調達価格で評価するのではある

が，そのような損益計算の目的は，収益が販売日現在においてその費消された

生産能力をつぐないうるかどうかを検証することを通じて，元の生産・販売活

動を続けることが販売日現在との程度有利かを企業者に告げ，ひいては彼が迂

遠に適切な処置をとることを可能にすることにある。したがってまた，現在消

費されているのと同じ種類の生産活動が将来も続けられるかどうかにはかかわ

りなく，費用評価はあく迄も現在費消されつつある生産能力を販売日に置換す

るための価格にもとづいて行われねばならない。そうして叉，上のような激し

い経済変動の時代に生みだされた理論として当然であるが，シュミット理論に

おいて経営が維持すべきであると考えられているものは，単純な生産能力維持

ではなくて，いわゆる相対的価値維持（re1ative　We・te・haltung）一全体経済

において以前と同じ割合をもつ生産力を以前と同じだけの需要充足度をもつよ

うな方向において維持すること一なのである。シュミットによれば，企業の

損益計算は，価格変動，生産性変化，需要の変化等に対して適切に適応するこ

とにより，経営者がこの相対的価値維持を経営政策として達成して行くための

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（25）
少くとも一つの指標であるべきものと考えられているのであ孔

　これに対してハックスの経営維持論の背後にある経済的前提は，比較的ゆる

（25）中野勲，資本維持学説研究（I）一シュミット理解のために一，経湊経営研究

　第13号（皿），神戸大学経済経営研究所，89－139頁；中野勲，資本維持学説研究（皿）

　　　時価主義の批判的吟味　　，経済経営研究。第14号I，神戸大学経済経営研究所，

　89－140頁。
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やかな価格上昇をともなう第二次大戦後の安定した成長経済である。このよう

に安定的に成長を続けて行くべき経済の中においてあるべき経営の姿として，

ハックスは，以前と同質同量の生産能力の維持ということを最小限度の目標と

して，提起したものと思われる。その結果として，ハックスの損益計算上にお

いて費用を再調達時価にもとづいて評価することの意味は，たんに元の生産能

力を回収・維持し，かつその後の収益余剰としての分配可能利益を示すための計

算にすぎないのであって，シュミットにおけるように経済的諸条件の変動のも

とにおいてもとの生産力を維持することの有利さを判断するための利益を計算

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（26）
しかつそれを（必要な場合には）維持するための計算としては理解されていない。

したがって，ハックスにしたがえば，費用評価の基準は本来ならば費用財が実

際に取替られる置換日の再調達時価でなければならないのであって，たとえ販

売日の再調達時価が用いられるとしてもそれはあくまでも置換日時価の代用と

して理解されるにすぎず，シュミット理論の場合のようにそれに対して固有の

意味が与えられるわけではない。

　次に，ハックス理論は，出資者の立場から貨幣資本維持を達成するものとし

ての貨幣資本計算を企業の基本計算（Grmdrechnung）として設定している点

で，企業所有主（全体としての株主）の立場から（名目）貨幣資本維持を主張

するリーガーと確かに軌を一にしている。けれども，リーガー学説の背景は，

すでにのべた第一次大戦後の大インフレーションが終息したのちの，金本位制

度に支えられた経済安定期であった。そしてこの場合，そのインフレーション

があまりにも異常なものであった為に，かえって，それは異常な一時的，例外

的な現象であって一般的な会計理論を構成するさいに前提におかれることはで

（26）　したがって，シュミットは，営業成果の指標としての「利益の尺度機能」と「利

　益の分配可能性」の両方を追求しているが，ハックスは分配可能利益のみを重視して

　いる，と森田哲弥助教授が云われるのは全く正しい。（前掲論文，134頁）。根本的に

　みて期間利益のその両機能の関係をいかに考えるべきかはきわめて重要な問題である

　が，ここでは，ハックスが分配可能利益の方をとくに強調するゆえんが，彼の理論の

　全体経済的背景から説明しうるということを指摘したのである。
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きないとして，リーガーは絶対的に（名目）貨幣資本維持を主張したのである。

それと同時にまたリーガーは，安定経済の雰囲気の中にあって，実体維持理論

について，それを非難しながら自らはその非難の根拠を積極的に証明していな
　　　　　　（27）
い気味がある。

　ところがハックスにおいては，第一次大戦後と第二次大戦後の二度の急激な

インフレーションおよび経済成長にともなう恒常的なインフレーションの体験

から，インフレーションの問題が会計理論の前提から排除されえないことがは

っきりと自覚されているのである。一体，貨幣価値変動というものは，企業会

計はそれが利用される目的にとって有用なものでなければならないという意味

での，有用性の論理の重要なことを人々に自覚させるという教訓的意義をもつ。

リーガーの場合には，インフレーションは単なる例外的現象としてとらえられ

ているためにこの教訓は殆んどかえりみられていないが，ハックスはインフレ

ーションの体験から，企業会計が有用ないし有意義であるためには経営の元の

生産能力を保持した後の収益余剰のみを分配可能利益として表示せねばならな

いという教訓を引き出したのである。このような理由から，ハックスは，リー

ガーのように（名目的）貨幣資本維持の立場を純粋に貫きえずして，実体計算

をも補助計算として自己の体系に収容しようとするのである。

（27）中野勲，リーガー名目資本維持説の吟味（I）および（皿），雑誌「会計」第85巻第

　　6号pp・132～145および第86巻第1号pp・117～129。なお，貨幣資本維持のうちで

　も実質的な貨幣価値にかかわらしめた購買力資本維持ではたくてあくまでも名目資本

　維持を主張する理由は，リーガーにあっては，科学が実践に対して名目資本を価値修

　正するというような干渉を加えると，その干渉の結果生ずるであろ5全体経済的効果

　が個々の企業よりも上位に立つ国家がめざしている意図に対していかたる影響を与え

　るやもはかりしれない（したがって貨幣価値問題は国家の問題である）とい5点にあ

　る。ハックスもまた購買力資本維持に対して冷淡な態度をとり，したがって実際上名

　巨資本維持にとどまっているが，その理由は，理論的とい5よりも，一般物価指数は

　決して貨幣価値変動に対する正確な尺度でありえたいから，いちぢるしい貨幣価値下

　落が生じたために，大ざっばた修正でもやらたいよりも正確になる場合のほかは，一

　般物価指数による修正は意味がない，とい5実際的理由にもとづいている，といえよ

　　う。　（Kar1Hax，a，a，O。，SS．269＿274）。
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　以上述べたような変質が生じているという条件つきで，われわれは，シュミ

ットとリーガーの両学説がハックス理論の中に流れこんでいるものとみること

ができ孔それでは，ハックスはこの両学説を自己の内によく統合しえている

であろうか。彼の主張する経営維持（Betriebserha1tung）という概念に関して，

その概念の構成内容である貨幣資本維持と実体維持とがいかなる相互関係にあ

るかが明らかにされていない点に，われわれは不満を禁じえない。とりわけ，

貨幣資本維持は出資者の立場から，そうして実体維持は全体経済の立場からそ

れぞれ根拠づけられているのは，立場の不統一という非難をまぬがれないと思

われる。

　ハックス理論におけるこのような難点を建設的に補正してゆくためには，わ

れわれは一体どのような解釈をくわえるべきであろうか。この問題を考えよう

とする場合，われわれはふたたびシュミット理論に立ちかえり，シュミットに

対してかって加えられた次のような批判にまず耳を傾けよう。「シュミットの

思想は，現代の貨幣資本的経済にとって甚だ不適当なる財貨を根本としている。

　　・まず第一に極端な例をあぐるならば，一商品が1，000円にて購入せられ而

して貨幣価値には何の変動も生じないのに，その売上日に於る調達時価が1O円

に下落したとせよ。此際シュミットは売上手取が15円であるならば5円を利し

たものと考え，しかも企業の財産状態をそこなうことなしに分配しうべきもの

であると主張する。果してこれは正当であろうか。企業は……消費者の欲望充

足手段としてよりも，資本家の貨幣資本の維持及び増殖手段として特徴づけら

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（28）
れる。資本家の貨幣資本を蕩尽しつつ如何に利益に就て語りうるであろうか。」

シュミット理論における企業計算は経済的諸条件の変動にさいして経営の迅速

な適応をはかることを経営者に助けるための計算なのであるから，この例のよ

うな生産財の価値下落の場合には，企業計算上に反映されるはずの収益性の下

（28）杉本秋男，二元的貸借対照表観の吟味（其五完），雑誌会計，第31巻5号，昭和

　7年11月号，771・772頁。
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落を迅速に看取することにより，経営者はこのような価値下落をこうむらない

ための措置を事前に行わねばならなかったのである。けれども，経営者が何ら

かの理由により動態的な経済変動に対する適応に失敗した結果として，企業財

産が一旦このような（例えば1，000円から10円への）価値下落をこうむってし

まったときには，シュミット損益計算においては，その新たなより低い価値基

盤（すなわち10円）の上に立って調達時価計算を行う以外に手はないのであっ

て，経済変動への適応という任務に失敗した経営者から資本家および企業を保

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（29）
議するというメカニズムは，シュミット理論には存在しないのである。

　このようにみると，ハックスが，純粋の実体計算を主張するのではなくて，

それを包摂する貨幣資本計算を企業の基本計算として設定したことは，企業の

清算時に株主に返却すべき名目的な払込資本を維持するという意義をもつとと

もに実体維持との関連において次のような意味をもつ。すなわち，ある特定の

質と量をもつ生産能力の維持（実体維持）が経済条件の変化のために当企業に

とって無意味なものとなったために当企業が別の新しい種類の生産活動へ転向

した時には，企業計算はその無効となった実体計算を一旦とりこわして貨幣資

本維持の原則に立ち戻り（上例では再調達時価10円による費用評価から取得原

価1，000円にもとづく費用評価にうつることにより名目資本の維持につとめる

こと）そしてそのように維持された名目資本額（上例では1，000円）から再出

発してまた新しい型の実体維持を形成することにより新しい型で経営活動の存

続をはかりかつ生産機構として国民経済に貢献することが比較的容易にできる

わけである。（または企業が解散するときはその貨幣資本を出資者に払戻しう

る）。　したがって，実体計算と結合させられた場合における貨幣資本計算は，

経済的諸条件の変動に即応して，企業がある特定の実体維持Aから他の種類ま

たは質の実体維持Bに変更する場合に，両者の橋渡しを行いしかも両者を包摂

（29）中野勲，資本維持学説研究（皿）　時価主義の批判的吟味一，経済経営研究第

　14号（I），神戸大学経済経営研究所，134－135頁。
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しているところの，企業の基本計算（Grundr㏄hnung）という意義をもつもの

といえよう（下図）。このようにして，費用時価評価を内容とするシュミットの

損益計算において故杉本秋男氏によって批判された前述の欠陥は，実体維持に

対して名目資本維持を結びつけようとするハックス説によって一応克服された

といえよう。以上によって実体維持と貨幣資本維持との実質的な関係が明らか

となった（次回）。

　　　　　　　　　　　　　　　　全体経済のための生産力の維持
　　　　　　資結　　　　　　　　　　　↑　　　　　　↑
　　　　　　算／葦㍊計算’’I一’実竃讐㌫ζ簑饗B

　　　　　　体算　　　　　　　　　　　　　　↓②’
　　　　　　　　　　　　　　　　出資者に返還すべき貨幣額の維持

4．ハックス理論の方法論的工場

　次に，ハックス経営維持論が，いかなる方法論的立場にもとづいて，どのよ

うな理論構成の仕方にしたがいつつ形成されたのであるか，という問題につい

て簡単に考察しておきたい。この点に関してハックスは自ら次のように語って

いる。「シュマーレンバッハ（Schmalenbach）においては，企業についてのあ

らゆる研究に際しては企業の実際的な要請（praktisch㎝Bedu曲iss㎝der

Untemehmungen）から出発せねばならないということ，解決のための提案を

行おうとするすべての場合には，まず最初に，実践によって展開されそうして

そこにおいて試験ずみである諸方法を吟味すべきであるということ，が原則と

されている。科学の課題は，実践上の諸方法の基礎に横たわっている考え方

（KOnzeptiOn）を把握することであるにすぎない。それが成功するならば，非組

織的なことがしばしばある実践上の諸方法を，今や概念的に明確に定められた

目標にてらしてさらに完全なものに仕上げて行くための基礎も又同時に得られ

る。実体維持を検証する目的のために修正された貨幣資本計算としての，企業

計算についての私の理論は，この目的に奉仕するのであ孔そこにおいて用い
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られた学問的方法（wissenscb洲iche　MethOdik）は今迄経営計算制度の歴史の中

　　　　　　　　　　　　　　　　　（30）
で有効なものであることが判明している。」

　したがってこの説明によれば，ハックス経営維持論は，シュミットとリーガ

ーの両学説をシュマーレンバッハ的な方法論的立場にもとづいて総合しようと

試みたものと結論することができるであろう。そのことは次のことを意味する。

すなわち，今迄われわれが考察してきたような，一見演繹的にかくあるべしと

展開されてきたようにみえるハックスの資本・実体結合計算の思想は，現在の

会計実践の中には全くみられていない新しい主張を行う規範論ではなくて，実

は，現実の会計実践の中にすでに存在している諸会計方法の中にひそんでいる

原理的な考え方をあらかじめ整理しかつ根拠づけているものなのである。「会

計実践はこの途（貨幣資本計算の中に実体計算を組み込むという途一引用者

注）を多少とも意識的にすでにずっと以前から進んできたのである。そのこと

は，よりよく分析してみると実体計算の方法と原理であることがわかるところ

の会計方法および会計原理が発展しているという点にあらわれている。それを

通じて，商法および税法に基礎をおく貨幣資本計算は実体維持に関するそのき
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（31）
わめて重要な欠陥が回避されるように修正されているのである。」　このような

会計方法の具体例は，棚卸資産会計における恒常在高計算および後入先出法に

みられるという。そうして，シュマーレンバッハの方法論にしたがう場合，以

下においてさらに研究されるべき事柄は，r実践において展開されてきた会計方

法の分析から出発して，今日商法および税法の上で承認されている企業計算

が，どのような仕方ですでに実体維持の思考を考慮していたか，そうして，全

体経済的に正当化された企業のその要請に対して以前よりもよく応えうるがた

めには，どのようなイ土方でこれらの原理および方法がさらに発展させられうる
（32）

か」という問題である。

（30）　KarI　Hax，Kontrolle　der　Substanzerhaltmg＿．。．，S，380・

（31）　Kar－Hax，Die　Substanzerhaltung＿＿，S．51－52．

（32）　KarI　Hax，日．a．O。，S．52．
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　ハックスによれば，このように，貨幣資本計算の枠の中で実体計算を達成す

るための合目的的な諸方法を展開して行くことの具体的な狙いは，とくに税法

規定の中においてこのような方法を是認させることである，と主張される。ド

イツ商法では，債権者保護の見地から，貸借対照表上の積極項目の過小評価と

消極項目の過大評価によって秘密積立金を形成することを通じて，実体維持に

必要な部分の貨幣的利益を隠してその流出を防ぐことは可能であ孔しかしこ

のことはr支払うべき利益課税に対しては妥当しない。税法の規定が単に貨幣

資本計算の原理のみを承認しそして積極の過小評価を通じての税法的利益の削

減を拒否するならば，それとともにまた実体維持の可能性もなくなるのであっ

て，しかもそのことは，全利益に対する禾1嘩課税の割合が大きいほど大なので
（33）

ある」したがって，「実体計算の問題の解決はたんに商人慣行としたがって正規

の企業計算の諸原則（Grunds凱ze　Ordnungsm直Biger　Untemchmungsrechmn9）

を変更することのみによって達成されうるものではなくて，とりわけ，実体計

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（34）
算の要請に対して税法規定が適応することが不可欠であることがわかる。」

　けれどもこの場合，実体計算を税法規定の中に導入することは課税均等の原

則（Gmndsatz　einer　gIeichm註Bigen　Besteuerung）に反するのではないか，とい

う重要な懸念が生ず乱というのは，貨幣的な財産の保有者（たとえば公社債

所有者）は，彼等の貨幣元入額をこえて受取るすべての収入に対して，所得と

して課税をうけているからである。とくに一旦上昇した後にはふたたびもとに

戻る見込みのない価格上昇の際には，課税所得の決定のために実体計算を適用

される企業は，それが最終的に解散されて実体維持積立金が利益としてあらわ

れる時点まで，その留保利益に対する課税を延期してもらえることになるであ

ろう。この問題に対してハックスは，実体計算がこのような場合にはたしかに

企業財産に参加するグループに対して有利に作用することを一応みとめている。

（33）　Karl　Hax，a・a・O・・S・59・

（3斗）　Kar1Hax，a・a・O・，S・60・
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けれども，彼はこの優遇は次の二点から正当化されうるものである，と主張す

る。

　11〕課税均等の要請に義務づけられて，国家は他の人間グループに対しても，

その新しく形成される財産がさしあたり所得課税によって捕捉されないような

財産形成の可能性を与えていないかどうか，が吟味されるべきである。ハック

スによれば，近年には資本形成のために，かかる方法が多くの国において展開

されている，といわれ孔　（例．ほとんどすべての文明国における生命保険の

優遇および特定の型の証券貯蓄We・tpapierspa・enの優遇等）。　すべてこれら

の場合にはこれらの貯蓄額は，納税義務の基礎となる所得から控除され，かく

してそれら自体は免税となる。「このような前提のもとでは，持続的に価格が

上昇する場合に，企業財産に参加している人々のグループにとってもたらされ

る優遇は，課税均等と租税公平の原則に反するものとは，もはやみなされえな
（35）

い。」

　12〕企業に対するこの優遇は，企業の客観的な諸状況とその全体経済的にみ

て正当とされた必要に根拠をおいており，したがって個々の人間グループを恣

　　　　　　　　　　　　　　（36）
意的に優遇しているわけではない。

5．むすぴにかえて

　以上において概観したように，ハックスは，伝統的な貨幣資本計算のなかに

実体計算をくみこむことを強く主張しているのである。その場合，彼の経営維

持論のきわだった特色は，彼が会計実践のなかに，いままでまったくなかった

考え方をあたらしく規範論的につくりあげたのではなくて，恒常在高法や後入

先出法などのなかにひそんでいる思想を実践の基盤のなかからとりだし，それ

を理論的に根拠づけるとともに体系化し，さらにそこにみられる目標を実現す

（35）　K皿1Hax，a．a．O。，S．282．

（36）　K皿1Hax，a・a・O・，S・282・
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るためのよりよい手段を発見しようとする，シュマーレンバッハ的な方法論に

立っているところに，みとめられる。この点に注目する場合，ハックス経営維

持論には次の二つの問題がひそんでいることがわかるであろう。

　ω　後入先出法および恒常在高法は貨幣資本計算のわく内において実体維持

を達成するための会計方法である，とするハックスの見解は一応正しいとおも

われるが，彼のいう資本・実体結合計算は，はたしてこれら実践上の会計方法

から忠実にみちびきだされた計算構造といえるであろうか。なるほど結合計算

は，貨幣資本維持と実体維持の両者を確保したのちの分配可能利益を算定する

という点においては，後入先出法および恒常在高法の機能を正しく反映してい

る。けれども，後二者にあっては，（期末棚卸高が期首棚卸高または恒在常高を

くだらないカ）ぎり）つねに当期の仕入晶原価，すなわち時価が当期費用に計上

され，したがって原則として（近似的に）毎期費用時価評価が統一的に継続さ

れるのであるが，結合計算においては，時価が原価をこえているか下っている

かに応じて，時価または原価がこもごも費用評価の華準におかれるわけであっ

て，首尾一貫性を欠くこととなり，ひいては各期の利益の期間比較にとって支

障をきたすのではなかろうか。したがって，この点においては，ハックスの結

合計算は後入先出法および恒常在高法の特質を正しく抽出したものとはいいが

たい。それゆえにまた，結合計算をそのままの型で棚卸資産に対して適用した

　　　　　　　　　　　　（37）
ものとしての実体維持積立金法（Rechn㎝mit　Substan・e・ha1tmg舳。klagen）一

一資産は正しい（期末価格に近い）取得価格で評価し，販売日の再調達価格に

よる費用評価額と取得原価によるそれとの差を貸方の実体維持積立金に計上す

る一や，結合計算をそのまま減価償却会計に適用したものである再調達価格

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（38）
（ただしそれが原価をこえているかぎり）にもとづく減価償却法などの，ハッ

クスの新しい提案は，かならずしも実践上の会計方法たる後入先出法や恒常在

（37）　Karl　Hax，a，a，O・，SS．148－175、

（38）　KarI　Hax，a．a．O・，SS．209－225。
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高法のすべての特質をまったく忠実に反映しているものではなくて，もつぱら

経営維持を達成したのちの分配可能利益という側面のみを抽出したものにすぎ

ない点に，やや問題がのこる，とおもわれる。

　学説的系譜の上からみて，ハックス経営維持論は一面においてシュミット理

論をうけついでいるといわれながら，シュミットにおいては費用時価評価を通

じて経営活動の良否の尺度たる機能と実体維持の立場からの分配可能性の両者

をもつ利益が追求されているにもかかわらず，ハックスにあっては分配可能利

益のみに重点がおかれているのである。ハックスとシュミットとのこの相違は，

両学説がおかれた経済的背景の相違から（すくなくとも一部分は）説明されう

ることはすでにのべた。ハックスの場合，成長経済を支えるべき個別企業が，

国民経済的生産機構の部分として，すくなくとももとの生産能力を維持すべき

であるとの立場から，（とりわけ実体維持達成後の）分配可能利益が重視されて

いるのである。

　（2〕ハックスのいう実体維持とは，量的および質的にもとの生産財と同じ給

付を確保する生産財の再調達をいうのであるから，給付の晶質・種類に変化が

生ずると，従来の財によってあらわされた経営実体と新しい財によるそれとの

比較が不可能にな孔この場合，ハックスは，同種の財で晶質に関する相違が

生じた場合に，これらを標準品質に換算して実体計算を行うことは拒否し，ま

た後入先出小売棚卸法についても，それは数量計算としての実体計算ではなく

　　　　　　　　　　　　（39）
て価値計算である，と批判す乱そこで，給付に品質または種類の変化が生ず

るこのような場合には，ハックスは，実体計算を放棄して貨幣資本計算に復帰

することとなる。

　給付に晶質または種類の変化が生ずるつど実体計算を放棄することは，彼の

実体維持説の現実的効果を大幅に減ずるものといわねばならないであろ㌔ま

た，そのことは別にしても，ハックスはシ旦マーレンバッハ的方法論に立って

（39）　Karl　Hax，a・a・O．，S．175u．SS・146川148．
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実践の諸会計方法の背後にある思考を説明しなければならないにもかかわらず，

実体維持を厳密な数量計算として規定するために，後入先出法の発展形態であ

る後入先出小売棚卸法およびドル価値法等の諸会計方法を説明しえないことは

彼の理論の不十分さを示すものと，いわざるをえない。

　ハックスが実体維持を厳密な数量計算として限定し価値計算の形で展開しな
　　　　　　　　　　　　　　　（40）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．．
かった理由は，物価指数に対する不信ということもあるかもしれないが，より

根本的には，貨幣思考と物財思考との峻別というドイツにおける伝統的な考え

方に起因するものと，おもわれ孔直接的には’ハックスがその実体計算をう

けついだシュミット理論において，以前と同一の技術的な給付能力を販売日に

維持するための原価量を費用に計上しようとする考え方から，ハックスの実体

維持に対する立場が規定されているとも思われよう。

　いずれにしても，新しい実体維持論は価値計算として展開されなければなら

ない。　（？、21．1964）

　附記。本稿は昭和39年度文部省科学研究費による研究の一部分である。

（40）森田哲弥，前掲論文。p・133・
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アメリカにおける

　　　労使協力に関する若干の考察

岡　　田　　昌　也

I

I

皿

w
V

v
皿

皿

労使関係の類型と労使協力

ボルティモアーオハイオ鉄道会社における労使協力

労使協力の目的

労使協力の領域及び運営機構

労使協力の要件

労使協力の利益

労使協力に拓ける諸問題

労使協力の将来と限界

I　労使関係の類型と労使協力

　労使（又は労資）関係なる用語は，種々の内容を含みつつ用いられてい孔

本稿においては，一応，労使関係をUni㎝一Management　Re1ationsとして把握

しておきたい。これは，決して対従業員関係，資本対労働の関係等の成立や存

在を否定するというのではなく，本稿における混乱を避けるという意味におい

てである。

　さて，労使関係が何らかの形で類型化されるとすれば，本稿の主題である労

使協力（UniOn－Mamgement　Cooperation）は如何なる位置付けを与えらるべき

であろうか。本節においては，次節以下における諸々の観点からの考察に先立

って，この点について若干の検討を行いたい。

　労使関係は，労使双方に影響を及ぼす諸力の組合せによって類型附に把える

ことが出来る。すなわちハービソンは，人間の経済的・政治的行動を観察・分
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類する場合には，その意思決定を説明しうる要素と，力の構造に関連せしめる

ことによって，それが可能となるのであり，労使関係を類型化する場合には，

次の二つのカの組合せにおいてそれを行うべきである，という。すなわちその

一つは，経営者及び組合役員の政策決定や行動を決定付ける経済的・社会的・

心理的・政治的な強制力（缶r㏄s）であり，その二は，経営者内部及び組合内部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）
の，更には経営者と組合の間の勢力（pOwer）関係の構造であ孔これらの諸力

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）
のからみあいにおいて，ハービソンは次の三つの類型を指摘している。

　11〕起動的類型（generating　types）これは，労使双方において強力な勢力集

中が存在しており，従ってこの型の労使関係における場合の交渉結果は，他の

類型のそれに重大な影響を及ぼすものである。

　12〕衛星的類型（sateuite　types）この型は起動的類型の影響下にあるもので

あり，追従的性格をおびる。

　13〕半孤立的類型（semi－isolated　types）この型は自主的な決定を行うもので

ある。

　しかしながら，ハービソンのかかる三分類は，ある産業又は地域に存在する

多数の労使関係の相互関連に重点を置いた分類であり，労使協力の位置付けと

は直接に結びつかないのである。従って，ここでは別の観点からの分類，すな

わち労使の行う団体交渉の性格を通じた分類によって，労使協力の位置付けが

求められねばならない。

　団体交渉においても，それに際しての労使双方の関係から種々の型が存在す

るが，ウィリアムソン及びハリスによれば，そのr第一段階は，雇傭者が喜ん

で，又は強制されて組合と膝をあわせて交渉する場合に相当する。第二段階は，

一応，賃銀と労働条件に関する契約書に組合と雇傭者が署名をし，将来の不一

致の解決方法について意見の一致をみる場合に相当する。これは，依然として

（1）　Harbison，F．H。：A　P1an脆r　Fundamental　Research　in　Labor　Relations，Ame－

　ric肌Economic　Review，May1947，p．376．

（2）　Harbison，F，H・：ibid・，P・379・
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相互に間隔を保った段階（an　am’S－length　Stage）である。第三段階は，雇傭者

と組織労働者が共同の利害を発見する場合に相当す孔組合と雇傭者が協力し

てやっで行く方法を学んだ場合，多くの組合はインフォーマルに，又は合同生

　　　　　　　　　　　　　　　（3）
産委員会を通じて雇傭者と協力する」のであ乱

　ウィリアムソン及びハリスのかかる分類の精密化は，セレクマンの分類に求

められうるであろ㌔すなわちセレクマンは，団体交渉の性格から労使関係を

　　　　　　　　　　　（4）
次の八類型に分つのである。

　ω　牽制一攻撃型（c㎝tainm㎝t・aggression）　これは，経営者は組合を承認は

するが，とじこめようとし，組合の反掻による緊張関係を伴うものである。

　（2〕イデオロギー型（ideO1o馴）これは，組合はマルクス主義に基づき，経

営者との間の平和を信じない状態のものであ孔

　13〕闘争型（conHict）これは，経営者が組合を承認しようとしないところか

ら生ずるものであり，牽制一攻撃型以前の段階のものである。

　（4〕勢力交渉型（pOwe・一bargaining）　これは，問題の解決を労使双方の勢力

関係において行うものであり，牽制一攻撃型と類似している。

　15）密約交渉型（deal－bargaining）　これは，交渉が労使双方の密議によって

行われるものであり，双方は既に対立関係から脱して，一種の協力を行ってい

るものである。

　16〕共謀型（cOnusiOn）　これは，密約交渉型が特定の利害に結びついた場合

に生じるものである。

　（7〕和解型（a㏄ommodation）　ここでは労使相互の承認と安定的関係への一

致が存在する。

　（8〕協力型（・00p・ratiOn）　ここでは経営者は組合の有用性を理解し，組合も

経営者の目的を理解するのであり，双方は共通の利害に基づいて協力するもの

（3）Wi11iams㎝，S．T．＆Hamis，H．：Trends　in　Collective丑a正gaining，1945，p．130．

（4）Selekman，児．M．：Variet三es　of　Labor　Relations，Harvard　Business　Review，

　March1949，p．177．

144



　　　　　　　　　　　　　　　　　アメリカにおける労使協力に関する若干の考察　（岡田）

　　（5）
である。

　以上の八類型のうち最初の三類型は闘争の程度と多様性を示し，14以下の諸

類型は協力の性格と程度を示している。しかしながら，民主性を伴った協力と

いえるものは（7〕と（8〕のみであり，しかもこの両者においても本質的な相違が存

在するのであ乱すなわち，セレクマンによれば，この両者を区別するものは，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（6）
労使の相互関係の範囲と，その根底にある精神であ孔

　以上において，労使関係の諸類型中における労使協力の位置付けがおのづか

ら明らかとなったであろう。労使協力は，セレクマンの分類においては，一種

の発展段階の最終的地位におかれているが，他の類型が必然的に労使協力型へ

移行するというものではない。しかしながら，労使関係は，それがいかなる力

又は精神によって影響をうけているものであれ，労使双方の形成する一種の関

係である限りにおいて，その関係は不変ではありえないのであり，労使関係に

おける諸類型の労使協力型への移行を否定し去ることも出来ないのである。

　さて，一般に労使協力は，アメリカにおいては例外的な域を出るものではな

いとされている。しかしながら，デールがAMA調査に基づいていうところに

よれば，アメリカにおいては，労使協力は一般に考えられているよりも広汎に

　　　　　　　　　　（7）
行われているのであ孔又，労使協力は，歴史的にもかなりの過去に遡りうる

（5）　尚，別にハービソン及びコールマンも労使双方の関係如何から，11〕武装的休戦

　（armed　t胞。e），（2〕実効的調和（wOrking　h〃mOny），13〕労使協力（uniOn－manag・ment

　cooperation）に大別して分類している（Harbi呂。n，F．H．＆Co－eman，J．R．：Goals

　and　Strategy　in　Coneotive児arganing，1951，p，20冊）．

（6）SeIekman，B．M．：ibid．，P，185．

（7）DaIe，Fmest：Greater　Productivity曲mugh　Labor－Management　Cooperation，

　Analysis　of　Company　and　Union　Experience・日本生産性本部課「労使協力による

　生産性向上　　会社および労働組合の経験の分析」昭和32年，まえがき・及び3頁。尚，

　本書は，労使協力を行なっていると思われる約1，O00社への質問票のうち，回答を得

　られた263社のデータを基礎として湘り，そのうち40社が実地調査され，更に専門家

　と当該会社及び組合の校閲と承認の後に作成されたものである。

　　更に，同様の点はI．I一．O．：C0－0pe・atiOn　in　Industη，Geneva，1951．労働省大

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1価
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のであ乱本稿においては，アメリカにおける労使協力に関する諸問題の考察

に先立って，労使協力の一ケースを．とりあげ，その概観の後に，諸々の問題に

ついて検討してゆきたい。

　次節においては，アメリカにおける労使協力の初期に成功を収め，かつ現在

に至るまで労使協力を維持しつづけている典型的なケースとしてのボルティモ

アーオハイオ鉄道会社（Ba1timOre㎜d　OhiO　RailrOad　COmpany）における労使

協力について概観する。このケースは，労使協力の歴史においても，重要な地

位を占めるものである。

皿　ボルティモアーオハイオ鉄道会樹こおける労使協力

　ボルティモアーオハイオ鉄道会社における労使協力は極めて有名であるので，

　　　　　　　　　　　　　　　（8）
既に数多くの紹介がなされている。　ボルティモアーオハイオ鉄道会社は1923年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（9）
に労使協力を実施したのであるが，起源はその数年前に遡るのであ孔この労

使協力運動の父はベイヤー（Beyer，o・s・Jr・）であった。ベイヤーは第一次大

戦中に，政府所属の1コック・アイランド（ROck　Island）造兵廠において労使協

力の計画を展開し，それは成功を収めたのであ孔

　又一方，当時，鉄道は政府管理下に置かれていたのである。この政府管理の

　臣官房労働統計局訳「産業に為ける労使協力」（内外労働資料第42集）昭和27年，36頁

　にも述べられているところである。

（8）例えば，筆者が目を通し得たものでは，次の如き’ものがある。

　①　Slichter，S．H．：Union　Polici6s　and　Industrial　Managem㎝t，1941．

　②Wi11iamson，＆．T．＆Hamis，H、：Tmds　in　Collective丑班gaining，1945．

　⑥Daugherty，C．R．：LaborPmblemsinAmericanIndustry，1948＿19491mpres－

　　Si㎝．

　④　笛木正治著「労資関係と経営管理」昭和26年。，

　⑤　野田信夫稿「労資協力の実体分析（アメリカの体験）」高瀬荘大郎編「産業合理

　　化と経営政策」昭和25年収録。

　⑥野田信夫著「近代的経営における人間問題」昭和28年。

（g）　Slichter，S，H．…ibid。，p，437．
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下において，工場部門の労働組合は組合員数の増加を達成し，又，以前には組

合をもたなかった多くの鉄道においても，承認が獲得されたのである。更に組

合は，私的経営者が承認しようとしなかった多くの条項を，当局との交渉によ

って獲得したのである。従って，1920年に鉄道が私営に復帰するや，多くの摩

擦が生じることとなったのである。すなわち，ある鉄道は明白に組合を破壊す

るに努め，又他の鉄道では，政府管理時代の協定条項を変更しようとしたので

ある。更に一つの重要な問題が生じた。それは，修繕業務を無組合工場に切り

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（9）
？める（C㎝traCtingOut）ということであった。この問題をめぐって組合側と経

営者側に論争が生じていたのであるが，双方の関係は，1921年の不況によって

更に悪化したのである。

　会社側は賃銀切下げと組合規則の変更を要求し，組合の規則は無駄多くして

非経済的であると非難したのである。これに対して組合は，非経済的な経営を

もって鉄道を非難し，もし経営の無駄が排除されたならば，賃銀切り下げは不

要であろうと主張したのであ乱このようにして，鉄道産業における無駄の問
　　　　　　　　　　　　　　　　（1o）
題は双方の関心事となったのである。これは労使協カベの第一の足掛りとなっ

たと考えられる。

　更に，若干の組合指導者は，かかる状況の下においては，労使双方の関係は

極めて危険なものであり，叉それは若干の新組合の存在を脅威するものである

と考え，双方の関係を緩和し，仕事の縮少を弱める方法として，協力のアイデ
　　　　　　　　　　　（工。）
イアを考慮したのである。これ又，協カベの第二の足掛りとなったと考えられ

る。

　又，機械工組合のジョンストン（JOhnstOn）会長は，協力のアイディアに特

に関心をもち，彼とペイヤーは，それを実地に行うことの可能な鉄道を求めて

いたのである。1922年春，ボルティモアーオハイオ鉄道会長のウィラード（Wil－

lard）に協力計画の相談がもちかけられた。彼は進歩的な労働政策の持主であ

（1o）　S1ichter，S・H・：ibid・，p・438・
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　（11）

った。これが協カベの第三の足掛りであったと考えられるのである。このよう

にして，労使協力計画はボルティモアーオハイオ鉄道会社において実施に移さ

れることとなったのである。

　協力計画の実施前，1922年にストライキが発生したが，協力への意欲には影

響しなかった。そして，ピッツバーグのグレンウッド工場で計画が実施される

こととなっれグレンウッドでは労使関係は永年の間不満なものであった。そ

れはストライキを引き起すほどに悪かったので，工場は短期間の操業の後，低

生産と高コストをもって閉鎖されていたのであ孔組合は労使関係の良好な工

場を望んだが，経営者はグレンウッドで実験が行われるよう主張したのである。

　ベイヤーは，1923年2月にグレンウッドにおもむき，計画実施前に必要な予

備的事務を果した。会合が開かれ，計画の詳細が説明された。そして，グレン

ウッドにおける一年間の実験の後，1924年2月，ボルティモアーオハイオ鉄道

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（12）
の円形機関車庫及び修繕工場に労使協力を拡張する協定が結ばれたのである。

このようにして，労使生産委員会制度を中心とする協力計画は，ボルティモア

ーオハイオ鉄道の45の修繕工場及び円形機関車庫と15，OOO人の工場労働者の間

　　　　　　　　　　　　　　　（ユ3）
に実施されることとなったのである。

　グレンウッド実験の成功によって，AF　Lの鉄道従業員部門の執行会議は，

労使協力をそのプログラムの部分として採用し，この政策を伸長させるための

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（12）
技術顧問としてベイヤーを採用したのである。事実，A　F　Lは1924年，r雇傭者

側がヨリ高い賃銀支払いとヨリ大なる雇傭保障を与えることに同意するなら
（14）

ば」という条件で，労使協力の政策を採用したのである。C　I　Oにおいても

r経験深い指導者達には，彼等を認める雇傭者と労使協力計画を遂行しようと
　　　　　　　（15）
いう徴候があった」のである。

（11）　W『11iam呂。n，S．T・＆Harris，H．：ibid。，P．135．

（12）　SIichter，S，H．：ibid．，P，439。

（13）　Wi11iamson・S・T・＆Harr三s・H・：ibid・・p・134・

（14）　Daugherty，C．R・一bidりP．365．
（15）　Daugherty，O．R。：ibid、，p．374．
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　このようにして，ボルティモアーオハイオ鉄道における労使協力の成功は，

当然に他の鉄道にも波及するのである。すなわち，1925年には労使協力を導入

する協定がカナディアン・ナショナル鉄道（CanadianNationa1Rai1ways）の経

営者によって交渉された。又同年，同じ動きはチェサピークーオハイオ鉄道

（Chesapeake　and　Ohio　Rai1rOad）のリッチモンド（RichmOnd）工場，及びシカ

ゴーノース・ウエスタン鉄道（ChicagO　and　North　Westem　Rai1way）の工場に

おいて始った。i926年にはシカゴーミルウォーキー一セント・ポールーパシフィ

ック（Chicago，Mi1waukee，St・Pau1and　Paci丘。）の諸工場において採用された。

1929年には労使協力はカナディアン・ナショナル鉄道の保線部門に拡張された
　　　（16）
のである。

　かくて，ボルティモアーオハイオ実験は“ボルティモアーオハイオ計画”とな

ったのである。この計画の基礎は，労使相互の尊敬によって生命を与えられた

権利と義務の交換，同意する意志，及び実際上の利益の認識である。

　協力を行うに際して鉄道側は次の事項に同意した。すなわち，第一に，全国

組合を従業員の代表として承認し，経営における建設的な力として完全に承認

すること。第二に，能率増進によって可能となったヨリ大なる生産における分

け前としてのヨリ高い賃率の支払い。第三に，保障とヨリ大な一る年間収入を得

られるように，可能な限り雇傭を正常化すること。第四に閑休時における仕事

の割当。第五には，安全且つ健全なる労働条件を維持すべき努力。．第六に組合

が自己の問題を解決するに際して助力を与えること。第七には，工場改善に対

する従業員の如何なる提案をも喜んで考慮し，報酬を与えること，である。要

するに，組合はヨリ良い報酬，ヨリ安定せる仕事，及び物的福祉と精神的安定

を達成すべき恵まれた機会を得ることができたのである。

　一方，組合側は，物的・精神的エネルギーを出し惜まないことに同意し，労

働者の仕事の量と質とを改善すべく，あらゆる努力を尽すことに同意するので

（16）　S1icbter，S．H。：ibid，，pp，439一科O．
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ある。又，特に工場の規則に従うこと，道具を注意深く用いること，原材料を

節約すること，及びプロセスの改善や工夫のための提案を行うことに同意する
　　　（17）
のである。

　かくて，ボルティモアーオハイオ鉄道をはじめとする多くの鉄道における労

使協力は大いに発展するやに思われたのであるが，しかしながら主として次の

二つの大きな困難のために，ボルティモアーオハイオ鉄道及びカナディアン・

ナショナル鉄道を除いては，協力計画は坐折のやむなきに至るのである。その

困難の第一は不況であり，第二はトップ・マネジメントにおける支持の欠如で
　（18）

ある。後者は前者の深刻な打撃を加重するものであった。トップ・マネジメン

トの強力なる支持が存在すれば，第一の困難を軽減しえたかもしれないのであ

り，協力計画の中断は，計画自体にその原因の中心を求めるべきではないので

ある。かくて，この試練を克服しえたボルティモアーオハイオ鉄道は，かえっ

てその試練によって労使協力への確信を深めるに至るのであ孔

　以下においては，労使協力の目的，領域，運営機構，利益其他の諸問題につ

いて，ボルティモアーオハイオ鉄道其他における労使協力を参照しつつ検討し

てゆきたい。尚，労使協力の他の有名なケースとしては，クリーヴランド婦人

服産業（C1eve1加dWOmen’l　Ga㎜entInd㎜t岬）や合同衣服労働組合（Amalga－

mated　C10thing　W0・kers）の場合の如き衣服産業におけるものや，ナウムキー

グ綿業会社（Naumkeag　Steam　COtt㎝COmpany）（これは失敗例として有名），

其他，鉄鋼業，更には配給部門にも例があるが，それらについては，詞8〕に掲

げた文献における紹介に譲りたい。

皿労使協力の目的

労使協力の目的は，実際にはその実施される会社の特殊事情によって異るも

（17）　Daughery，C．R．：ibid。，pp．475＿476．

（18）　Slichter，S・H・l　ibid。，P・440．
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のであるが，相対的に一般化して取扱うことは可能である。

　デールは，労使協力の目的を労使協力の主導者別に区分して，次の如く指摘

　　　（19）
している。

　経営者側の目的は次の如くである。

11〕良好な労使関係を促進するため

‘2〕特定の生産問題

13〕競争

ω　生産コスト切下げの必要

15〕晶質改善の必要

　労働組合側の目的は次の如くである。

　は1特殊の事態の改善（例えば，従業員が会社の政策等に対して知識を得る

こと）。又は特殊の利益の獲得（管理機能の統制，経済的利益，ノルマ引下げ

等）。

　②　時には経営困難な会社の建て直し目的。

　更に，労使双方の共同発起の場合には，その目的は次の如くである。

　（1〕不況切り抜け

　12〕競争力増大

　13〕労使関係改善に対して同一目的をもつ場合

　14〕双方が異った理由から協力を支持する場合

　又，従業員側の目的は表面には現われず，協カベの導火線の役目を果す場合

が大部分である。政府が役割を演ずる場合は，大体において戦争に直面した愛

　　　　　　　　（20）
国的目的からである。

（19）DaIe，厄mest：前掲訳書i2－1？頁。

（20）第一次及び第二次大戦に際しては，アメリカでも労使協力体制が主張され，全国

　戦時労働局及び戦時生産局による労使協議機関の設置が広汎に行なわれた。しかし，

　これらの機関は特殊の事態の下に成立したものであり，終戦後は必然的に衰微する運

　命にあった。又，古くから労働組合運動への対抗手段として存在していた会社組合は，
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　更に，観点を変えて，市場又は所属産業に占める各々の会社の地位から協力

　　　　　　　　　　　　　　　（21）
目的を分類すれば次の如くであ孔支配的会社においては，協力によって可能

となる費用と時間の節約は，更に不利な立場の会社ほどには重要ではない。支

配的な大会社においては，協力の目的はコスト切り下げよりは，むしろ“良好

な労使関係”に置かれる傾向があるのであり，大きな労働争議を予防し，一般

公衆の支持を得ることが目的となるのである。支配的会社が従業員数及び販売

額において小金杜である場合には，新競争会社出現のおそれが強いので，コス

ト引下げの努力は重要な意義をもつことになる。

　従属的会社の場合には，その存在を維持するために，単位コストの引下げが

重大な目的となるのであり，組合も又その存続のだ．めに協力することがあるの

である。激烈な市場競争の下では，協力を開始しようという刺激は，労使双方

にほぼ同等の力で作用するのである。

　半支配的な会社の場合は，生産性向上と良好な労使関係という二大目的が共

に強調されるが故に，労使協力の成功率は高くなるのであ私事実，AMA調

査における労使協力成功会社の45％はこの型のものであった。

　次には，若干の具体的なケースに拠って，その場合の協力目的について考察

したい。労使協力の目的が競争，就中無組合会社との競争から生ずる危機を乗

り切ることを目指す場合が相当存在するのであるが，その一例は，マサチュー

　第一次大戦を契機としてニュー・ディールに至るまで急速に増大したが，それから得

　られる協力は自主自発的なものではなく、戦時における強制的協力と同様，本来の労

　使協力とはいえないであろ㌔けだし労使協力は，アメリカに湘いては，労使双方が

　対等の立場に立って団体交渉を行ない，労働協約の締結と遵守による，いわゆる産業

　法律の形成による産業平和を前提とした，自主自発的協力であるからである。

（21）Dale，児me・t：前掲訳書196－209頁。尚デールは，会社の主生産物が主要大市場地

　域において同業品の販売の大部分を占め，税引き後の利益が投下資本の1O％以上に達

　する場合，その会社を支配的会社とし，その会社の主生産暢の主要市場における販売

　高が同業晶の販売総額の小部分しか占めず，利益も少ない（税引き後で投下資本の5

　％以下と定義される）場合，その会社を従属的会社とする。以上二つの場合の中間の

　会社は半支配的会社としている（Dale・Em・st：前掲訳書195頁）。
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セッツ州ローウェル（Lowell，Massachllsetts）のメリマック社（M6rrimack

Mamfactu・ing　Company）（綿織物工業）と南部における無組合会社との競争に

　　　　（22）
見出される。メリマック社の場合は，かかる競争からの脅威の他に，次のよう

な重荷に耐えねばならなかったのである。すなわち，

　は〕アメリカの他の織物工場の場合と同じく，その生存は外国からの輸入に

よっておびやかされている。

　12〕国内的競争は全綿織物業の86％を占める南部に主導権があり，それらは

基本的には無組合である。一方14％を占める北部では，組合の存在が一般的で

あり，メリマック社もこの例外ではない。

　（3〕南部の競争者は永年，賃銀，租税，運賃等の諸要素において，北部の製

造業者に対してコストの有利性を享受していた。

　14〕織布は一つの一般市場一ニューヨーク市一において激しい競争の下

に売買され，価格は当然に南部業者によって支配されている。

　㈲　織物産業はニューイングランドに極めて永らく存続していたが故に，そ

の価値は忘却され，グッドウィルの欠乏が顕著であり，度々無関心が，そして

時には明らかな敵意すら存在するのである。

　すなわち，1822年（1コーウエルが市制を施く14年前）に設立されたメリマッ

ク社は，．アメリカにおいて継続して操業する製造工場の最も古いものの一つで

あったが，かつて“世界の紡錘市”（“The　Spind1eαty　Of　the　Univc・・e”）と

呼ばれたローウェルは，その偉大な織物産薬が衰えるとみて，未来の経済的保

障の望みを産業の多角化に置き，ニューイングランドにおける新成長産業，例

えば電子工業，軽金属工業，プラスティック工業を誘致することに専念してい

るのであった。

　かかる状況に置かれたメリマック社に残された途は，協力以外にないと考え

（22）M鉗ia，Frank＝It　Happened　in　New　England＿How　Cooperation　Saved　a　Busi－

　ness，in，Progress　in　Labor－Management　Relations，AMA　Persome1Series，No－166．

　1956，pp．55＿56．
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られるのであ孔そして事実，経営者の強力なリーダーシップの下に，従業員，

組合，及び地域社会の協力と理解を獲得すべく努力が行われ，それは次第に成

功を収めて行ったのであ孔ここにおいては，メリマック社の置かれた複雑困

難な状況が協力を促進せしめたといいうるであろ㌔そして地域社会の協力を

特に必要としたことは，パブリック・リレーションズの重要性を意味するので

ある。F．マリア（Maria，Frank）も次の如くいう。「うまく行くだけでは十

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（23）
分ではなく，うまく行っているということを人に知らせねばならない」と。

　以上，メリマック社における如き無組合会社との競争に対処するという目的

については，不況対策の目的とも併せて，スリクターも次の如く指摘してい乱

すなわち「1920年代に生じた労使協力の数個の実験は，組合が価格の大下落と

無組合会社との原価差による競争から生じる諸問題の克服を援助しようとした

　　　　　（24）
ものであった」ど前述のボルティモアーオハイオ鉄道の場合も，かかる目的

が一つの中心をなしているのである。

　更に，無組合金杜との競争に加えて，産業内競争及び産業間競争が存在して

いる（時には国際的競争も重大な要因となる）。　これらの競争に対処すること

が協力の一大目的を形成するのである。ウィリアムソン及びハリスはこれらの

協力目的に加えて，立法を促進するという協力目的を，T・ansportation　Act　Of

　　　　　　　　　　　　　　　　（25）
1940成立を例に引いて指摘している。

　以上の如き目的は，会社の存続確保が痛感される状況において存在する。ウ

ィリアムソン及びハリスもかかる協力について次の如くいう。すなわち，それ

は「健全な企業よりも苦境にある企業に提案されるとき，一層大きな進歩をな

　　　　　　　（26）
すように思われる」とかかる場合にはr会社と組合の関心は等しい一すな
　　　　　　　　　　　　　　　　（27）
わちそれは成功的な会社の活動である」のであり，ギャグノンもいう如くr基

（23）Ma正ia，Fmnk：ibidりp・57・

（24）　Slichter，S．H．：ibid．，P，394．

（25）Wi11iamson，S・T・S　Harris，H．l　ibid．，PP．130－131．

（26）Wi11ia㎜on，S．T。＆Ha耐is，H。：ibid、，p．I41．

（2？）Maria，Frankl　ibid・，p・66・

154



　　　　　　　　　　　　　　　アメリカにおける労使協力に関する若干の考察　（岡田）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（28）
本的には労働者側と経営者の目的は一つである。それは繁栄である」のであ孔

最も卓越したAFL副会長の一人ウォール（Woll，M．）は，彼自身の組合であ

る写真製版業組合（PhOt0・Eng胞vers）によって採用された立場を以下の如く表

明している。すなわち「我々自身の産業においては，雇傭者と労働者の間の闘

争の余地はないξ思われ私産業における闘争は双方を傷付け私産業におい

ては，双方は互いに最高度に協力する場合に最も利益する。我々の目的は雇傭

者と産業を傷付けることではなく，我々の望みは雇傭者と産業を保護すること

であ孔それは，我々が雇傭者に特別の愛情を表示するが故ではなく，写真製

版産業が雇傭者のみのものではなく，それが我々も雇傭者と同様の関連を有し

　　　　　　　　　　　　（29）
ている産業であるが故である」と。

　以上の如き協力目的以外に，デールは次の如き目的を指摘してい乱すなわ

ち「協力目的は，生産性を向上させ，労使双方に分配さるべき利潤（k1tty）を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（30）
増加するにあるパ…・・生産性向上は双方の満足又は善意の増加をも意味する」

と。デールの指摘するこの目的は，合同衣服労組と経営者側とが協力するにあ

たって一致に到達した基本原則，すなわち「不能率な工場は低賃銀，長時間労

　　　　　　　　　　　　　（31）
働及び不規則な雇傭を意味する」ということの裏返しである。

　以上において種々指摘してきた協力の目的は大別して次の如く分類される。

　（ユ〕生産性向上目的群

　12〕労使関係改善目的群

　13）会社又は組合維持目的群

　この三つの目的群は別個に存在することもあるであろうが，相互に関連しつ

つ存在する場合の方が多いであろう。そして，これらの目的は，労使双方が目

（28）　Gagnon，John　E．：Forecasting　Tomorrow’s　Industrial　Relat三〇ns，in，Pmgress

　in　Labor－Managem㎝t　R61ations，AMA　Personne1Series，N〇一66．1956，p．14．

（29）　Daugherty，C．R．ibid．，P．475．

（30）Dale，Emest：前掲訳書6頁。

（31）Williams㎝，S，T．＆Ha皿is，H，ibid．，p．139．
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的達成の利益を認識する場合においてのみ，真に協力目的となりうるのである。

次には，労使協力の領域及び運営機構について述べることとする。

1V　労使協力の領域及び運営機構

　この問題も，前述の労使協力の目的と同様，実際にはその実施される会社の

特殊事情によって異るものではあるが，一般化して取扱うことは可能である。

まづ，労使協力の領域について考察してゆきたい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（32）
　デールは協力の領域を，協力の機能の程度によって次の女口く分類している。

　（1〕情報上の協力

　②　諮問上の協力

　13〕建設的協力

　14〕共同決定

　これは協力機能の高度化の段階とも理解されうるのであるが，共同決定の段

階はアメリカにおいては全く存在しないといっても過言ではない。更にデール

は，協力領域の具体的な各項目についてのAMA調査の結果を次の如く図表化
　　　　　　　　　（36）
している（第1表参照）。　そこでは，調査報告書に記載された度数の多い順に

協力領域の項目が配列されている。

　この表からいいうることは「協力の程度は，その度数と反比例する傾向があ
（34）

る」ということであろう。すなわち，協力の程度が低い程，度数が多いのであ

り，これは，前述の協力機能の段階の高度化に照応して度数が減少することを

意味しており，この点からも，共同決定は存在しないといいうるのであ孔

　更に，協力期間が長期にわたっているものの協力領域についてみてみよう。

AMA調査に対して，少くとも一種類の協力を行っていると報告した201社中

　　　　　　　　　151社，すなわち約一が1937年またはこれ以前に協力運動を開始し，報告書作成
　　　　　　　　4

（32）D・1・，Eme・t：前掲訳書9頁。

（33）Dale，Emest：前掲訳書28頁。

（34）Da1e，Eme・t：前掲訳書29頁。
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第1表労使協力の領域

報告に記載された度数

項　　　　臣

事　故　防　止
おしゃか防止（むだや欠陥のある仕事の排除）

労働者の政策理解促進

定　時　出　勤
従業員保険計画
晶　質　管　理
職　務　評　個

物的労働条件
遅　　　　　刻
工具，補助具等の保全

従業員保健
作業方法の改善
規　律　維　特
訓練，見習制，受入訓練計画

労務者移動
出来高標準の設定

奨　　励　　制
空　産　計　画
界　進　計　画

機械の利用
雇傭の安定
技術的変更

部門別　　工場全体　合　計
労使協力11〕労使協力12〕は〕十12〕

87

106

97

84

68

84

52

65

80

74

71

6フ

65

5S

50

42

42

45

39

43

37

37

76

41

48

31

42

21

50

36

20

24

26

29

23

30

19

26

25

14

14

8

12

11

163

1ヰ7

145

115

110

105

102

101

100

98

97

96

88

85

69

68

67

59

53

51

49

48

当時も依然としてそれを継続していた。それらの脇力領域は次の如くである

　　　　（35）
（第2表参照）。

　この図表から明らかなことは，景気循環の一周期以上にわたって存続してい

る最も重要な諸活動は，必ずしも景気の特定の一段階によって著しく影響され

ない，ということである。かかる領域の協力は雇傭に著しい悪影響を及ぼさず，

又経営者に対して損失をかけることもなくして労使関係の改善とコスト引下げ

（35）Da1e，厄mest：前掲訳書192－193頁。
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第2表長期の協力領域

項　　　目

安　　　　　全
む　だ　排　際
会社方針の理解

規則的出勤
従業員保険制
品　質　管　理
工　具　管　理
従業員健康管理
職　務　評　価
遅　刻　防　止
訓練，徒弟養成

作業方法改善
奨　励　方　法
労働者移動防止
肉体的労働条件改善

規　　　　　律
生　産　企　画

部門単位協力　　全コニ場単位協力

22

27

25

24

20

21

23

18

14

20

16

18

15

18

15

14

14

計

36

33

32

28

27

26

25

24　．

23

22

21

21

19

19

18

16

15

とに同時に貢献するように利用出来るのであり，これらの領域においては高度

に共通の利益が存在しているのである。

　さて，次には労使協力の運営機構について述べたい。これに関してスリクタ

ーは次の如くいっている。すなわち「労使協力の拡大は，この政策を行うため

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（36）
の満足な機構を開発することにおける組合の成功如何にかかっている」と。こ

のことは，採用される機構如何が協力政策のもたらす成果に重大な影響を及ぼ

すことを意味しているのである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（37）
一般に，運営機構には次の三種類が考えられてい乱すなわち，

ω　生産委員会（prOducti㎝committees）一これは，労使双方の代表によっ

（36）　Slichterl　S・H・：ibid・，p・569・

（3？）Williams㎝，S．T．＆Ha．ris，H．：ibid．，p．133．尚スリクターも同様の記述を

　している（S1王。hter，S．H．：ibid、，P．569．）
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　　て平等に構成されるものであり，月一回以上，生産方法改善のための諸提

　　案を協議するものである。しかし，苦情処理はこの機関では行わず，これ

　　が一つの特色となっている。この例としては，前述のボルティモアーオハ
　　　　　（38）
　　イオ鉄道，T　V　A，アメリカ鉄鋼労働組合（United　SteeI　WOrkers）等があ

　　げられる。尚，この機構の一様式である合同計画委員会（jOint　pIanning

　　Committee）は，生産問題への更に大きな参加を要求して闘った鉄鋼労組に

　　　　　　　　　　　　　　（39）
　　よって発展されたものである。

　／2j合同調査（jOintresearch）一これは，独立の専門家が経営者及び組合代

　　表と共に仕事をするものであ孔この例としてはナウムキーグ綿業会社が

　　挙げられる。

　（3〕生産助言者としての組合一この例としては合同衣服労働組合が挙げら

　　れる。

　さて，スリクターによれば，以上三種の主要な運営機構には，相互に組合せ

　　　　　　　　　　　　　　　（40）
の可能なものと不可能なものとがある。すなわち第一の機構は第二又は第三の

ものと矛盾しないが，第二のものと第三のものは共に採用されえないのである。

又，第一のものは，標準製品が作られず，作業が高度に特殊化されず反復的で

ない修繕又は下請工場（jobbing　shOPs）において最も有用であると考えられる。

何となれば，一般的にいって，各労働者が標準製品に関する高度に特殊化され

た作業を行う場合には，労働者が改善を提案する機会は全く制限されるからで

ある。又，かかる状況における提案は，標準の変更を必要とするものが多いと

考えられ，それは当然に標準の再研究，設定及び作業転換等を惹起せしめるこ

ととなるのであり，種々のトラブルの原因を生みやすいが故である。かかる場

（38）　「ボルティモアーオハイオ鉄道の経営者は最初の5年間に労働者側から18，000以

　上の提案を得た。その約85％は認めて実施するに十分の価値があった」　（Daugherty，

　C．R．：ibid．，P．476、）

（39）Wi11ia㎜㎝，S．T。＆Hamis，H。：ibid．，P．136．

（40）　Slichter，S．H、：ibid。，p．570．
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合には，むしろ第二又は第三の機構が適当であろ㌔次には労使協力の要件に

ついて考察することとする。

V労使協力の要件

　この問題も，実際には労使協力の目的，領域及び運営機構の場合と同じく，

種々の相違があると考えられるのであるが，具体的なケースにおいても，一般

性をもつ要件がうかがわれうるのである。前述のボルティモアーオハイオ其他

の鉄道における経験から，その指導者ベイヤーは労使協力の要件について次の

如く述べてい乱すなわちrトップ・マネジメントと組合指導者の関心が労使

協力計画の成功にとって重要である。又経営者は組合を負債としてではなくて，

潜在的な資産とみなさねばならない。そして経営者は組合の援助を喜んで受け

入れねばならない。更に，誠実な団体交渉が協力計画の行われる前になされね

ばならない。又，従業員は経営者の援助や干渉なしに彼等の工場の代表者を選

ばねばならない。経営者は，財務的信用を維持するのが重要であると同様に，

雇傭の安定を重要と考えねばならない。そして最後に，経営者は協力的努力か

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（41）
ら生じた利益を従業員に喜んで分配せねばならない」と。労使協力におけるか

かる要件は極めて一般妥当性を有するものと考えられるのであ私鉄道業にお

ける労使協力は，不況という外部的条件によって悪影響を蒙ったのであるが，

内的案件の欠乏，特にトップ・マネジメント及び組合指導者の協力への関心が

弱かったところにおいて協力の中断が生じたのであり，前述のボルティモアー

オハイオ鉄道及びカナディアン・ナショナル鉄道では，この要件が満されてい

たが故に，協力の中断を回避しえたのである。

　又，AF　L会長W．グリーンは，1925年，労使協力計画について次の如く述

べてい乱すなわち「かかる理解の計画の実際活動は，雇傭者と従業員はもは

や互いに他に対する憎悪，悪意，敵意によって鼓舞されない，という条件に必

（41）Williamson，S．T．＆Hamis，H。：ibid．，p，136、一
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然的に基づかねばならない。産業における古い秩序の特徴である対抗的な敵意

に満ちた態度は，友好的関係と義務と責任の感覚によってとってかわられねば

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（42）
ならない。これは，現代労働組合主義の新概念である」と。すなわち，労使双

方の態度における変化が一つの重要な要件となるのであり，これと同様の点は

　　　　　　　　　　　　　　　（43）
デールも指摘しているところである。これは，労使協力の結果として生み出さ

れるものである。

　更にドーバーティーは労使協力の要件として，組合が強力であることを指摘
　　　（44）
している。すなわち，組合が強力であり，且つ組合内民主々義が存在している

ことが必要である。そうでない場合には，労使協力は組合骨抜きの具として用

いられる危険があるからである。

　ウィリアムソン及びハリスは，アメリカにおける労使協力の永い歴史と豊富

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（45）
な試行錯誤的経験を参照しつつ，次の如き六つの基本的要件を抽出している。

すなわち，

　（1〕組合に交渉当事者としての地位を保障し，調和的な団体交渉関係が既に

　　確立していること

　12〕秩序ある生産と雇傭

　（3〕組合は生産に対する拘束を放棄すること

　（4〕生産標準設定への合同参加

　15〕コスト低下から生ずる利益の分配

　（6〕協力の結果は一方の不利益とならない，という組合と経営者双方の信頼

　更にデールは，AMA調査の分析に基づき，経営者側及び組合側双方の立場

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（46）
から要請される要件を次の如く指摘している。

（42）　DaughteW，C・R・：ibid・，P・474・

（43）Dale，Emest：前掲訳書167頁。

（44）　Daughtery，C．R．ibid。，P．480、

（45）Wi11iams㎝，S・丁・＆Harris，H・：ibid・，p．141．

（46）Dale，趾nest：前掲訳書136－164頁。
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　まづ，経営者側から要請される要件は，次の三つである。

　は〕労働者の態度が建設的可能性（cOnstmctive　pOss舳ity）をもつこと。

　12〕現行の経営者の職権に労働者が干渉しないこと

　13〕協力による経済的利益が損失よりも大であるべきこと。

　又，組合側から要請される要件は次の四つであ乱

　（11組合の存在や組合が団体交渉で獲得した成果を脅やかさぬように協力計

　　画を作成すること。

　12〕労働者を建設的な力として認識すること。

　13〕組合役員の組合内の地位を，経営参画によって脅やかさぬように協力間

　　題を実施すること。

　（4〕成果を公平に分配すること。

　更に，従業員の提案意欲等も注意すべき要件であろう。しカ）し，何をおいて

も最大の要件は，トップ・マネジメントと組合指導者による協力への強力な支

持であろう。スリクターもこの点に関して次の如くいう。すなわち「この支持

に代るものはない。もしこの支持があれば，大ていの障害は克服されるであろ
（47）

う」と。

　以上，種々の要件を指摘して来たが，我々はそれに加えて次の事柄に注意し

ておかねばならない。すなわち，諸々の要件は，一つが満されるならば他が満

されるという相互関連にあるものが多く，相互に各々の条件として作用する性

質のものが多い，ということである。従って，労使協力を実施する当初におい

ては，協力が労使双方の要件の合致した領域内で行われ，漸次拡大されて行く

ならば，要件合致の領域も次第に拡大され，且つ混乱も避け得て，成功率を高

めることが出来ると考える。一つの要件の満足は他の要件の満足の前提を形成

することが多いからである。

（47）　　Slichter，S・1≡｛。＝ibid．，p．503．
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w労使協力の利益

　ここでは，まづ前述のボルティモアーオハイオ鉄道を中心とする鉄道業にお

ける労使協力の利益について述べたい。鉄道業における労使協力の利益のうち，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（48）
従業員に対するそれは次の如きものである。

　　　従業員と経営者の間のヨリ良き関係

　　　苦情数の減少

　　　改善されたる苦情処理法

　　　労働条件の改善

　　　見習工訓練の改善

　　　組合員数の増加

　　　他の状態の下で達成されたであろうよりも，日付けにおいてヨリ早く，

　　量においてヨリ多い賃銀増加

　（8〕カナディアン・ナショナルの多くの工場におけるボーナス制度の排除

　　（これは組合が反対した賃銀支払形態であった）

　19〕雇傭の安定と増大

　ω　従業員への鉄道業務に関するヨリ完全なる情報

　第一の利益，すなわち，ヨリ良き労使関係については，従業員と経営者双方

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（49）
の代表は，共に最大の利益としてこれを認識している。第六の利益，すなわち，

組合員数の増加に関しては，労使協力が組合員数増加にあづかって力があった

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（50）
理由として，次の如き点が指摘されている。すなわち，

　（1〕労使協力は経営者によるヨリ完全な心力）らの組合の承認を意味し，叉労

使協力は労働条件改善の名誉を要求する機会を組合に与えることとなった。

（48）　Slichter，S，1≡I。：ibid。，p．441．

（49）　Slichter，S・H・：ibid・，pp・441－442・

（50）　S1ichter，S．H．：ibid、，pp．449＿450、
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　12〕労使鵠カは苦情がヨリ迅速且つ満足に調整されることにおいて，組合を

助けることとなった。

　13）労使協力は監督者の側における反対を減少又は制限することとなった。

　ω　労使協力は組合をして従業員に一時解雇，移動，昇進において若千の選

択の余地を与えしめることとなった。

　更に，従業員側の第九の利益，すなわち，雇傭の安定と増大については，次

　　　　　　　　　　　（51）
の諸点も含まれるのである。

　11）鉄道保全における節約において行われてきた急速な進歩を相殺するため

の新しい仕事を鉄道工場にもたらすこと。

　12〕施設保全部門の活動における季節的変動を相殺するため仕事を計画する

こと。

　13〕雇傭の景気的減少を相殺すること。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（52）
　又，雇傭安定化については鉄道経営者は次の如き方法を採用している。すな

わち，

　（1〕年々の予算基礎に先立って仕事を計画すること。

　12）多忙な作業場と散開な工場との間で従業員を移動させること。

　13）鉄道工場において車靹と機関車を近代化し，再建造すること。

　14〕不況時に鉄道工場において車輌及び機関車を製造すること。

　（5〕鉄道施設を鉄道工場において製造すること。

　16）他のタイプの鉄道業務に休暇工場員を使用するこれ

　更に，この雇傭の安定と増大の問題については，経営者は勿論のこと，組合

側もそれに貢献する機会を有していたのである。すなわち，労使協力計画の結

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（53）
黒として，労働者には次のことが可能となるに至ったのであ孔

（51）　S1ichter，S．H．：ibid。，P．453．

（52）　　SHchter，S．Iエ

（53）　S1ichter，S．H．
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ので，

　12〕

　13）

　14〕

　　　　　　　　　　　　　アメリカにおける労使協力に関する若干の考察　（岡田）

すべての主要な一時解雇は協力会議において論議され，度々批判された

それは経営者を一層大なる努カベと刺激することが出来た。

彼等の仕事のための要求を経営者に直接表明することができた。

多くの雇傭機会を提案することができた。

物品が外部からの購入価格よりも安価に工場で製造しうることを示すこ

とによって，会社の政策に影響を及ぼすことができた。

　さて，鉄道における協力の利益のうち経営者側の利益は次の諸点に関するも
　　　（54）
のである。

　11〕生産量

　12〕原材料消費

　（3）仕事の質

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（55）
　更に，協力から得られた一般的な利益としては，次の三つが挙げられている。

すなわち，

　（1〕種々の二次的な工場の問題の処理に際しての組合からの助力

　12）モラールの改善，及び組合と経営者との間の関係の改善

　13〕経営管理能率への一般的刺激

　又，鉄道における労使協力の指導者ベイヤーは，鉄道において達成された利

　　　　　　　　　　　　　（56）
益内容を次の如く列挙してい乱すなわちそれは，

11）ヨリ良い工場規律

②　ヨリ良いモラール

（3〕労働移動（1abOr　tumover）の減少

14〕従業員訓練における改善

（5）原材料と道具の保存・節約

（54）　Slichter，S・H・：ibid・，p・458・

（55）　Slichter，S．H、：ibid．，pp，475－476．

（56）　Daugherty，C．R、：ibid．，p．476．
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　（6〕生産量の増大

　（7〕ヨリ良い仕上げ

　18〕新しい経営と秩序

　19〕鉄道及びその施設に対する公衆の一般的なグッドウィルの増大，である。

　以上において，具体的なケースとしての鉄道における労使協力の利益につい

て述べたが，それらはかなりの一般性を有するものであ礼次には，AMA調

査の分析における労使鵠力への各側面からの意見を，その利益と共にとりあげ

ることとする。

　　　　　　　　　　　　（57）　　　　　　　　　　　　　　　2
　まづ経営者側の意見であるが，AMA調査によれば，回答を寄せた会社の一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3
は協力の結果に満足であった。失望したものは全体の10％以下であった。それ

らを表示すれば次の如くである（第3表参照）。

　　　　　　　　第3表労使協力に対する経営者の意見

意　　見 会　社　数

非常に満足 37

ある程度満足 66

すこしだけ満足 8

中　　　立
3

ある程度失望した 4

非常に失望した ？

程度により異る 3

測定できないから答えられない 10

結果如何による 7

　又，経営者側が指摘した主要な利益は次の如きものであった。

　11〕労使協力は生産性の向上に役立ち，あるいは少くとも予想された生産性

低下の防止に役立った。

　j2〕経営問題に対する従業員の理解を高め，経営側に対してヨリ現実的な態

度をとらしめた。

（57）Dale，Emest：前掲訳書30－31頁。
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　13）工場経営者が部下を一層よく矢口るに役立ち，又従業員の必要と希望を熟

知できたので，苦情を予防しえた。

　　　　　　　　　　　　　　（58）
　次に，労働組合側の意見であるが，組合内の圧倒的な意見は，協力が経営者

との関係を公然の戦闘状態から平和的不一致の状態に移行させるのに役立った，

ということであっれ組合側における意見は第4表に表示され孔

第4表労使協力に対する組合側の意見

意　　　見 AFL CIO 中立 合計

非度に満足した 9 2 1 12

ある程度満足した 3 3 2 8

中　　　　立 2 2

失　望　し　た
非常に失望した 1 6 3 10

合　　　計 32

　組合側の指摘する利益は次の如きものである。

　は〕少くとも現状維持という広い意味での経済的利益の増進

　②　知識の向上

　13〕一部の意思表示の能力ある組合員に，実質的寄与をする機会を与えた。

　（4〕経営者との関係については，敵対性が薄らぎ，誤解が減少した。

　　　　　　　　　　　　　　（59）
　次には従業員側の意見であるが，その意見は，協力の経験を支持するものが

優勢ではあったが，経営者や組合指導者の場合程優勢ではなかった（第5表参

照）。

　従業員の表明した利益は，経済的利益の他に次の如きものを含んでい乱す

なわち，

　11〕経営内外の問題への理解

　12）自尊心

（58）Da1e，亜mest：前掲訳書32－34頁。

（5g）Da1e，週me昌t：前掲訳書34－36頁。
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　　　　　　　　　第5表　労使協力に対する従業員の意見

組合関係により分類した従業員の意見

意　見
同工場の経

AFL CIO 中立 未組織 合計
営者の意見

非常に満足 4 1 1 6 11

やや満足
3 8 2 1 i4 17

中　　立
1 1 0

やや失望
．4 2 6 4

非常に失望
1 ？ 8 3

35 35

　13）参画意欲

　14〕自己啓発

　以上において，労使協力における利益について種々の結果を指摘したのであ

るが，端的にいって，労使協力によって到達し，維持されている状態そのもの

こそが，その最大の総合的利益であると考える。かかる状態の持続的・安定的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（60）
発展のうちに，ウィリアムソン及びハリスも指摘する如く，労使関係の新しい

段階への到達が可能となるかもしれないのである。

w　労使協力における諸問題

　労使協力を実施し，その効果をあげるに至るまでには，克服さるべき多くの

問題が存在する。以下においては，前述のボルティモアーオハイオ鉄道を中心

とする鉄道業において生じた労使協力上の諸問題について述べたい。それらは

かなりの一般性を有するものであ孔

　第一の問題は，労使協力計画は雇傭を減少させるであろう，という労働者側

の心配であっれすなわち，生産性増大のための鶴力は，賃銀労働者の間に一

般的であった永らく培われて来た私利観に出くわしたのであ孔それは，更な

（60）Wiuiamson，S．T．＆H虹ris，H．：ibid，p．I4L
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（61）
る能率向上は，すなわちヨリ少い雇傭を意味する，という考えである。この問

題は，現場労働者への説明努力を通じて解決されねばならないのである。

　労使協力上の第二の問題は，労働組合が弱体であることから生じる困難であ

った。これには組合組織の不完全さから生じる問題と，組合内又は組合間の党

　　　　　　　　　　　　　　（62）
派的闘争から生じる問題とがあり，上位組合の方針との不一致から生じる問題

も含まれている。これらの困難は，労使協力計画を支持・推進すべき組合の能

力を制限するものである。

　労使協力上の第三の問題は，管理者層における反対であり，この問題は主と

　　　　　　　　　　　　　（63）
して職長等によって惹起された。その理由は，労使協力が彼等の権眼を制限し，

又彼等の上司の前に多くの事柄が暴露されるかもしれないという心配にあ乱

すべての職長がかかる反対を行ったのではないが，しかしながら，労使協力の

当初においては，かかる反対が発生することはほぼ確実であ孔しかしながら

rもしトップ・マネジメントが，労使協力計画は工場管理者の権限の土台を侵

そうとするものではなく，又彼等のことを“暴露”させるためのものでもない，

ということを明かにするならば，又，これは最も重要な点であるが，もしドッ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（64）
プ・マネジメントが強力に協力計画を支持するならば」かかる問題の解決は容

易となるであろう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（65）
　労使鶴月上の第四の問題は，計画実施上の不一致及び論争である。これには

次の三つのものがあった。すなわち，

　（1〕協力計画実施方法に関する論争

　ω　提案に対する手柄について

（61）　Slichter，S・H・：ibid・，p・481・

（62）Slichter，S．H。：ibid一，p．482、　間この問題については，デールも関説している

　（Dale，Emest：前掲訳書162－164頁）。

（63）　Slichter，S・H・：ibid・・p・484・

（64）　S1ichter・S・Hl・：ibid・，pp・485－486・

（65）　S1ichter，S，H．：ibid．，pp．486488．
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　13〕委員会議事に消費される時間に関する論争

　しかしながら，これらの諸問題は解決が極めて困難という程のものではなか

った。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（66）
　労使協力の第五の問題は，不満足な個人的関係又は労使関係である。これは

主として議長選出の際の申立的人物の獲得困難から生じ，又労働者側と工場管

理者との対立という点からも生じるものであ孔

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（67）
　第六の問題は，提案が経営者によって不満足な取扱いを受ける場合であ乱

　更に第七には，その他の種々の軋櫟及び従業員と経営者の間の緊張した関係
　　（68）
がある。このうちには，先任権間題等が含まれるのである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（69）
　労使協力上の第八の問題は，労使協力の利益の分配問題であ孔ボルティモ

アーオハイオ鉄道やカナディアン・ナショナルにおいては，協力協約において

協力の利益が分配さるべきことを規定したのであるが，その分配割合について

は規定しなかった。其他の鉄道においてはかかる条項は含まれなかった。労使

協力の初期には，従業員は利益における正当な分配を受けていないという一般

的感情を多かれ少なかれ抱いていたのである。そこで合同調査が行われたが，

協力から生じる金銭的利益の正確な測定は，他の影響要素が存在するが散に困

難であった。これが分配の困難さの原因となっているのである。しかしながら

従業員は，次第に協力からの彼等の利益を，ヨリ大なる雇傭，ヨリ良い労働条

件，及び経営者とのヨリ良い関係のうちに存するものとみなすようになったの
　　（70）
である。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（7】）
　労使協力上の第九の問題点は，労使協力に対する不況の影響である。この問

（66）　Slichter，S・H・ibid・，p・488・

（6？）　Slichte1・・S・1≡｛・：ibid・，p・489・

（68）　Slichter，S・H・：ibid・，p・491・

（69）　Slichter，S・H・：ibid、，p．493．

（？O）　Slichter，S．I｛、：ibid．，pp．493＿497．

（71）　S1ichter，S．H。：ibid．，pp．498＿502．
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題はひとり鉄道業のみならず，全産業に影響を及ぼす問題であり，しかも超個

別経済的なものであり，一種の不可抗力である。これによって，多くの労使協

力計画が坐折のやむなきに至るのである。ナウムキーグにおける有名な失敗例

も，ウィリアムソン及びハリスのいう如く「不況がなカ・ったならば，成功であ
　（72）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（73）

った」のであ孔しかしながら又，スリクターも指摘する如く，不況は，かえ

って労使協力を強化せしめる場合もあるのである。かかる場合には，不況期を

過ぎれば，その間の試練はその後における協力に極めて良好な効果を与えるで

あろう。

　更に，以上検討して来た諸問題の他に，経営権の問題がある。すなわち，労

使協力が経営権を侵害するか否かの問題である。これについては笛木教授がケ

ステンバーム（Keltenba㎜，M・）に拠って次の如く述べておられる。すなわち

「Union・Managem㎝t　Cooperationにおいて組合が経営権の領域に立入ること

は，建設的な意義をもつものであり，かつ経営者の同意にもとづくものであ乱

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（74）
したがってこの場合は侵害という表現すら実は適当でない」ど少くともアメ

リカにおける現段階の労使協力においては，かくいうことは可能である。しか

しながら，労使協力の段階が高度化するに従って，経営権問題が重大な争点と

なってくるであろうことも否定しえないであろう。これは，長期の動態的な観

点からは，アメリカにおける労使鴇力とその将来における一つの限界を示すも

のといえよう。

　以上，各節にわたって労使協力の目的，領域及び運営機構，協力の要件，利

益，注意さるべき諸問題を，具体的なケースに拠りつつ検討して来た。次節に

おいては，労使協力の将来と限界について簡単にふれたい。

（ラ2）Williams㎝，S．T、＆H趾㎡s，H．：ibid、，P．138．

（73）　Slichter，S．11I。：ibi乱，P．500．

（榊）笛木正治著，前掲書，218頁。
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孤　労使協力の将来と限界

　労使協力は，ウィリアムソン及びハリスもいう如くr他方なしには一方はや

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（75）
って行けない，という労使双方の側の実感に基礎を置く」ものであり，叉，か

くあるときに大なる成功を収めるのである。これは又，ギャグノンの指摘する

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（76）
如く「労働者と経営者の目標は一つであり，それは繁栄である」という実感を

意味するのである。そのような場合にはrかかる協力は労使双方を更に理解と

責任ある交渉者たらしめることが可能であり，もしそうであれば，次には労使

　　　　　　　　　　　（η）
関係の新しい段階に達する」ことが期待されるのである。

　この将来における拡大・発展の期待は，一つには次の理由からもいいうるで

あろう。それは，労働組合運動の目標の飽くなき伸長にかかわるものである。

すなわち，1914年にA　F　Lのスポークスマンが「組織労働者は現在何を欲し，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（78）
又長期的には何を欲するか」と質問されたとき，一言で“MOre”と答えたこと

ほどその端的な表現はないのである。我々はこの”MOre”が労使協力の発展動

向の一つのキイ・ポイントをなしていることに注目せねばならない。しかし又

それは，労使協力を発展させる方向にではなくて，別の方向に作用することも

考えられるのである。又，それが労使協力にとって推進力として働く場合にお

いても，それは労使協力に質的変化をもたらすことが，長期的には十分考えら

れうるであろう。

　更に，労使協力の発展を期待しうるもう一つの理由が考えられる。それは，

経営をヨリー層社会的関連のうちにおいて認識しようとするところから，又，

（75）Wi11iamson，S・T・＆Ham1s，H．：ibid・，p．141．

（？6）Gagnon，Jobn　E．：ibid。，p．14。尚、デールは，相互の繁栄のための協力は「論

　理的に組合員の職を守り，それを維持しよ5とする組合の努力の本来の一部となり5

　るものである」と述べている（Da1e，Emest：前掲訳書2？1頁）。

（77）Wi11iams㎝，S・T・＆Harris，H．ibid・，p，14L

（78）Cushman，Edw趾d　L．：You　Must　Bargain飴r　Yourse－f！in，P正。gress　in　Labor・

　M狐agem㎝t　Re1at三〇ns，AMA　PersomeI　Series，No．166．1956，p．3又
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そうしなければならないという状況から生じ来るものである。すなわち，デー
　　　　（79）
ルによれば，経営者が協力運動の採用を考慮することは彼等の義務である，と

の見方が強くなって来ているが，それは，経営者というものは，会社の所有者

に対してだけでなく社会全体に対して責任がある，との考え方が近来いよいよ

強くなって来たことに基づくものであ孔経営者はこの立場をとりながら自社

の賃銀支払能力を高め，低コストで生産を行い，低価格で売ろうと努めている。

かかる場合，これらの責任を履行する方津として協力を考える義務は，株主に

対するヨリ狭い義務の場合よりも，むしろ一層強くなっている。更に彼等は近

来ますます自分達をもってサーヴィスの売手と買手との間の伸介者とみなすよ

うになっているのである。

　一方，労働者側においては，デールによれば，1945年3月から1947年12月ま

での賃銀増加によって生じた総コストの実際の増加は，生産性の向上による相

殺分をはるかに上まわっているのである。更にドル購買力の減少は経理状態に

重大な影響を及ぼしつつある。すなわちコスト・ドルと販売ドルの価値の差が

問題なのである。これは又，固定的所得者にとって重大な脅威となりつつあり，

年金や退職金，生命保険金への影響は又致命的となる。又，固定利子付証券は

マイナスの収益をもたらしつつある，という皮肉な現象が生ずることになるお

それがあるのである。

　このようにして，新しい経済的ジレンマが生じるに至ったのであるが，勿論，

労働者側の言を揺れば，これはむしろ価格趨勢，利潤及び生産方針に基因する

ということになる。しかしながら，その原因はさておき，労働の生産性が相対

的に不変であるか又は下落しているとすれば，完全雇傭は価格インフレと化す

るだけであり，不可避的に崩壊が生じ，富の増大は困難となるのである。ここ

において，労働者層の重大な責任が生じて来るのである。すなわち，組合と従

業員は，価格騰貴を招来することなしに賃上げ要求を満しうる条件となる生産

（7g）Dal。，瓦mest：前掲訳書251－255頁。
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性向上を援助すべきである，ということである。さもなければ，弱小労働者層

と一般大衆とは，強力な労働者層に補助金を献金しつづけるということになる

おそれがあるからである。

　又，組合は，次第に経済的目的以外の諸目的の達成によって，組合員を満足

させる必要が増大して来ている。この場合には，労使協力によって解決さるべ

き多くのものが含まれるであろう。

　かくて，将来における労使協カベの期待理由が，労使双方の社会的責任とい

う観点からも生れて来ると考えられるのであ孔

　更に，労使協力の将来を期待しうる理由として，アメリカにおける現在の経

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（εO）
済的・政治的現実がある。デールによれば，それらの現実は労使双方の協力を

考慮することを促すように作用しているのである。すなわち，経営者は労働者

の力を如何にして建設的に利用するかという問題に直面しており，又労働者が

選挙投票数の大部分を握っているという事実にも当面している。多数派が統治

する民主々義においては，資本主義は労働者の支持なくしては生き残りえない，

という信念をもつある有名な産業経営者も存在している。又一方，労働組合側

では，継続的に組合員に対して経済的改善をかちとり，組合員の非経済的目的

をも満足させるという必要に当面しているのである。

　更なる理由は，一度労使協力が成立し，成果を挙げているところでは，それ

を維持・発展せしめることが次に到来する関心となるのであろう，ということ

である。確立された協力が破壊されたならば，協力開始前よりも悪い状態に陥

ることも考えられるからである。相互信頼は」憎悪と猜疑に変化し，更に相手側

の弱点を知るという点が加わるのであり，協力が確立されているところでは，か

かる危険をも防止するために，協力の持続的発展への努力が行われるであろう。

　以上において，労使協力の将来への種々の期待理由を考察してきたのである

が，ある意味では，労使協力は現在の労使関係への批判であり，将来における

（80）Dale，Emest：前掲訳書268頁。
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建設的関係を発展させる一つの途を示すものともいえよう。このことについて

デールは次の如くいっている。すなわち「労使協力とは，経済的考慮に対する

社会的考慮の優越を回復する一つの可能な方法である，といってもおそらく大

した誤りではあるまい。前経済的社会と同じく，協力は集団と集団中の個人の

相互扶助とを強調するものである。このように，協力はまだ死滅していない社

会感情に呼びかけるという点で，過去につながるものである。それと同時に，

ある型の労使協力は，個人の重要性の再強調という現在の傾向とつながってい
　　　　（帥）
るのである」と。

　しかしながら，以上の如き多くの理由にも拘らず，労使協力の拡大は急速に

は行われえないのである。そこには多くの限界が存在している。しかし，AM
　　　　　　　（82）
A調査によれば，協力はその10年前に比してはるかに普及しているのである。

しかしながら，これとて未だ例外的な域を完全に脱したことは断言できないの

であり，しかもそこにおける協力は，経営意思決定への直接的参加という，い

わゆる共同決定以前の段階に留まるにすぎない。しかし，それは経営者側にお

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（83）
いでもある程度意識されている点であり，ただその条件が満されていないとい

うべきであろう。

　さて，次には，労使協力の限界ともいうべき事柄につき，若干の検討を行い

（81）Dal・，Eme・t：前掲訳書2？1－2？2頁。

（82）Dale，毘mest1前掲訳書267頁。

（83）例えば，チェンバーレンは，某大会社副社長の考えを次の如く引用している。す

　なわち「われわれは労働者と経営者による産業の共同処理に近づきつつあ乱その進

　行速度如何は，我々が発展させる指導権の様式如何にかかっているパ…・・その発展に

　伴い，労働者と経営者による産業の共同指導とい5，はっきりした形のものがおのづ

　と生れてこよう。しかし，1946年の現在においては，組合は必要な指導権をとるだけ

　の準備を整えていないので，経営者は経営権に対する組合の浸透に反対し，叉反対せ

　ざるを得たい。1966年頃になれば，組合が新たな指導権をもつようになり，経営者が

　反対する領域は非常に狭められ，組合は一層の進出をみるであろ5。……そして大会

　社における最高権力は，現在のそれとは異った制限のもとに異った枠の中で行使さ

れるよ5にたるであろ5」と。　（Chamberlain，N，W。：The　Union　Challenge　to

　Management　Control，1948、浜野末太郎訳「経営に対する組合の挑戦」上巻，昭和

　24年，332－333頁）。

1冊



経済経営研究第15号（I）

たい。労使協力の限界については，まづ第一に，その目的及び領域にかかわる

限界が考えられる。すなわち，個別的な目的及び領域においてのみの協力には，

おのづとそれ自体の限界が存在するであろう。この場合，前述の労働組合側の

“MOre”，及び確立された協力を維持・発展させる努力が，この限界の克服を可

能とするであろう。

　労使協力における第二の限界は，それが主として個別経営において採用され

るということである。協力をヨリ効果的ならしめるためには，それが産業的レ

ベルにまで拡大されることが望ましいであろ㌔しかしながら，これは一部の

例を除いて，現在望むべくもないのである。

　労使協力における第三の限界は体制的限界である。これは労使関係及び労使

協力にとっては一つの所与を考えられるものであり，度々この限界によって労

使協力が坐折していることは，不況の場合をみれば明らかである。この限界は

全く根本的なものであり，あらゆる他の限界はこのうちにおいて存在している。

この限界を克服し，経済秩序の民主的再編成によって体制本質化に努力すると

いうことは，当面の労使関係論の範囲をはるかに越えるものである。しかしな

がら，これの民主的・科学的解決が得られない限り，労使関係は常にこの限界

によって超越的に制約を受けるのであり，従って，労使協力の将来も，この限

界内における将来であることに変りはない。しかしながら，真の将来とは限界

克服（それが低次のものであれ高次のものであれ）過程において存在するはづ

のものである。ここにおいて，西ドイツにおける共同決定が一つの重要な方向

と示唆を与えることとなるであろう。しかしながら，アメリカにおける労使協

力の現状からみれば，共同決定は問題外の段階であり，かかる現段階において

は，労使協力の発展と平行して，組合の自主的な発展が強力に維持されて行く

ことが重要である。けだし，アメリカにおける労使協力は，体制的限界のうち

における自主的協力であり，法律に基づく西ドイツの共同決定とは本質的に異

るものであるからである。
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経営機械化研究室

　戦後，特にこの数年の間に日本経済が，飛躍的な拡大を続けてきたことの背

後に，各企業経営の発展と質的改善への必死の努力があることは周知の如くで

ある一が，このことは，大企業においてのみならず，従来中小企業といわれてき

た型の企業においても一業種その他の個々の条件により程度に差のあること

はいう迄もないが一みられるところである。

　それは，貿易自由化に備え，世界的な技術革新の波と消費構造の変化に適応

して，企業自らの存続を保って行くための不可欠の条件であったのである。

　そして，このプロセスの中で，特に著るしい事実として注目されるのが，所

謂中小企業として位置づけられた企業の中から，ヨリ高い質とダイナミックな

成長性とをもった企業群が生まれてきたということ，およびそれらが，日本経

済全体のみならず，特に各地域経済の発展のために大きな役割りを果しつつあ

るということ，である。

　r中堅企業」と称される，これらの企業群についての研究は，現在可成り行

なわれているが，しかし大企業とは異なって明らかにされていない点が少なく

ない。

　殊に，設備投資の動向や売上高の伸長に示される，それら中堅企業の成長性

と，その資本収益性・財務健全性への影響とが，どのような特質をもっている

かということは，最も重要な問題の一つであろう。

　これらの企業経営の安定した発展こそが，将来における日本経済，殊に各地

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1冊
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域経済の発展とそのままつながるものであり，したがってそれらの財務構造を

計数的に把握することは，いろいろな意味で一地域経済計画策定のためにも，

それらと不可分に結びついて活動をしている大企業の経営合理化のためにも，

また産業構造の趨勢的変化を把えるためにも一欠くことのできない重要性を

もつからであち。

　ところで特に地域経済発展の担い手として中堅企業をみる場合，所在地域か

らみて，それらは2つのものに区別されなければならない。

　1つは，従来日本の中枢的な工業地帯を形づくってきた，京浜，京葉，中京，

京阪神とその周辺に所在するものであり，他の1つはその他の地域に所在する

ものである。

　そして，この視点からみるとき，後者の成長の方が，ヨリ重要なものとして

注視されるべきことはいう迄もない。中枢的工業地帯の地域間題は，工業を中

心として経済の発展を図ることよりも，むしろ社会的な生活環境の再開発と産

業構造の質的な超高度化にあるのに対して，その他の地域では，社会的にも経

済的にも，ともかくも発展の核となるべき企業が育つということが，先決問題

となっているからである。

　以下本稿においては，この意味で若干のデータによりながら，近年における

わが国の中堅企業一時に中枢的工業地帯以外の地方にその経営活動の主な基

盤をおいている一の成長の動向を概観し，それと収益性・流動性との関連に

ついて考察を加えてみたいと考えるものである。

　ただし，ここでの主要な目的は日本の所謂中枢工業地帯以外の地域で，どの

ような中堅企業が成長し，またそれらがどのような財務構造をもっているかを

みようとすることに止める。

　本来ならば，更に考察を進めて，それらが地域経済の発展とその質的構造に

どのような役割りを果しているか，ということの計数的分析に迄入らなければ

1冊
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ならないのであるが，本稿では，そこ迄は入り得ないことを予めお断りしてお

きたい。

　この分析で取上げた企業は150社。

　北海道・青森・秋田・山形・岩手・宮城・福島・新潟・富山・石川・福井・

長野・山梨・鳥取・島根・山口・岡山・広島・香川・愛媛・高知・福岡・佐賀

・長崎・大分・宮崎・熊本の27道県にその本社を有するものを対象とした。

　業種は，電機，電線，通信機械，工作機械，精密機械，産業機械，造船，車

輌・部品，鉄鋼・金属，化学，薬品，綿・スフ紡，紙・パルプ，窯業セメント，

醸造，食品，水産，建設・土木，農機具，一般機械，毛・生糸・化繊・麻，木

材・ゴム・皮革，ガスの23業種。

　対象年度は，昭和34年から38年迄。資料は，会社年鑑と会社総鑑とに拠った

が，両年鑑にこの期間記載された企業で，上記の条件に合うものは殆ど全部抽

出した。

　これらの資料の使用の仕方については，必ずしも問題がないわけではない。

例えば，抽出された企業の規模が，使用総資産額3，400万円一360億円迄の巾

をもっということからも知られるように，業種の区分，企業の抽出，データの

整理の仕方など細かい点について，不完全な点が多いが，その検討と修正は，

後の機会に譲るとして，ここでは，一応これらのデータによって分析を進めて

行くことにする。

皿

　対象150社の業種別の企業数，および地方におけるその分布は次の通りであ

る。

業種別：電機9，電線2，通信機械3，工作機械3，精密機械1，産業機械9，

　　　　造船5，車輌・部品7，鉄鋼・金属11，化学16，製薬4，綿・スフ紡

　　　　4，紙・パルプ4，窯業セメント11，醸造9，食品20，水産3，建設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1τ9
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・土木11，農機具5，一般機械4，毛・生糸・化繊・麻2，木材・ゴ

ム・皮革3，ガス4。

規模別：使用総資産額1億円以下のもの，5社。
（38年現在）

1～5億円のもの，43社。

5～1O億円のもの，22社。

10～50億円のもの，64社。

50～工00億円のもの，9社。

第1表　規模別・業種別企業数（規模は使用総資産額による）

電　　　機
電　　　線

通信機械
工作機械
精密機械
産業機械
造　　　船
車輌・部品
鉄鋼・金属
化　　　学
製　　　薬
綿・スフ紋
紙・パ　　ノレ　フ。

窯業・セメント

酸　　　造
食　　　晶
水　　　産
建設・土木
農　機　具

一般機械
毛・生糸・化繊・麻

木材・ゴム・皮革

ガ　　　　ス

計

1億
以下

1～5
　億

4

2

1

4

43

5～10
　億

22

10～50

　億

4

1

8

64

50～100

　億
1oo億
以上

計

9

2

3

3

1

9

5

7

11

16

4

4

4

11

9

20

3

11

5

4

2

3

4

150

180
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　　　　　　同　　　100億円以上のもの，7社。

　これを地方別にみると，

1，甲信越地方　51社

　その業種別企業数は，化学6，電機5，産業機械4，車輌・部品4，一般機

　減3，食品3，製薬3，建設・土木3，工作機械2，通信機械2，醸造2，

　紙・パルプ2，鉄鋼・金属2，毛・生糸・化繊・麻2，窯業セメント2，農

　機具1，造船1，木材・ゴム・皮革1，綿・スフ紡1，水産1，精密機械1．

2，中国地方　32社

　窯業セメント5，化学5，食品4，建設・土木4，車軸・部品3，産業機械

　2，鉄鋼・金属2，ガス2，造船2，農機具1，工作機械1，木材・ゴム・

　皮革1．

3，九州地方　29社

　鉄鋼・金属3，綿・スフ紡3，食品3，建設・土木3，産業機械2，紙・パ

　ルフ2，窯業セメント2，化学2，醸造1，製薬1，電線1，車輌・部品1，

　電機1，一般機械玉，水産1，造船1，ガス㌧

4，東北地方　27社

　食品6，醸造6，鉄鋼・金属4，電機3，化学2，電線1，産業機械1，通

　信機械1，窯業セメント1，建設・土木1，ガス1．

5，北海道地方　6社

　食品4，窯業セメント1，木材・ゴム・皮革1．

6，四国地方　6社

　農機具3，化学1，食品1，造船1。

　業種別にみて多いもののうち食品，化学，鉄鋼・金属，建設・土木などは大

体各地方に偏ることなく分布している。

　地域別にみると，九州では，綿・スフ続3社は若干特色があるとも考えられ

るが，むしろ普遍的に各業種カミ存在する点に特長があり，一方東北地方では，
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醸造，電機，電線などに重点がおかれている。更に，北海道は食品，四国は農

機具にその比重が偏っていることが知られ孔

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　しかし何といっても，甲信越地方に51社，一強が集中しているということ，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3
しかも業種別にみると電機，産業機械，車輌・部品，一般機械，工作機械，通

信機械，精密機械など　　製薬や化合繊，パルプなどもその相対的比重は大き

いが一の機械工業が大部分を占めていることが注目される。

　次位の中国地方が窯業セメント，造船，車輌・部品などを軸にしているのに

比して対照的といえよう。

　甲信越地方や東北地方南部では，京浜，京葉，中京の中枢工業地帯が，また

中国地方では京阪神の中枢工業地帯が極めて大きな影響を与えていることが推

測されるが，その産業構造の変革に与える力は矢張り，関東地方を中心とする

地帯の方が量的にも質的にもはるかに強いことが窺われるのである。

皿

　ところで地域的にこのような分布を示す所謂「中堅企業」の財務構造は，ど

のような内容をもっているであろうか？

　この節ではまずこれらの企業の成長の在り方を概観してみよ㌔

　第2表に示されるように平均売上高についてみると（但しここでは貨幣価値

変動の修正は行なっていない）昭和34年現在では，建設・土木，紙・パルプ，

食品，工作機械，精密機械，水産，化学，木材・ゴム・皮革，造船，毛・生糸

・化繊・麻，農機具，綿・スフ紡，鉄鋼・金属，醸造，一般機械，窯業セメン

ト，製薬，電機，産業機械，車輌・部品，電線，通信機械，ガスの順位。

　それが，昭和38年現在では，建設・土木，工作機械，食品，農機具，毛・生

糸・化繊・麻，精密機械，紙・パルプ，木材・ゴム・皮革，電線，化学，造船，

綿・スフ紡，鉄鋼・金属，一般機械，窯業セメント，車輌・部品，電機，産業

機械，製薬，通信機械，醸造，水産，ガス，の順位と変ってい乱
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量的にその地位を上昇させたものは，工作機械，農機具，毛・生糸・化繊・

麻，電線，車輌・部品，通信機械，一般機械，窯業セメント，電機，産業機械。

逆に低下させたものは，紙・パルプ，水産，化学，造船，製薬，醸造，精密

機械である。

その倍率からみると，電線12．3倍，車輌・部品3．3倍，農機具3，3倍，建設

・土木2．7倍，工作機械2．7倍，通信機械217倍，毛・生糸・化繊・麻2．7倍，

産業機械2．2倍，窯業セメント2．2倍，電機2．1倍，食品2．1倍，一般機械2

．0倍，造船1．8倍，木材・ゴム・皮革1．8倍，製薬1．7倍，精密機械1，6倍，

第2表平均売上高（単位百方円）

業　種　名

電　　　　機
電　　　線
通信機械
工作機械
精密機械
産業機械
造　　　　船
車輌・部品
鉄鋼・金属
化　　　学
製　　　薬
綿・スフ紋
紙・パルプ
窯業セメント
酸　　　造
食　　　晶
水　　　産
建設・土木
農　機　具
一般機械
毛・生糸・化繊・麻

木材・ゴム・皮革

ガ　　　　ス

34年　35年　36年　37年　38年
534　　　　　　845　　　　　i，125　　　　　1．249　　　　　1，109

258　　　　2．557　　　　3．203　　　　3．876　　　　3．170

204　　　　　　371　　　　　　463　　　　　　593　　　　　　543

2．235　　　　　3．483　　　　　5．366　　　　　6．356　　　　　6，115

2．187　　　　2．013　　　　2．353　　　　3．226　　　　3．454

456　　　　　615　　　　　658　　　　　9Zg　　　　1．029

1．687　　　　　1．442　　　　　2．386　　　　　2．844　　　　　2．276

338　　　　　　497　　　　　　？66　　　　　　964　　　　　1．119

1．160　　　　1．615　　　　2．014　　　　1．826　　　　1．672

1．994　　　　　2．329　　　　　2．291　　　　2．903　　　　3．025

542　　　　　　625　　　　　　701　　　　　　？93　　　　　　905

1．452　　　　1．721　　　　1．869　　　　1．718　　　　1．746

2．562　　　　2．953　　　　3．244　　　　3．175　　　　3．447

657　　　　　　928　　　　　1．176　　　　　1．397　　　　1．427

959　　　　　398　　　　　473　　　　1．105　　　　　500

2．526　　　　3．284　　　　　3．641　　　　4．322　　　　5．204

2．123　　　　2．532　　　　3．023　　　　　　151　　　　　207

3．037　　　　4．359　　　　5．223　　　　6．469　　　　6．759

1．518　　　　　1．970　　　　4．031　　　　5．093　　　　5．082

826　　　　　1．324　　　　　1．289　　　　　1．562　　　　1．613

1．588　　　　　1．986　　　　　2．873　　　　　3．804　　　　　4．194

1．935　　　　2．614　　　　　2．979　　　　3．333　　　　3．395

84　　　　　　　97　　　　　　109　　　　　　114　　　　　　115
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化学1．5倍，鉄鋼・金属1．4倍，ガス1，4倍，紙・パルプ1．3倍，綿・スフ紡

1．2倍，醸造O．8倍，水産0，1倍の順位を示している。

この期間における，わが国製造工業全体の売上高の伸びは，約2倍と推測さ
　（1）
れるから，この点からみると，電線，車輌・部品，農機具，建設・土木，工作

機械，通信機械，毛・生糸・化繊・麻，産業機械，窯業セメント，電機，食品

などの業種が平均以上の成長を示しているといえるわけである。

第3表平均従業員数

業　種　名

電

電

通　信　機

工　作　機
精　密　機
産　業　機
造

車輌・部品
鉄鋼・金属
化　　　　学
製　　　　薬
綿・ス　フ　紋

紙・パルプ
窯業セメント
酸　　　　造
食　　　　品
水　　　　産
建設・土木
農　　機　　具
一　般　機　絨
毛・生糸・化繊・麻

木材・ゴム・皮革

ガ　　　　　ス

34年　35年　36年　37年　38年
549　　　640

388　　　468

222　　　339
1．515　　　　　1．829

1．703　　　　　1．946

383　　　380

770　　　802

1？3　　　306

549　　　738

589　　　634

339　　　350

616　　　625
956　　　　　1，012

547　　　662

136　　　？6

566　　　689

298　　　307
1．074　　　　1．186

853　　959
396　　411

2，O10　　　　2．242

798　　　873

　52　　　52

731

538

448

1．898

2．113

337

738

339

？42

620

357

654

1．032

736

　80
？18

309

924

2．408

409

1．834

950

　56

781　　　773

527　　　494

485　　467
2．501　　　　2，？56

2．453　　　　　1．890

475　　　520

979　　　814

421　　　431

？86　　　？34

709　　　？03

357　　344
636　　623
998　　　　1．052

762　　　866

193　　　2工i

840　　　821

323　　　304
1．241　　　　　1．332

1．460　　　　　1．509

479　　469
2．485　　　　　2，528

工，168　　　　　1．120

　55　　　51

（1）　日本銀行統計局；中小企業成長分析昭和34～36年度4頁，および主要企業経営分

　析37年下期16頁参照。
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次に労働生産性（この測定については，多くの難しい問題があるが，ここで

は単純に売上高を従業員数で除した値で表現することにした）の伸びについて

は第4表に示す通りである。

伸び率の大きいものから順々に上げると，電線9．06倍，毛・生糸・化繊・麻

2，09倍，農機具1．9三倍，建設・土木1．78倍，一般機械1．67倍，産業機械1．65倍，

製薬1．64倍，工作機械1．55倍，ガス1．50倍，電機1．48倍，窯業セメント1．45倍，

食品1．43倍，精密機械1．42倍，造船1，40倍，車輌・部品1．30倍，化学1．28倍，

通信機械1．26倍，木材・ゴム・皮革1．24倍，紙・パルプ1．24倍，綿・スフ紡

第4表労働生産性の伸び（単位百万円ただし倍率は38年度／34年度）

業　種　　名

電　　　　機
電　　　　線

通信機械
工作機械
精密機械
産　業機械
造　　　　船
車輌・部品
鉄鋼・金属
化　　　　学
製　　　薬
綿・スフ紋
紙・パルプ
窯業セメント
酸　　　　造
食　　　　晶
水　　　　産
建設・土木
農　　機　　具

一般機械毛・生糸・化繊・麻

木材・ゴム・皮革

ガ　　　　ス

34年

O．98

0，66

0．92

1143

1128

1，19

2，06

1，95

2．12

3136

1，60

2，36

2，68

1，18

7．O0

4，48

7，16

2，84

1，77

2，07

0，79

2．43

王．62

38年
1，45

6．35

1116

2，21

1，82

1，98

2，80

2，59

2，15

4，30

2，64

2，80

3，34

1，66

2，37

6，40

0，67

5，07

3，36

3，45

1，65

3，02

2．26

倍率
1，48

9，60

1，26

1，55

1，42

1，65

1，40

1，30

1．O0

1．28

ユ．64

1，18

1，24

1，45

0，34

1，43

0，09

1，78

1．91

I．67

2，09

1，24

1．50
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1．18倍，鉄鋼・金属1．00倍，醸造O．34倍，水産0．09倍となる。

製造工業全体でみると，大体この時期の労働生産性一われわれの意味での

　　　　　　　　　　　　（2）一は1．70から2150，伸び率は約1．45であるから，これと比較すると次のよう

に分類することができる。

生産性も低く伸び率も低いもの；通信機械，精密機械，水産，鉄鋼・金属，

醸造。

第・表固定資産形成（難度耳脇蹴鷺蜜欝）

業　　種　　名

電

電

通　信　機
工　作　機
精　密　機
産　業　機
造

車輌一・部品
鉄鋼・金属
化　　　　学
製　　　　薬
綿・ス　フ　紋

紙・パルプ
窯業セメント
醸　　　　造
食　　　　晶
水　　　　産
建設・土木
農　　機　　具
一　般　機　絨
毛・生糸・化繊・麻

木材・ゴム・皮革

ガ　　　　　ス

34年　35年　36年　37年　合計
393　　　712

　2　　　100
　67　　　68
1．533　　　　　3，？12

　25　　　228
215　　　738

　95　　320
2？7　　　414

1．533　　　　　1．301

3．951　　　　6．343

　44　　　45
－226　　　308

290　　　545
855　　　　1．989

128　　　33
3．638　　　　　3．223

　29　　　ユ0
1．148　　　　2．050

630　　　　　1．377

　75　　507
635　　　　2．256

　58　　374
－i4　　　74

1．038

287

　94
2．403

220

580

266

1．200

1．538

3．264

132

－19

489

2．080

203

4．740

　72
2．852

2．067

556

1．217

301

　5斗

450　　　　　2．593

386　　　775

　90　　　319
493　　　　　8．141

　81　　　554
291　　　　王，824

260　　941
425　　　　2．361

246　　　　4．618

3．096　　　　16．654

214　　　435

－97　　－34
244　　　　　1．568

1．523　　　　　6．44？

16砕　　　528

1．822　　　　13．423

　71　　　182
649　　　　　6，699

－　　4．074

　72　　L210
－32　　　　4．076

　95　　824
　90　　　204

（2）　日本銀行統計局；主要企業経営分析，昭和37年上期および34年下期各43頁参照。
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生産性が高く伸び率の低いもの；造船，車輌・部品，化学，綿・スフ紡，紙

・パルプ，食品，木材・ゴム・皮革。

生産性が低くても伸び率の高いもの；電機，工作機械，産業機械，窯業セメ

ント，毛・生糸・化繊・麻，ガス。

生産性も高く伸び率も高いもの；電線，製薬，建設・土木，農機具，一般機

械。

これらの売上高および労働生産性の背後にあるものは設備投資（固定資産形

成である。

　　　　　　　第6表固定資産形成率

業　　種　　名

電　　　　機
電　　　　線

通信機械
工作機械
精　密機械
産　業　機械
造　　　　船
車輌・部品
鉄鋼・金属
化　　　　学
製　　　　薬
綿・ス　フ紡
兼氏　・　パ　　ノレ　　フ。

窯業セメント
酸　　　　造
食　　　　品
水　　　　産
建設・土木
農　　機　　具

一般機械
毛・生糸・化繊・麻

木材・ゴム・皮革

ガ　　　　　ス

34年度における

固定資産額
　（百万円）

1．396

729

　112
3．936

285

1．115

2．504

596

5．735

17．490

410

3．904

5．476

2．768

812

12．878

236

4．550

1．433

832

1．605

973

404

38年度における

固定資産額
　（百万円）

3．989

1．504

431

12，0η

839

2．939

3．445

2．957

10．353

34．144

845

3，8？0

7．040

9．215

1．340

26．301

418・

11．249

5．507

2．042

5．681

1．801

608

固定資産
形成倍率

2，86

2，06

3，81

3，08

2，96

2，65

1，38

4，96

1，81

1，95

2，06

0，99

1．31

3132

1，66

2，05

1，77

2．4？

3．85

214？

3，53

1．8S

1．51

18一
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これについてみると，第5表，第6表の如くになる。

この期間における固定資産形成の総額（全企業）からみると順位は化学，食

品，工作機械，建設・土木，窯業セメント，鉄鋼・金属，毛・生糸・化繊・麻，

農機具，電機，車輌・部品，産業機械，紙・パルプ，一般機械，造船，木材・

ゴム・皮革，電線，精密機械，醸造，製薬，通信機械，ガス，水産，綿・スフ

紡となり，また固定資産形成率の順位からみると車輌・部品4．96倍，農機具

3．85倍，通信機械3．8I倍，毛・生糸・化繊・麻3，53倍，窯業セメント3．32倍，

工作機械3，08倍，精密機械2，96倍，電機2．86倍，産業機械2．65倍，建設・土木

第・表総資産形成（鮮度碑熾脇鱗）

業　　種　　名

電　　　　機
電　　　　線

通信機械
工作機械
精　密、機械
産　業機械
造　　　　船
車輌・部品
鉄鋼・金属
化　　　　学
製　　　　薬
綿・スフ紋
紙・パルプ
窯業セメント
酸　　　　造
食　　　　晶
水　　　　産
建設・土木
農　　機　　具

一般機械
毛・生糸・化繊・麻

木材・ゴム・皮革

ガ　　　　ス

35年　36年　37年　38年
1．954　　　　2．473　　　　2．085　　　　　　897

670　　　　　　666　　　　　1．322　　　　　　　32

213　　　　　　249　　　　　　431　　　　　－92

4，i24　　　　6．329　　　　　3．697　　　　　1．822

　98　　　　　　フ67　　　　　　800　　　　　　　558

1．493　　　　2．017　　　　1．791　　　　　670

3．318　　　　　3．687　　　　　2，116　　　　　　　229

890　　　　　1．791　　　　2．421　　　　4．530

3．501　　　　4．854　　　　2．230　　　　　　95？

5．875　　　10，I37　　　　7．784　　　　5．197

268　　　　　　286　　　　　　330　　　　　　702

218　　　　　4フ？　　　　　一38　　　　　　166

353　　　　　1．699　　　　　　　175　　　　　　－61

1．752　　　　　3．465　　　　　3．499　　　　　2．993

337　　　　　　513　　　　　　632　　　　　　477

3．828　　　　8．664　　　　12．208　　　　10．211

　45　　　　　　　75　　　　　　129　　　　　　　49

4．046　　　　11．119　　　　22．791　　　　　　970

5．178　　　　　7．890　　　　　7．129　　　　　2．236

1．012　　　　　　625　　　　　　800　　　　　　322

924　　　　3，658　　　　王，975　　　　　　903

825　　　　　1．393　　　　　　591　　　　　　248

　38　　　7　　　59　　　55

188



　　　　　　　　　　中堅企業の成長とその財務構造　（経営機械化研究室）

2．47倍，一般機械2，47倍，電線2．06倍，製薬2．06倍，食品2．05倍，化学1．95倍，

木材・ゴム・皮革1．85倍，鉄鋼・金属1，81倍，水産1、η倍，醸造1．66倍，ガス

1．51倍，造船1，38倍，紙・パルプエ、31倍，綿・スフ続0．99倍となる。

前述したところと併せて考えると，大体固定資産形成倍率3倍以上と云う高

度の設備投資を行なっているものが，売上高においても，その地位を上昇させ

ている。そして又逆に，造船，紙・パルプ，水産，醸造，編1スフ紡など売上

高でその地位を低下させたものでは，設備投資も相対的に小さかった。電線の

ように設備投資が少なかったにも拘らず，売上高の伸び率の極めて大きかった

第・表流動資産形成（離度草臥離鷲欝）

業　　種　　名

電　　　　機
電　　　　線
通　信　機　械
工　作　機　械
精　密　機　械
産　業　機　械

造　　　　船
車輌・部品
鉄鋼・金属
化　　　　学
製　　　　薬
綿・ス　フ紋
紙・パルプ
窯業セメント
酸　　　　造
食　　　　晶
水　　　　産
建設・土木
農　　機　　具
一　般　機　絨
毛・生糸・化繊・麻

木材・ゴム・皮革

ガ　　　　　ス

34年　35年　36年　37年　38年
1．555　　　　1．770　　　　1．043　　　　　　417

668　　　　　　565　　　　1，035　　　　　－356

148　　　　　　181　　　　　331　　　　－185

2．588　　　　2．575　　　　1．223　　　　　1．330

　22　　　　　　505　　　　　　550　　　　　－19．

1．281　　　　　1．366　　　　　　856　　　　　　　373

3．222　　　　3，36フ　　　　1，850　　　　　　－61

621　　　　1．265　　　　　1．217　　　　　1．126

2．204　　　　　3．672　　　　　　665　　　　　　602

2．098　　　　3．619　　　　3．870　　　　　1．870

248　　　　　　228　　　　　　225　　　　　　483

436　　　　　　140　　　　　　－18　　　　　　253

120　　　　　1，35王　　　　一466　　　　　－316

702　　　　1．626　　　　　1．343　　　　　1．三；67

201　　　　　　477　　　　　　426　　　　　　205

　4　　　　5．393　　　　7，3フ3　　　　8．305

　23　　　　　　　65　　　　　　　57　　　　　－22

2．812　　　　　9．150　　　　1g，g15　　　　　　322

4．558　　　　6．514　　　　　5．061　　　　2．23フ

794　　　　　　　2フ1　　　　　　　254　　　　　　　244

156　　　　　1．201　　　　　　715　　　　　　788

フ68　　　　1．020　　　　　　287　　　　　　146

　57　　　　　　－64　　　　　　　　　5　　　　　　－15
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ものや，精密機械のように設備投資に比較して全く売上高の伸びなかったもの

もあるが，大体において，地方における，これらの中堅企業の領域においても

車輌・電機その他の諸機械，合化繊，窯業セメントを中心として，産業構造が

近代化しつつあるといえるのである。

なお，この固定資産形成と関連して重要な総資産形成，流動資産形成は，第7

表，第8表の如くになる。

w

　次に取り上げなければならないのは，資本収益性である。

　企業にとって最も重要な，自己資本利益率からみていくと，昭和38年の順位

では，木材・ゴム・皮革，工作機械，建設・土木，精密機械，一般機械，車輌

・部品，製薬，食品，産業機械位迄が大体20％以上のレベルであって，平均以

上の収益性を示し，次に醸造，農機具，造船，電機，窯業セメント，水産，ガ

ス迄が低いながらも10％迄の水準を維持しているが，毛・生糸・化繊・麻，鉄

鋼・金属，化学，綿・スフ紡，通信機械，電線，紙・パルプでは非常に低い率

の利益しか上げていない。

　しかもこれらの値が45．3％から一57，0劣と極めて大きな巾の中に分布してい

ることが留意されねばならない。

　変動の態様からみると・次のような類型に分けることが出来よ㌔

　利益率が低い上に更に低下傾向にあるもの；化学，綿・スフ紡，紙・パルプ，

水産。

　利益率が低く変動の激しいもの：電線，通信機械，鉄鋼・金属，窯業セメン

ト，食品。

　利益率が低く安定しているもの；産業機械，製薬，醸造，毛・生糸・化繊・

麻，ガス。

　利益率は低いが上昇傾向にあるもの；造船。
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利益率は高いが低下傾向にあるもの；電機，農機具。

利益率は高いが変動の激しいもの；工作機械，精密機械。

利益率が高く安定しているもの；車輌・部品，一般機械。

利益率は高く更に上昇傾向にあるもの；建設・土木，木材・ゴム・皮革。

しかし，これらの型は，売上高の型とは必ずしも照応しない。前第2表に示

したように売上高が継続的に上昇を示しているのは，精密機械，産業機械、車

軸・部品，製薬，窯業セメント，食品，建設・土木，毛・生糸・化繊・麻，木

材・ゴム・皮革，ガスであり，また37年迄上昇しながら38年で急に低下したも

第9表　自己資本末。益率（％）

業　種　名
電　　　　機
電　　　　線

通信機械
工作機械
精密機械
産業機械
造　　　　船
車輌・部品
鉄鋼・金属
化　　　　学
製　　　　薬
綿・ス　フ紋
紙・パルプ
窯業セメント
酸　　　　造
食　　　　晶
水　　　　産
建設・土木
農　　機　　真

一般機械
毛・生糸・化繊・麻

木材・ゴム・皮革

ガ　　　　ス

34年　35年　36年　37年　38年
72，2

0，7

24，6

46，1

45，4

11．9．

12．4

8，2

12二2－

20．．6

18，6

12二2

14㌧5

12，6

25，3

25．3．

26，6

22，2

33，8

26．2

9，5

19．4

9．O

42．9

王7，7

36．1．

39，7

25，7

27，3

13，1

25．1

13，1

20，9

22，6

25．4

工3，9

21，9

24．2

1910

26，6

38，3

24，9

31，8

16，4

23．？

14．9

41，6　　　　28，0　　　　16，7

15．5　　　　　　6，1　　　　－34，5

23，0　　　　15．7　　　－1，4

60，6　　　　74，2　　　44．O

14，5　　　　28，9　　　　27，3

26，8　　　　23，0　　　　20，2

22，4　　　　　24，0　　　　　18，6

28，6　　　　　　26，8　　　　　　23，1

22．7　　　－2．3　　　　4，6

15．4　　　　　　6．4　　　　　　410

23．1　　　　　2214　　　　　　2212

21，3　　　　　11．8　　　　　　018

7．8　　　－18．O　　　－57，0

23，2　　　　17，3　　　　15，6

20，2　　　　　21，3　　　　　19，9

24，8　　　－7，4　　　　21，7

20，9　　　　　　19，0　　　　　　15，3

28，2　　　　33．1　　　　3316

27，3　　　　　　21，5　　　　　　19，3

26，3　　　　22，9　　　　23，8

15，6　　　　13，5　　　　12，7

25，3　　　　　　32，3　　　　　　45，3

16，1　　　　　　15，7　　　　　　13．？

1田1
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のとしては，電機，電線，通信機械，工作機械，農機具，ガんそして残りの

8業種は，35年乃至36年にピークを迎えながら，その後低下したものや，上下

を繰返しているものである。

しかしながら，水産一極めて異常な型を示しており，原始データそのもの

の正確さに疑問がもたれるのであるが一を除いては，大体安定していて自己

資本利益率にみられる程の激しい動き方はみられないのである。

したがって，この自己資本利益率の変動の原因は売上高利益率と，資本回転

率と，資本構成とに求められなければならない。

第10表総資本利益率（％ただし推算による）

業種名 34年 35年 36年 37年 38年

電　　機 13．9 16．5 15．2 12，O 7，9

電　　線 2．5 5．9 5．5 3．8 0．8

通信機械
8．5 13．5 10．7 5，2 2．3

工作機械 12．1 9．9 11．6 16，6 14．7

精密機械 8．O 8．4 6．7 9．9 8．6

産業機械 5，5 817 9．2 812 7．8

造　　船 4．8 4，1 5．5 5．1 5．0

車輌・部品 5．6 7．6 8．4 8．5 7．6

鉄鋼・金属 6．5 8．8 10．1 4．9 2．9

化　　学 8．7 8．6 8．0 4．9 5、且

製　　薬
？．9 9，5 9．5 u．6 11．5

綿・スフ紡 5．2 8．？ 715 5．0 3．フ

紙・パルプ 6．5 6．2 414 一0．2 一2．？

窯業セメント 7．4 8．4 9．2 7．3 6，1

醸　　造 9．2 9．3 7．9 8，5 8．3

食　　品 6．6 6．5 5．7 5，8 5．9

水　　産 11．8 11．9 8．7 7．5 7．5

建設・土木 8．3 8．8 8．2 8．5 9，1

農機具
8．3 6．4 6．7 5．9 6．1

一般機械 9．2 10．？ 10．3 8．0 8．4

毛・生糸・化繊・麻 5．9 8，6 7，8 6．6 6．5

木材・ゴム・皮革 5．5 7．0 8．6 9．9 lO．4

ガ　　　ス 5．9 7．9 8．2 7，5 715
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　まず，売上高利益率であるが，第11表から次のように類型化することが出来

る。

　売上高利益率が低くて更に低下傾向にあるもの；電線，綿・スフ紡，紙・パ

ルプ，農機具。

　売上高利益率が低くて変動しているもの；通信機械，鉄鋼・金属。

　売上高利益率が低くて安定しているもの；造船，食品。

　売上高利益率が低くて上昇傾向にあるもの；車輌・部品，建設・土木。

　売上高利益率は高いが低下傾向にあるもの；電機，化学，水産。

　売上高利益率は高くて変動しているもの；醸造，一般機械，毛・生糸・化繊

・麻。

　売上高利益率が高くてなお上昇傾向にあるもの；工作機械，精密機械，製薬，

木材・ゴム・皮革，ガス。

　また総資本回転率についそは，第12表によると次のようになる。

　回転率が低くて更に低下傾向にあるもの；造船，鉄鋼・金属，窯業セメント，

毛・生糸・化繊・麻。

　回転率が低くて変動しているもの；通信機械，工作機械，水産。

　回転率が低くて安定しているもの；産業機械，綿・スフ紡，車輌・部品，ガ

ス。

　回転率は高いが低下傾向にあるもの；電機，電線，精密機械，化学，製薬，

紙・パルプ，醸造，建設・土木。

　回転率が高くて安定しているもの；食品，木材・ゴム・皮革，農機具。

　つまり自己資本利益率の低いもので，その原因が売上高利益率が低いことに

よる業種として綿・スフ紡，紙・パルプ，電線，通信機械，食品。

　また資本回転率の低いことによる業種としては水産，造船，窯業セメント，

醸造，製薬，産業機械，毛・生糸・化繊・麻。

　双方の低下傾向による業種としては，化学，鉄鋼・金属が上げられる。
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これに対して自己資本利益率の高いものでは，その原因が売上高利益率の高

いこと，またはその上昇傾向によるものが電機，工作機械，精密機械，車輌・部品。

資本回転率の高いことによるものが建設・土木，農機具。

双方によるものが木材・ゴム・皮革，一般機械，である。

要するに資本収益性の面から各業種の性格をみると，まず，電線，通信機械，

窯業セメント，食品では売上高の伸び率も，固定資産形成率も可成り高炉位に

あったけれども，資本利益率は高くなく，しかもその変動は大きかったことが

指摘される。

第11表売上高利益率（％）

業種名 34年 35年 36年 37年 38年

電　　機 10．4 13．6 12．2 11．3 6．4

電　　線 0．1 1．7 1．6 O．7 一1．4

通信機械 3．9 4．5 513 2．3 0．5

工作機械 1O．0 王1，1 10．3 13．7 15．1

精密機械 3．3 4．1 4．5 7．3 6．5

産業機械
213 5．4 6．4 6，3 5．9

造　　船
2．6 2．3 3．3 3．1 3．7

車輌・部品 1．9 3．？ 4．1 4．9 1？．6

鉄鋼・金属 3．6 5．1 7．4 2．7 1．8

化　　学
5．O 5．8 5．4 2．1 2．5

製　　薬 4．8 6．2 6．3 8．1 8．4

綿・スフ紡 8．3 6．0 5．O 2．9 1．4

紙・パルプ 3．2 2．8 115 一2．3 一7，O

窯業セメント 4．8 5．8 6．O 513 5．O

醸　　造 4，2 6．6 3．7 6．1 5．4

食　　晶
212 1．9 1．9 1．？ 2，1

水　　産 21．1 20，7 12．4 12．9 11．2

建設・土木 2．7 3．7 3．4 4．0 4．5

農　機　具 4．9 4．3 4．1 3．6 3．2

一般一機械 6．0 6．1 6．8 5．0 5．6

毛・生糸・化繊・麻 4．2 6．8 6．9 5．7 5．6

木材・ゴム・皮革 4．5 3．5 4．5 5．5 6．4

ガ　　　ス 一13．2 6．7 8．3 8．1 8．1一
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利益率が高いかあるいは低くても上昇傾向にあるか，あるいは安定している

かが望ましいわけであるが，この点からみると，次の特長は，水準以上の傾向

を示すものとして産業機械，製薬，醸造，毛・生糸・化繊・麻，造船，電機，

農機具，工作機械，精密機械，車輌・部品，一般機械，建設・土木，木材・ゴ

ム・皮革などの業種を上げ得るということである。

しかしながら，そのうち更に大きな成長性をもつ一合迄のデータの示す限

りにおいてであるが一と思われるのは，車輌・部品，農機具，建設・土木，

精密機械，工作機械，電機，毛・生糸・化繊・麻，産業機械，木材・ゴム・皮

第12表総資本回転率

業　　種　　名

電　　　　機
電　　　　線

通信機械
工作機械
精密機械
産業機械
造　　　　船
車輌・部’ ｻ
鉄鋼・金属
化　　　　学
製　　　　薬
綿・ス　フ紡
糸旺　・　ノ寸　　ノレ　　フ。

窯業セメント
酸　　　　造
食　　　　晶
水　　　　産
建設・土木
農　　機　　具

一般機械
毛・生糸・化繊・麻

木材・ゴム・皮革

ガ　　　　ス

34年　35年　36年　37年　38年
1．54　　　　　　i．52　　　　　　1，44

1，68　　　　　　1，92　　　　　　1，88

1，53　　　　　2，15　　　　　　1，66

0，95　　　　　0．69　　　　　0193

1，60　　　　　　1，38　　　　　　1，06

1．1エ　　　　　ェ、16　　　　　0，89

1，08　　　　　0，67　　　　　0，82

1．11　　　　　1，29　　　　　1，32

1，04　　　　　　1，13　　　　　　1．11

1，42　　　　　1，39　　　　　1，20

1，31　　　　　　1，26　　　　　　1，21

0，95　　　　　1，10　　　　　1，08

i，i6　　　　　1124　　　　　エ．30

1，09　　　　　1，28　　　　　1，29

1，72　　　　　　1，64　　　　　　1，62

2，23　　　　　　2，23　　　　　　1．98

10，O1　　　　12．55　　　　15，50

2，03　　　　　1．95　　　　　I．80

1，23　　　　　0，95　　　　　i．07

1，23　　　　　　1．42　　　　　　I12王

1，05　　　　0，91　　　　0．？3

1．2フ　　　　　1．60　　　　　　工．47

0，63　　　　　0，65　　　　　0．71

1，21

1，65

1，33

1，01

1．o？

o．99

0．79

－1．20

0196

1，12

1，21

0，99

0，84

1，13

1，24

1，95

0，38

1，63

1，07

1．2ラ

0．7？

工．46

0．63

1．OO’

1・39：

1・30 P
0．80：

O．96

0，99－

0，66

1．02：

O。？91

1・091

L16；

0．97：

0・92；

1．251

1．891

1・68≡

11．3：

1．20．

0、η

工．39

0．591
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革などであろう。精密機械は，サンプルとして抽出されたものが一社のみなの

で，今迄に述べた限りでは現われてこないが，ヨリ多くのものをとれば可成り

大きな成長性をもつものと考えられる。また木材・ゴム・皮革は今迄の売上高

の伸びや，固定資産形成率は低いが将来の成長は一大企業に成長するか・あ

るいは，ヨリ多くの中企業群を形造るかは問題であるが一可成り大きいので

はないかと思われる。

ただ，建設・土木，農機具などの業種ではその高い収益性の大きな理由を資

本回転率の高いことに求められることからみて売上高なり，固定資産形成なり

第13表流動資産回転率

業　　種　　名

宙吊

電

通　信　機

工　作　機
精　密　機
産　業　機
造

車輌・部品
鉄鋼・金属
化　　　　学
製　　　　薬
綿・ス　フ　紋

紙・パルプ
窯業セメント
酸　　　　造
食　　　　品
水　　　　産
建設・土木
農　　機　　具
一　般　機　絨
毛・生糸・化繊・麻

木材・ゴム・皮革

ガ　　　　　ス

34年　35年　36年　37年　38年
2，22　　　　　2，20　　　　　2，03

2，38　　　　　2，51　　　　　2，43

1，96　　　　　2，67　　　　　2，29

1．56　　　　　0199　　　　　1，36

2，03　　　　　1，84　　　　　1，47

1．5？　　　　　　1，60　　　　　　1．2？

1，65　　　　　0，87　　　　　　1．00

1151　　　　　11？1　　　　　1178

1，98　　　　　　2，00　　　　　　1，88

2．96　　　　　　2155　　　　　　2．4？

1，85　　　　　　1．？2　　　　　　1，64

2，67　　　　　2，80　　　　　2，77

2，34　　　　　2，62　　　　　2，51

1，72　　　　　2，10　　　　　2，10

2，62　　　　　　2，58　　　　　　2，35

2，90　　　　　　3．6？　　　　　2185

10．37　　　　12．99　　　　15，95

2，70　　　　　2，50　　　　　2，26

1，56　　　　　　1，18　　　　　　1，40

1，57　　　　　1．82　　　　　ユ．ラ0

2，58　　　　　2，61　　　　　2，15

1．？8　　　　　2，09　　　　　1，91

2．1？　　　　　2，34　　　　　2．60

1，74

2，16

1，87

1，67

1，50

1，39

0，98

1，66

1，66

2，21

1，63

2，48

2，41

2，05

1，75

2，72

0，81

2，04

1，44

1．ラ2

2，32

2，04

2．61

1，52

2，08

2，07

1，31

1，62

1，42

0，84

1，60

1，38

2，13

1，59

2，58

2，34

1，69

1，84

2，63

1，00

2，15

1，47

1，60

1，99

1，96

3．16
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）
の伸びが限界点に達するのは，他の業種に比して，ヨリ早いものと予想される。

V

　第3段階として看過することのできないのは，これらの企業の財務流動性で

ある。高水準の売上高の伸びや資本収益性を維持するためには，その経営の基

盤に健全なる支払い能力と，それを支える財務上の諸関係とが要求されるから

である。

　まず，第14表の流動比率について，昭和38年現在でその順位をみると，水産

（300．2），製薬（163．2），造船（152．1），電機（142．6），一般機械（139．0），

鉄鋼・金属（133．7），産業機械（132．2），化学（124．4），窯業・セメント

（122．5），工作機械（118．5），通信機械（117．4），農機具（114．2），食品（109．0），

車輌・部品（i08．6），醸造（108．6），建設・土木（107．6），毛・生糸・化繊・

麻（106．3），電線（105，4），ガス（103．5），精密機械（103．1），木材・ゴム・

皮革（102．5），綿・スフ紡（88，7），紙・パルプ（75．3）となる。

　全国製造工業の平均は，大体102～112であるから，これと比較すると，水産，

製薬，電機，一般機械，鉄鋼・金属，産業機械，化学，窯業・セメント，工作

機械，通信機械，農機具が水準以上にあるといえよう。そして，綿・スフ紡と，

紙・パルプを除いて，全部が平均的な値を示しているわけである。

　それを昭和34年の数値と比較すると，

　改善されたもの：電機，電線（37年から38年にかけて急に悪化），工作機械，

精密機械，産業機械，造船，鉄鋼・金属，化学，製薬，綿・スフ紛，水産，一

般機械，毛・生糸・化繊・麻。

　安定しているもの：車輌：部品，建設・土木，農機具。

　悪化しているもの：通信機械，紙・パルプ，窯業・セメント，醸造（37年～

（3）　この節においても，前節と同様，諸比率の高低の大体の基準を得るために，日銀

　統計局；主要企業経営分析および中小企業経営分析（主として36年下期）の数値を用

　いた。以下の節においても同じである。
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38年に急に悪化），食品，木材・ゴム・皮革，ガス，であるが，そのうち変動の

激しいものとしては，電機，通信機械，工作機械，精密機械，化学，製薬，醸

造，水産，一般機械，毛・生糸・化繊・麻，木材・ゴム・皮革，を上げること

ができる。

次に固定比率を，第15表によりその良好なものの順に並べると，製薬（73，O），

水産（78．3），一般機械（86．8），精密機械（101．9），電機（106．3），産業機械

（11416），車輌・部品（117．8），農機具（127，3），食品（131．4），建設・土木

（133，7），工作機械（138．3），造船（160．0），窯業・セメント（169．1），毛・

第14表流　動　比　率（％）

業　種　名
電　　　機
電　　　線
通信機械
工作機械
精密機械
産業機械
造　　　船
車輌・部品
鉄鍋・金属
化　　　学
製　　　薬
綿・スフ紋
紙・パルプ
窯業・セメント

酸　　　造
食　　　晶
水　　　産
建設・土木
農　機　真
一般機械
毛・生糸・化繊・麻

木材・ゴム・皮革

ガ　　　　ス

34年　35年　36年　37年　38年
136．1　　　142．6　　　189．3　　　142．8　　　142，6

93，3　　　　　98．8　　　　　114．6　　　　　125．8　　　　　105．4

119．6　　　　　128．8　　　　　13915　　　　　136．5　　　　　117．4

108．0　　　　　122．3　　　　　109．2　　　　100．3　　　　　1王8．5

102．3　　　　100．0　　　　145．3　　　　143．8　　　　103．1

115．2　　　119．4　　　119．O　　　131．3　　　132．2

112．1　　　　　王11．4　　　　　138．2　　　　　147．3　　　　　152．1

108．0　　　　　101．6　　　　　106．9　　　　　118．7　　　　108．6

108．2　　　　　117．9　　　　　129．4　　　　　133．1　　　　133．？

11O．O　　　　122．2　　　　113．4　　　　115．4　　　　124．2

120．7　　　　132．0　　　　　130．？　　　　　158，1　　　　163．2

8016　　　　　89，2　　　　　　93．7　　　　　8？．2　　　　　88．ク

10013　　　　　102．6　　　　　　9518　　　　　　8512　　　　　75．3

126．4　　　11411　　　113．8　　　113．3　　　122．5

111，6　　　　12？．6　　　　　139．？　　　　209．3　　　　108．6

1王9．？　　　　118，7　　　　10？．7　　　　工10．O　　　　109．0

171．6　　　224．2　　　228．0　　　201．1　　　300．2

107．2　　　　105．4　　　　105．8　　　　104．5　　　　107．6

114．4　　　111．？　　　旦13．5　　　114．O　　　114．2

125．9　　　124．6　　　123．2　　　123．5　　　139．0

102．7　　　　108，9　　　　　80．6　　　　　？8．8　　　　　106．3

105．5　　　　112．5　　　　111，5　　　　　97．5　　　　102．5

147．2　　　153．4　　　141．6　　　165．3　　　i0315
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生糸・化繊・麻（179．1），通信機械（182．0），木材・ゴム・皮革（184．8），鉄

鋼・金属（189．5），化学（191．8），ガス（210．5），一醸造（253．6），綿・スフ紡

（287．0），紙・パルプ（3801－8），電線（399．7）となる。

全国製造工業の平均は，大体125～167であるから，製薬，水産，一般機械，

精密機械，電機，産業機械，車輌・部品，農機具の業種が水準以上にあるとい

えよ㌔そして，建設・土木，工作機械，造船が平均レベルの中に入り得乱

34年と比較すると，次のようになる。

改善されたもの：電機，工作機械，清密機械，産業機械，造船，車輌・部品，

第I5表　固　定　比　率（％）

業種名． 34年 35年 36年 37年 38年

電　　機一 166．7一 99．4 113．O 100，5 106．3

電　　線 193．5 146．6 156．6 194．4 399．7

通信機械 83．2 104，O 101．9 115．6 18210

工作機械 162．2 140．2 158．4 145．3 138．3

精密機械 177．6 96．8’ 73．5 92．5 王01．9

産業機械 125．6 11？．2 137，6 118．9 114．6

造　　船 176．6一 179．5 185．6 166．1 160．0

車輌・部品r 1？7．0 175．4 154．1 152．6 117．8

鉄鋼・金属 139．2 214．4 218．1 200．8 189．5

化　　学 159．7 16112 146．8 192．7 191．8

製　　薬
91．ラ 86．2一 85．9 68．9 ？3．0

綿・スフ紡 292，6 231．6． 235．1 245．8 287．0

紙・パルプ、 165．2 1ラ1．1 190．4 297．6 380．8

窯業・セメント 119．6 127，2’ 122．7 147．1 169．1

醸　　造
エフ9．フ 195，3 ユ96．5 233．8 253．9

食　　晶一 142．0 亘92．7 198，1 132．3 131．4

水　　産 46．6 48．？ 49，0 61．8 ？8．3．

建設・土木 141．0 且ラ3．3 124．7 133．2 133，71

農機具
116．2 121．5 142．9 163．5 127，3

一般機械 79．8 84．3 101．3 9619 86．8一

毛・生糸・化繊・麻 126．4 163．2 231．8 24015 i79．1．

木材・ゴム・皮革 181．7 141．i 166．0 165．O 184．81

ガ　　　ス 165．8 143．9 188．8 201．4 210．5

1．99
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製薬，食品，建設・土木，

悪化しているもの：電線，通信機械，鉄鋼・鉄属，化学，紙・パルプ，窯業

・セメント，醸造，水産，農機具，一般機械，毛・生糸・化繊・麻，木材・ゴ

ム・皮革，ガス。

しかし，そのうちでも変動の着るしいものとしては，電機，工作機械，精密

機械，産業機械，造船，食品，建設・土木，毛・生糸・化繊・麻，木材・ゴム

・皮革，ガスを上げることができる。また，変動はしているけれども，結果的

に34年と38年が殆ど変らない特殊な性格をもつものとして，綿・スフ紡がある。

第16表負　債　比　率（％）

業　　種　　名

電　　　　機
電　　　　線

通信機械
工　作　機械

精密機械
産　業　機械
造　　　　船
車輌・部品
鉄鋼・金属
化　　　　学
製　　　　薬
綿・ス　フ紋
紙・パループ
窯業・セメント

醸　　　　造
食　　　　晶
水　　　　産
建設・土木
農　　機　　具

一般　機械
毛・生糸・化繊・麻

木材・ゴム・皮革

ガ　　　　　ス

34年　35年　36年　37年　38年
504．9　　　225．3　　　280．6　　　211．2　　　199．8

491．5　　　　503．0　　　　　576．3　　　　728．5　　　1，171．0

285．6　　　　350．5　　　　292．7　　　　368．7　　　　407．4

314．0　　　　424．1　　　　　515．3　　　　　340．8　　　　　250．1

？46．1　　　　411．9　　　　　195．5　　　　263．3　　　　330．0

340．6　　　　　386．4　　　　　343．6　　　　　342．3　　　　　299．5

457．3　　　　　715．1　　　　　996．9　　　　　826．8　　　　　764．3

675．1　　　　678．0　　　　638．8　　　　622．3　　　　612．6

298．5　　　　402．3　　　　　398．1　　　　422．1　　　　426．4

2？3．9　　　　280．8　　　　224．1　　　　339．1　　　　3斗0．4

221．6　　　202．7　　　215．5　　　166．4　　　1？2．9

369．5　　　　　304．3　　　　　317．5　　　　　334．7　　　　　413．5

25818　　　　250．9　　　　303．0　　　　4ユ4．4　　　　　518．3

242．6　　　248．1　　　232．4　　　259．5　　　282．5

508．4　　　　561．4　　　　614．3　　　　660．4　　　　765．8

540．0　　　598．3　　　755．4　　　582．9　　　524．4

752．8　　　617．8　　　522．6　　　496．6　　　298．6

643．1　　　　716．3　　　　540．1　　　　64012　　　　5？117

461．3　　　536．0　　　573．1　　　531．9　　　468．0

279．9　　　32311　　　262．3　　　373．6　　　307．1

127．3　　　173．7　　　272．7　　　268．7　　　211．4

479．4　　　　465．9　　　　　571．1　　　　490．5　　　　537．5

129．2　　　142．5　　　149．1　　　162．3　　　150，9
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　更に，負債比率については，第16表により，各業種を順位づけると，ガス

（150，9），製薬（172．9），電機（199．8），毛・生糸・化繊・麻（211．4），工作

機械（25011），窯業・セメント（282．5），水産（298．6），産業機械（299．5），

一般機械（307．1），精密機械（330．0），化学（340．4），通信機械（407，4），綿

・スフ紡（413．5），鉄鋼・金属（426．4），農機具（468．0），紙・パルプ（518．3），

食品（524．4），木材・ゴム・皮革（53715），建設・土木（5ラ1．7），車輌・部品

（612．6），造船（764．3），醸造（765．8），電線（1171．O）の順位となる。

　そして，この場合では，水準以上の業種はガスのみ。やっと平均的なレベル

にあるものが，製薬，電機，毛・生糸・化繊・麻，工作機械，窯業・セメント，

水産，産業機械，一般機械，精密機械，化学である。

　これを34年と比較すると次のようになる。

　改善されているもの：電機，産業機械，製薬，水産，工作機械，精密機械，

建設・土木。

　安定しているもの：車輌・部品，鉄鋼・金属，窯業・セメント。

　悪化しているもの：電線，通信機械，造船，化学，綿・スフ紡，紙・パルプ，

醸造，ガス，一般機械，毛・生糸・化繊・麻，木材・ゴム・皮革。

　そのうち変動の激しいものとしては，コ二作機械，精密機械，建設・土木，一

般機械，毛・生糸・化繊・麻，木材・ゴム・皮革が上げられ孔また，食品，

農機具は着るしい変動を示しながら，結局34年と38年とでは変らない数値を示

している。

　以上行なってきた財務流動性の分析からいえることは，まず，この企業群で

は，流動比率は平均以上に秀れているにもかかわらず，固定比率は平均より悪

く，更に負債比率になると極めて悪く，平均レベルに達している業種は殆んど

ないということである。

　このことは，固定資産形成つまり設備投資が，流動資産形成に比して過度に

大きく行なわれたということ，しかもそれが固定負債によりファイナンスされ
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だということを意味する。

　つまりr中堅企業」群は，この数年間において可成り強引な設備投資を行な

ってきたと推測されるのである。

　しかも，前節でみたように，38年現在では資本回転率は必ずしも良くないの

であるから，それぞれの企業■の負う固定負債の性格によっては，極めて不安定

一な財務状態にある企業も多いと思われる。

　次に業種別にみると，財務健全性の良いものとしては・製薬，電機，水産，

産業機械，一般機械，精密機械，明らかに悪いものとしては，醸造，綿・スフ

紡，紙・パルプ，電線，木材・ゴム・皮革を上げることができる。その他の12

業種は，平均的な健全性をもつと考えられるのであ乱

皿

　以上，所謂「中堅企業」といわれる層の企業150社23業種を対象として，そ

の成長と財務構造との態様について分析を加えてきたのであるが，卒直にいっ

て余りに明確な結論は得られなかったようである。

　大企業については，われわれは，既に，自動車・電機・化繊など消費構造の

変貌に即応し得た業種が，高収益を上げ，急速に成長し，そしてその故にまた

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4）
秀れた財務健全性をもち得たということを実証的に示すことができたのである

が，この型の企業群においては，そのような関係はみられなかった。

　強いていくつかの類型に分けようとすれば，次のようになるであろう。

　成長性，収益性ともに高く，流動性も秀れているもの：一般機械，産業機械。

　成長性，収益性に秀れているもの：工作機械，車輌・部品，建設・土木，食

品，木材・ゴム・皮革。

　成長性，流動性に秀れているもの：農機具，電機。

（4）小野・小林・中野稿「設備投資の動向と資本収益性・財務流動性」神戸大学経済

　経営研究所　経営機械化叢書第7冊p・137－p・164，参照。
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　収益性，流動性に秀れているもの：精密機械，製薬。

　成長性のみ高いもの：毛・生糸・化繊・麻，電線，窯業・セメント，通信機。

　流動性のみ秀れているもの：水産。

　特長のないもの：鋼鉄・金属，化学，ガス，造船，醸造。

　成長性，収益性ともに低く，流動性も悪いもの：紙・パルプ，綿・スフ紡。

　地域経済の観点からすれば，第2節・第3節で述べたように，やはり成長性

と収益性とが評価の主軸になると思われるが，財務健全性の無視は，地域社会

経済に大きな混乱を惹起する原因となる可能性をもっている。

　しかも，上に示したように，「中堅企業」の構造は，極めて複雑である。

　大企業とは異って，規模，市場，金融上の諸関係，系列関係など，ヨリ個別

的な側面からの検討と分析とを必要とすると思われるのである。

〔付記〕　この分析は，昭和39年度文部省科学試験研究費を受けて行なわれて

いる研究r高度経営機械化の段階におけるデータ処理と情報検索システム」

の一部をなすものである。

　なお，本文の執筆は小野二郎助教授が担当し，資料の整理・作表は，都藤

希八郎講師・民野庄造助手を中心として，経営機械室において行なわれた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1964，　11．　3　乖毒
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